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     企 画 部 長 
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     防 災 対 策 室 長   佐藤 勇二      税 務 課 長   山口  修 
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     ス ポ ー ツ 課 長   杉山 月男 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   坂田  広      議 事 係 長   池田 立志 

     担 当 係 長   水藤 真人 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第１号 知立市個人情報保護条例の一部を改正する条例         原案可決 

     議案第２号 平成21年度における固定資産税等の納期の特例に関する条例     〃 

     議案第３号 
知立市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部を改正する条例 
  〃 

     議案第８号 愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について         〃 

     議案第10号 平成20年度知立市一般会計補正予算（第５号）           〃 
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――――――――――――――― 

午前10時00分開会 

○川合委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから企画

文教委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託されました案件は９件、すなわ

ち議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第

８号、議案第10号、議案第17号、議案第20号、議

案第25号、議案第27号です。これらの案件を逐次

議題といたします。 

 議案第１号 知立市個人情報保護条例の一部を

改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第１号について、挙手により採決します。 

議案第１号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

挙手全員です。したがって、議案第１号 知立

市個人情報保護条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第２号 平成21年度における固定資産税等

の納期の特例に関する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第２号について、挙手により採決します。 

議案第２号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

挙手全員です。したがって、議案第２号 平成

21年度における固定資産税等の納期の特例に関す

る条例の件は、原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 議案第３号 知立市特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第３号について、挙手により採決します。 

議案第３号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

挙手全員です。したがって、議案第３号 知立

市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例の件は、原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第８号 愛知県市町村職員退職手当組合規

約の変更についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 
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討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第８号について、挙手により採決します。 

議案第８号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

挙手全員です。したがって、議案第８号 愛知

県市町村職員退職手当組合規約の変更についての

件は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

 議案第10号 平成20年度知立市一般会計補正予

算（第５号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○三浦委員 

 おはようございます。 

 それでは、一件だけお願いします。 

 83ページの生涯学習のまちづくり事業費補助金

であります。マイナスの28万8,000円、この件に

ついて御説明お願いします。 

○生涯学習課長 

 生涯学習のまちづくり事業補助金につきまして

は、当初31町内で全部の町内で補助金の算定をし

ておりましたけども、27町内からの補助申請とい

うことで、この部分につきましては減額させてい

ただいておるものでございます。 

○三浦委員 

 31町内のうち、27町内ということで、これも町

内の方で推進委員をつくって生涯学習の講座を行

っているということですわね。これは、もう何年

になりますかちょっと忘れましたけど、ここ何年

かたちまして、ふえてるのか減ってるのか、その

辺の統計がわかりましたらお願いいたします。 

○生涯学習課長 

 平成13年度から始まりまして、平成13年度は24

町内、平成14年度が27、その後、平成17年度まで

27町内会、平成18年度が26町内、平成19年度が24

で、ことしは27というようなほぼそういった推移

で進んでおりますけども。 

○三浦委員 

 町内としては27町内全部ということで変ってな

いということですけど、内容面において何回とか

ありますよね、４回だとか。その辺の数の推移を

お願いします。 

○生涯学習課長 

 各町内会からいろんな講座等が出ておりまして、

この町内が幾つというわけではなくて、いろんな

数を言えばよろしかったでしょうかね。いろんな

町内会がメニューを持ってまして、それをまた研

修会等では発表させていただいておりますけども、

各町内会のメニューがいろいろあります。 

○三浦委員 

 例えば私の町内の中山ですと、年に４回の講座

やってると思うんですね。そういった回数のこと

を言ってるんですけど。 

○生涯学習課長 

 中山は４回やっておりますけども、町内会によ

っては３回、４回、５回いろんな出前講座等も含

めてやっておられますので、その町内会が幾つか

というのは把握しておりますけど、今ちょっと資

料ありませんけども、そんな感じでやってます。 

○三浦委員 

 この町内の生涯学習の講座、前から私も言って

るんですけど、担当が把握してないといいますか、

町内が何をやってるか申請というのは出してくる

と思うんですけど、把握の関係が余りはっきりし

ない。前も言ったと思うんですけど、町内が何年

度、例えば今年度はどこどこの町内が４回やって、

その内容はどれだというのを広報とかそういうの

で情報といいますか、そういった情報を出したら

どうかと前も言ったことがあると思うんですけど、

そういった面が今されてるのかどうか。 

○生涯学習課長 

 以前こういった御指摘がありまして、市のホー

ムページの方に載せていった経緯がありますけど

も、現在ちょっとそれがやっておりませんので、

今後またそういったものをホームページ等でお知

らせしていきたいというふうには思っております。 

○三浦委員 

 やっぱりこれを推進していくに当たれば、やは

り町内がどのようなことやってるかというのでそ



- 4 - 

れを見てまたほかの町内もいろんな講座がわかる

と思うんですよね、どういうことをやってるかと

いうのを。そういうことをしていかないと、だん

だん私は面倒くさくてといいますかね、町内の方

の推進委員の方もね、数的には減ってるんじゃな

いかと思うんですよね、今。 

そんなことで、これを推進して生涯学習宣言の

知立市としてこれをやっていくということでした

ら、そういったのをもうちょっと毎年といいます

か、確実的に広報なりホームページなりに町内に

実績みたいな形を私は載せるべきじゃないかなと

思うんですけど。それによってまた励みになりま

すし、そういったことで、また数がふえてくれば

またこの事業費の補助金もまたお話になるか、い

ろんなことをまた考えていくと思うんですけど、

そういったのがないもんですからね、なかなかほ

かの町内の実態というのがわからないということ

で、ぜひそれをしてほしいと思うんですけど、よ

ろしくお願いします。 

○生涯学習課長 

委員が言われましたように、講座等も今ちょっ

と資料が出てきましたけども、やはり尐なくなっ

ておりました。私ども職員が出向いて、各町内会

がどんなことをやっているかということを生涯学

習委員の方にお話等、写真等撮りまして、またホ

ームページの方に載せていきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いします。 

○三浦委員 

そうですよね。最初のころ、私も指摘したんで

すけど、町内で講座やってるときに、市の担当が

出向いてないと。全然内容を知らないということ

で、担当とか教育長にも言ったと思うんですけど、

そういった形で現場が何やってるかというのをや

はり把握をしなければできないということで、ぜ

ひそういった現場に行って実際の講座を見ていた

だいて、そういうのをまた推進するようにお願い

します。 

今、言ったように、広報なりホームページで情

報をまた出していただくようによろしくお願いし

ます。 

それで、市長にお伺いしたいんですけど、知立

市が生涯学習都市宣言をしております。市長の意

見も一般質問か何かで聞きましたけど、この知立

市の生涯学習都市宣言について、市長はどのよう

に考えているのか、どういった形で進めていこう

と思っているのか、そういった市長の思いをお聞

かせをいただきたいと思います。 

○林市長 

 知立市は生涯学習都市宣言をしております。こ

れは当時、今もそうかもしれないんですけれども、

愛知県でただ一つです。市の中では知立市だけが

生涯学習都市宣言しているというふうに思ってお

ります。そうした中で、この生涯学習のための補

助金もつけさせていただいて、その各地域で生涯

学習の芽生えというものを期待をさせていただい

ておるところでございます。 

生涯学習の活動のメリットは、この一般質問で

申し上げました私が標榜させていただいておりま

す市民参加のメリットと全く重なるわけでござい

まして、やはりまず一点は、１人１人の生きがい

活動であります。これから高齢社会を迎えるに当

たって、ますますこうしたお１人お１人がいろい

ろな生涯学習活動をされることによって、生きが

いが持てる。 

二つ目が、やはり趣味とか好みが同じにされた

方々が集うことによって仲間ができる、コミュニ

ティができる、そうしたメリットもあるわけでご

ざいます。 

三つ目が、そうした仲間ができ、そしてコミュ

ニティができるそうした中で、このまちに対する

問題意識というのがより深まって、このまちを何

とかしよう、こういうふうにしようというそうし

た前向きなまちをよくしようという心というか、

そういうのも生まれやすくなってくるというそう

いうこと私、期待をしているわけでございまして、

そうした中で、この生涯学習活動をどういうふう

に推進していくかということでございます。やは

り一番は、地域の芽生えというのを促進をしてい

く。ですから、何とかこの地域の推進員の方々を

中心といたしまして、何とか地域の方々が、これ
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もやろう、あれもやろうというそういうエネルギ

ーがどんどん出てくるようなそうしたことをして

いきたいなと。そうした中で、今、三浦委員御指

摘のように、生涯学習活動をされている方が励み

になるようなそうしたＰＲとかホームページ等で

紹介等もさせていただきたいなという思いがあり

ます。 

また、あわせて、やりたいときに何か興味があ

ったときに何でもチャレンジできるそうした場づ

くり、そんなものを何かあればやっていきたいな

いな。再三議会の中でも出ております生涯学習の

拠点施設ですね、そうしたこともこれからいろい

ろな形で考えていきたいなというふうに思ってお

ります。 

以上です。 

○三浦委員 

市長の今、思い聞きましたけど、一つ生涯学習

の拠点づくり、今ちょうど中央公民館がリニュー

アルして、この４月にオープンしますけども、私

はこれの機会が一番いい機会だと思って、施設で

すね、生涯学習センターという形で私は一番いい

のかなと。金がかからず生涯学習センターができ

るということで提案してきたんですけど、名称は

中央公民館という形でするということで、せっか

くこういったすばらしいといいますか、リニュー

アルして公民館の方も変わりました。私もあの中

をちょっと見させてもらいました。この間、御案

内させてもらって、大分変りました。一番変わっ

ていいと思ったのは、前の茶室、あそこが普通の

教室になって広くなって、それから窓もついて明

るい教室できたということですばらしいなと思っ

ています。 

それからまた、２階の円卓の部屋も広くなって

使い勝手がまたよくなってきたということ、そう

いったこと。それと、１階のオープンの受付、エ

レベーターができたということですね。そういっ

たので使いやすい生涯学習の拠点になるべき施設

ができたと思っています。これを有効に使って、

やはり中央公民館のよさは、パティオと違って町

なかにあって、歩いてなり自転車で行けるという

利点があって、やはり中央公民館が使いやすいと

いいますか、人が集まりやすい中央公民館になっ

てます。そんな意味で、中央公民館はこれからも

また拠点ということでやっていただきたいと思っ

ております。 

それと、この間聞いたのが、ボランティア活動

センター、手狭だということを聞きましたけど、

それもまたこの中にも入れていってもらうという

こともまた考えていってもらいたいなと思ってお

ります。 

そして今、市長が言った中で、いろいろ生涯学

習のことを言いましたが、一つは、この生涯学習

都市宣言ということで県下なり全国的に県内でも

一つしかありませんし、そういった意味にアピー

ルできる何か市長として形として思っているよう

なことはないのか、その辺のことがもしあれば御

披瀝をいただきたいと思います。 

○林市長 

今、拠点の施設の話でございます。やはり今、

中央公民館ですね、一様に私も見させてもらいま

したが、非常によくなってきているなという思い

があります。そうした中で、この市民活動センタ

ーとのすみ分けというか、連携というか、そうい

うことも視野に入れながら考えていきたい。市民

活動も大きくとらえれば生涯学習活動であろうと

いうふうに私は思っております。そうした中で、

そうしたことも連携等々をちょっと考えていきた

いなと思っております。 

あわせて、今、生涯学習宣言をしていることに

ついてのＰＲと申しますか、アピールでございま

す。まだまだ私、どういうふうにアピールしてい

くかなんてなかなか今は申し上げられませんがや

はり大事なことは、先ほど申し上げましたが、地

域のうねりと申しますか、盛り上がりと申します

か、各町内が、これもやろう、あれもやろうとい

うそういったエネルギーがわくことによって自然

とこの知立市の外に向けてアピールしていけるも

のではないかなというふうに思っております。 

以上です。 

○三浦委員 
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わかりました。 

私たちもよく視察に行くわけですよね、全国へ。

そういった場合に、例えば生涯学習の都市宣言を

してるとかそういうところをまず特徴を見ていく

んですけど、知立の場合、多分、生涯学習の都市

宣言していますけど、それ目当てに視察というの

は余りないんじゃないかなと思うんですけど、そ

ういった意味において、県下で一つ自慢できる、

みんなが注目するような知立の都市宣言都市とい

うことでつくっていってもらいたいなと思ってま

す。 

以上です。 

○永田委員 

 尐しだけ教えてください。 

 予算書の81ページと83ページでありますけども、

特色ある学校づくりの推進委託事業、これマイナ

ス３万円と３万円ずつ小学校、中学校となってお

りますけども、この詳細についてお教えください。 

○教育庶務課長 

 まず、81ページの小学校の部分の特色ある学校

づくりにつきましては、予算で１クラス１万円と

いうことで当初予算を作成させていただいており

ます。今回149クラスから146クラスということで、

３クラスの減ということでクラス減による３万円

の減額をさせていただいております。 

中学校費の83ページにつきましても、当初予算

編成時は65クラスを見込まさせていただいておっ

たんですが、62クラスということで３クラス分の

３万円ということで減額させていただいておりま

す。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○永田委員 

これはたしか県の事業だったかな。ちょっと思

い出せなかったけども。 

○教育庶務課長 

これは市の卖独事業ということで行っておりま

す。 

○永田委員 

大変失礼しました。 

１クラス１万円分という形で65クラスにという

ことでマイナス３クラス分ということでマイナス

減３万円ということになってるというふうに御披

瀝をいただきました。 

この１クラス１万円ですね、特色ある学校づく

りということで、具体的にどういった内容が行わ

れたのか、御披瀝いただけますでしょうか。 

○教育庶務課長 

各学校によって取り組む内容はおのおのであり

ます。総合学習等の中で、各クラスによっていろ

んな調査というか調べごとをやります。そのため

の消耗品がほとんどのものになります。 

以上です。 

○永田委員 

この総合学習のもろもろの費用かかる消耗品だ

ということで、例えばそういった冊子だとかね、

そういうことで多分使われたと思うんですけども、

この中で、総合学習という形でやってらっしゃる

と思うんですけど、この費用対効果といいますか

ね、どういったものができたというか、その中で

は、先ほど総合学習の形で一忚職場体験だとかそ

ういったことを多分やってるんじゃないかなとい

うふうに御想像するわけでございますけども、こ

れは個々にそういった生徒の体験談というような

感じなのかという、ちょっとその内容がはっきり

まだわからないもんですから、その辺について。

これ名目上では特色ある学校づくりというふうに

うたってあるもんですから、特色ある１クラス１

万円ということは、何か特色あるクラスをつくる

のかなというような想像にもとらえられるんです

けども、その辺についていまいちよくわからない

ので教えていただけますでしょうか。 

○学校教育課長 

今、特色ある学校づくりの具体的な成果という

ようなお尋ねだと思います。先ほど庶務課長の方、

消耗品が主なものという話もありました。学習を

進めていく上での地域の方とか専門的な知識を持

った方の講師を依頼する場合にも講師料という形

でも使わせていただいております。 

大きな年間として、この学年ではこういうこと

を行っていこうというもちろん大きな計画を立て
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ておるんですけども、子供たちの学習の進み方に

よっては、急遽このような方をといった場合に、

こういっては失礼ですけども、お金があるともち

ろん年間計画で立てていくわけですけど、そうい

う使い方ができるいうことであります。 

先ほど委員が言われた職場体験につきましては、

これは県のあいち・出会いと体験の道場でですね、

これはまたちょっと別に予算があります。 

以上です。 

○永田委員 

特色ある学校づくりというのは、つね日ごろか

ら多分学校一つであればそういったものを目標な

んか、教訓も全部違いますしね、そういった特色

ある学校を目指すということを日々やっていらっ

しゃると思われますけれども、その点、いつも市

長が言われる最尐の経費で最大の効果をあげると

いうようなこともあります。ぜひともまたこれか

らこういったもので特色ある学校をいいように使

っていただければというふうに思います。 

また教えてほしんですけども、同じ81ページで

上の方で校舎耐震補強工事１億2,000万円減額と

なっておりますけども、施設整備費１億4,700万

円、この金額について詳細を教えていただけます

でしょうか。 

○教育庶務課長 

これにつきましては、東小学校、八ツ田小学校、

单小学校の校舎の耐震補強工事によるものであり

ます。予算に対しまして入札差益の３校の減額と

いうことでまとめて１億2,000万円余ということ

で減額を計上させていただいております。よろし

くお願いいたします。 

○永田委員 

余りにもちょっと金額が多かったものですから、

１校どこかやめちゃったのかなというようなそん

なふうにもみえたもんですから、済みません。 

東小学校と八ツ田小学校と单小学校、この３校

舎の補強工事の三つの残だというようなことで御

披瀝をいただきました。 

この上の校舎の増築工事2,400万円ということ

になっておりますけども、これはどこになるんで

すかね。これも三つ、何かその辺も教えてくださ

い。 

○教育庶務課長 

校舎の増築工事費ということで2,400万円余の

減額をさせていただいております。これにつきま

しては、来迎寺小学校の増築工事の入札差益残と

いうことで出させていただいております。１校で

あります。よろしくお願いいたします。 

○高橋委員 

 今回の補正予算は、16億8,456万9,000円の減額

補正で、一般会計の総額を200億円余という全体

の内容ですね。今、質疑があったように、年度の

不用額に相当する財源の減額、歳出の減額をそれ

ぞれ計上されまして、財政調整基金への積み立て、

あるいは財調繰り入れの減額、市債の減額という

ようなことで先ほど言ったような減額になってい

ますが、来年度は来年度でまた審議したいんです

がね、最終この決算見込みを現時点でどのような

方向として見出していらっしゃるのか、いかがで

しょうか。 

○総務課長 

 今の御質問でございます。ちょっと回答になる

かどうかわかりませんが、一忚財調として取り崩

しを予定しておった額は、そのままゼロにしまし

た。また、なおかつそれ以上の剰余金が出るとい

うことで、新たに積み立てとして１億2,700万円

ほど予定をしております。したがって、今年度末

の財調の残高といたしましては、19億400万円余

という形の残高となります。財調の今金額を申し

上げただけでございますが、それ以外の決算見込

みにつきましては、今回の３月補正の方であげさ

せていただいたという形になっております。 

 以上です。 

○高橋委員 

それは決算見込みといわないんですよ。３月補

正の概要を説明してくれたんでしょう。３月補正

予算の内容を説明してくださったんだわ。それは

予算書を見ればわかるわけ。この最終補正予算を

調定されて以降、激しい金融危機が襲い、今ここ

で補正予算審議しておる過程の中でも次々と事態
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は変化しておるわけでしょう。だから現時点でま

だ調定されていない決算について、どういう見込

みをしているのか。例えば歳入、市税についてま

だ留保されているのか。予算というのは入りと出

があって初めてゼロになるんでね、だから入りと

出の関係で調定していくわけだから、例えば歳入

を留保していても歳出がなければその歳入は決算

まで留保するということになるじゃないですか。

そういう点で、この補正予算はわかりました。今

のお話は説明をされたわけですが、最終的に決算

に向けて、どういう見通しをもってみえるのか。

いわば決算見込みというのはそういう意味なんで

すが、どうですか。 

○総務部長 

 委員の御質問の繰越決算の見込みですけれども、

12月で市税の方を出させていただきまして、その

ときに法人税並びに個人市民税出させていただき

ました。その中身は、それ以降のいわゆる同時不

況に伴う部分は、ある程度予算の中で何とかクリ

アできるんではないかなという数字をもっており

ます。 

そして、常にございます繰越金の中身になりま

すけども、去年は８億数千万ということで、これ

は駅周とそういった問題で大きな財源が繰り越さ

れている中身がございましたけども、今年度今回

の補正予算見ていただいてもおわかりかと思いま

すが、歳入と歳出もかなり細かいところまで各部

局の方で行ってきておりますので、恐らく繰越金

については、私としては５億円から６億円の程度

ではないかと思います。 

ただ、予算規模が大きくなってきておりますの

で、基本的にはちょっといくかもしれませんと、

そんな感触でみております。 

○高橋委員 

繰り越しが５億円から６億円見込めるんではな

いか。当初予算で２億円繰り越しは既に食ってみ

えますので、残りが３億円とか４億円出てくる可

能性があれば、それは来年度の財源に回ってくる

ということですが、大体しかし、この補正予算の

流れの中で推移していくという趣旨の答弁ではな

かったかと思うんです。 

それで、私、本会議でも申し上げましたし、昨

日の建設水道委員会でも意見出たんですが、鉄道

高架事業の財源として4,130万円が一般財源から

よっこされる形になってると。これは本来そうい

う一般財源の充当を必要としないことになってい

るんですが、4,130万円よっこする。その理由は、

土地整備基金で充当すべきお金のうち、８億円は

土地でもってると、お金を土地に転換したと。そ

のうち５億円は鉄道があがってもなおかつ換金で

きない。つまり売却できない高架直近に土地を求

めているので、高架ができてしまわないとそこが

売却できない。それが５億円あるというわけです

ね。だから連立事業を進める部としては、何とか

５億円に相当する額を一般財源で充当してもらわ

ないとこの鉄道高架事業が進まないということか

ら、比較的この今言われたように、年度の最終調

整の補正予算としてお金がぐっと余っているとい

うか、瞬間的には。で、こういうときにひとつ一

般財源を鉄道の方に入れてほしいということで

4,130万円、ちょっと説明が長くなったんですが、

入れようという補正予算になっているんです。 

私は、これに異議を申し上げました。こんなこ

とやっとっていのかといいことですね。昨日の建

設水道委員会では、総務と協議して、こうした一

般財源の充当については土地を一般財源に買って

一般会計で買っていただいて普通財産に置き変え

ることによって財源の置きかえをやろうじゃない

かと、こういうふうに総務と話ができているとい

う趣旨の答弁がありましたが、そこはよろしいで

すか。ずくずくでそういうことをやってほしくな

いんですよ、私はね。そこはきちっと会計処理上

明確な形で対忚できるのかどうか明らかにしてほ

しいと思いますが、いかがでしょうか。 

○総務部長 

本会議でもございまして、その件につきまして、

都市整備部の方で答弁をさせていただきましたけ

れども、内部的にごちゃごちゃしとるわけじゃご

ざいませんけれども、私は、都市計画施設整備基

金という特定目的基金、いわゆるその内容からす
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ると、本来は現金で行っていくというのが基本の

スタンスだと思っております。したがって、事業

の形態上、土地に一定の事業上でこれが土地に変

わるけれども現実的には最終の終わっていくとき

にはそれが現金に振りかわって事業費に充当され

るんだというのが基本のスタンスだと思うんです

が、その事業の中で、委員の御指摘のように、８

億円並びに５億円という話がありましたが、そこ

ら辺はもう尐し土地をむやみやたらに買って、そ

れが普通財産の切りかわってきたら基本的には普

通財産でも売却できないものを塩漬けとして扱っ

ていくということになりますので、ちょっと大変

なものをお預かりしてくという中身になるんです

が、が、しかし、それは事業の中でどうしても５

億円とかそういうものが出てくる場合は、それが

普通財産の中できちっとこれがこれに変わってき

ておるんだというものを明確にしながら、また今

後、都市整備基金そこで買われる場合には、何ら

かの形で総務としてもこれはどういう理由なんだ

ということをしっかり見きわめてやっていくこと

が大事だというふうに思っております。 

したがって、長くなりましたけれども、財源的

にですね、今こういう状況だと財源的に最後の３

月のときに出てきた場合は、できるだけ本来の趣

旨に沿って都市計画施設整備基金の方に戻して基

金と起債で連立事業をやっていくという形に都市

計画施設整備基金内の売却が非常に難しい土地を

処理していきたいと、このように考えております。 

○高橋委員 

私、本会議でも申し上げたんですが、鉄道高架

のために長年の市税を貯金してきたんだよね。基

金として積み上げてきた。その基金の一部を鉄道

高架のために用地が必要だからということで、こ

の基金を使って用地を買ってきた。必要な用地は

もちろん買わなきゃいかんけれども、付随する用

地があって、それが鉄道が高架されるまでその土

地が売れないということになって、結局鉄道のた

めに積んできたお金を土地に変えたけども、その

土地が売れないために鉄道資金にそのお金が充当

できないというこういう極めて自己矛盾に今、陥

っとるんだね。それをしかも役所の中では、牽制

をされたのかどうかしらんけども、それがごく当

たり前に続いていったと。その結果、８億円の土

地に変わった基金があり、そのうち５億円は、も

うはっきり鉄道高架が上がっても上がるまでは売

れないということがわかった。 

今回の補正予算でもね、公共用地を取得された。

3,500万円で取得されたけども、基金を使ってね。

これも高架が上がるまでは売れないということに

なった。またこれも新たに買ってござるわけだわ。

こういうことが続いていくとどういうことが起き

るかというと、結局鉄道高架のために積み立てて

きた基金が鉄道高架のために使えずに、その不足

分を一般財源、市の税金を入れて対忚するという

ことになれば、一般財源がますます厳しくなって

一般会計をおかすことになる。この関係ですね。

今回そのことを私ども明確にして、しかし、入れ

なきゃいかんお金を入れないと鉄道が前へ進んで

いかないとすれば、これ入れなきゃいかんけども、

かといって今、総務部長答弁のように、売れるか

売れんかわからんような土地を一般財源を入れて、

つまり税金を入れて買いこんで、その税を土地に

転嫁してみていかほどの値打ちがあるのかという

ことになるんだわね。そんな土地を買うというこ

とについては、逆に市民から批判があるんじゃな

いのかということなんですが、それはいたしかえ

しの話でね、かといって、その土地を名義も変え

ずに、それはいいじゃないかといって一般財源を

次々とつぎ込んでいく。4,130万円今回つぎ込む

んですよ。そんなお金を一々覚えとれへんがね、

私たちも。だけど、ずくずくと入っていくと。土

地は引き続き基金が持ったままというようなこと

えでは、極めて不明瞭きわまりない。この関係を

どうするかという私の問いかけなんですよね。こ

れどうするんですか。 

かといって５億円全部一気にやるなんてことは

困難だし、そんなことをする必要はありません。

しかし、備蓄しながら基金のための備蓄をまたや

らないかんと、一般財源で、こういう因果な話に

今なっとるわけで、しかも金融危機でますます財
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政が厳しくなる。だから、もうちょっとわかるよ

うな説明してもらえませんか。4,130万円今回そ

ういうことにするんだが、4,130万円というのは

どこの土地と置き変えるのか。そういう称号がな

いとそんなものは土地を担保に一般会計から金を

貸すと、いわば一時的に基金にね、こういうこと

になるわけでしょう、実際問題。だから、その担

保になる土地がどういうものであるかということ

をどこかで明記し、わかるように管理しておかな

かったら、そんなものはくしゃくしゃになっちゃ

うわね。かといって５億円踏み込めるのかといっ

たらノーですよね、そんなことは。 

だから、その点を地方自治体のさっき出ました

がね、最尐の経費で最大の効果をあげるというこ

の理念をも満たせるような形でどう処理するのか

ということ。これが皆さんの今、知恵の出しどこ

ろだと思うですが、方向性について明らかにして

ください。 

○総務部長 

まず、4,130万円につきましては、これは査定

の段階において、基本的に連立事業の事業費10億

円に対する市の負担金の２億5,000万円の中身が

最終的に８億2,600万になったということで、そ

の部分のいわゆる２億650万円、そのうちの80％

が市債なんだと。その裏が、いわゆる基金の落と

し込みと、これが原則的な増でありました。 

その部分について、前の9,000万円という話も

ありまして、私もそれを是正をさせていただきま

したが、今回はそういった中身を踏まえて認識を

されているよねと、大丈夫なんだね、こちらに地

代に振りかえてと、この議論でやったわけでござ

いますが、論旨であります土地の問題については、

やはり今後は処理の仕方というものも本会議の中

で土地開発基金というようなお話もございました

が、もう尐し内部で調整をしていきたいと思って

おりますが、尐なくとも連立にかかわって連立の

事業で土地が振りかわって、そして、それは後に

は処理されていくという以外の附属部分について

は、できるだけ精査をしていかざるを得んなとい

う思いであります。もう尐しお時間をいただきた

いと思いますが、基本的には、そういった財産が

余剰の中で何らかの形で一般会計で買ってあげて

事業費という形に戻してくと、こういう形を考え

ていかざるを得んではないかなというように思っ

ております。 

○高橋委員 

建設水道委員会ではね、非常に不合理な歳出な

んだけども、そういう対忚を一般財源、一般会計

でやろうということをよしとして一忚賛成したん

だわね、その4,130万円についてね。極めて変則

的なんだけど。だから、 

これはひとつ会計の処理としてよくわかるよう

な内容にしておいていただかないと、これはくし

ゃくしゃになっちゃう可能性がある。どこの土地

だったかなと。買った原価と売却原価の間に差が

できたときには、ますますこれくしゃくしゃにな

っちゃう。ちょっと複雑で厳しい処理なんだけど

ね、これはぜひきちっとしておいていただくとい

うことを大前提にしたいと思うんですよね。 

こういう形で早くも鉄道のこの売却できない用

地の一般財源化の置きかえが始まっているわけで、

駅周辺では49億円入れるんですよ、一般財源は。

最終的に50億円入れるんですよ、駅周辺は、一般

財源を。これから佳境に入りますがね。今まで補

助裏のついた一般財源入ったけども、ますます佳

境になる。こういうふうに思うんでね、ぜひ明確

にしていただいて、また議会の方にひとつきちっ

と御説明いただかないと困りますので、いつごろ

までにこれ明確にしてはっきりされて御報告いた

だけますか。 

○総務部長 

連立に伴いましてそういった土地については、

一度基金で持っている土地の未処分となる土地、

そういったものをきちっと精査をして、その部分

がこれだけあると。これを順次、例えば一般会計

の普通財産で買っていったときには、その一般会

計の中の普通財産の中での色分けをしてきちっと

その処理がどう行われているという形を今後引き

続いてやっていきたいと思っております。 

また、駅周絡みで申しますと、委員おっしゃい
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ましたけども、全体事業費が192億円ということ

で一般財源も多くの60億円余りが出ていくわけで

すけども、これからの一般財源という大きな事業

になりますので、そこら辺も十分今後の事業の中

身の中で土地の問題はしっかり管理していきたい

と思っております。 

○高橋委員 

ぜひそういうことでね、嫌な方向の議論なんだ

わね、これ。どっちにしても、心が晴れないんだ

わね。そういう点では、大きな課題を財政的に突

きつけられたということをお互いの実感にしたい

というふうに思うんですね。 

85ページ、文化会館の中にできました茶室につ

いてお尋ねをしたいと思います。 

ここに茶室の完成記念茶会委託料、減額の４万

3,000円というのがあるんですが、この中身を含

めて説明してもらえませんか。 

○生涯学習課長 

当初、文化協会の方に記念茶会ということで２

日間ほどお願いしとったんですけども、１日目は

記念式典やって、その後に市民の方に来ていただ

いてお茶を振るまいました。それで、２日目につ

きましては、内覧会という形で皆さんに見ていた

だこうということで、見ていただく形でやりまし

たので、その２日目の分については文化協会の方

にも委託分がやりませんでしたので、その分が減

ったということでございます。 

○高橋委員 

鳴り物入りで茶室ができましてね、オープンし

てるんですが、今回で記念茶会が今おっしゃるよ

うに２日間だけども１日で減額になったと。この

茶室を使われる市民の方々の感想や反忚はつかん

でみえますか。 

○生涯学習課長 

直接は聞いておりませんけども、茶室の利用率

等はわかっておりますので、それをお示しして、

こんなぐあいに使っとるぞということだけはいえ

ると思いますけども。 

茶室の稼働率ですけども、日にち稼働でいきま

すと、11月が54％、12月が35％、１月が69％とい

うふうになっております。区分稼働ということで

午前、午後、夜間というような形で区分をしてき

ますと、11月が24％、12月が21％、１月が41％と

いうふうなパーセンテージになっております。 

○高橋委員 

これは中央公民館の茶室のときと比べて利用率

はどうですか。 

○生涯学習課長 

当時の中央公民館の茶室の場合は、30％から

40％だというふうに記憶しておりますけども、ほ

ぼ同じかそれ以上だとは思っておりますけども。 

以上でございます。 

○高橋委員 

中央公民館の茶室とほぼ同じかそれ以上使われ

てると、新しい茶室が、そういう答弁ですか。 

○生涯学習課長 

この区分のリストを見ますと、11月34％、12月

ちょっと下がりましたが21％、１月が41％という

ふうに、これは中央公民館との区分の表示の仕方

と同じレベルでありましたので、まだ３カ月しか

パーセンテージとっておりませんけども、12月は

ちょっと低かったですけども、ほぼ一緒かなとい

うぐらいは今、思っております。 

○高橋委員 

だから中央公民館のときの区分の利用率を言っ

てくだされば、それは私たちで判断しますがね。

中央公民館のときの茶室の区分の利用率はどうい

うふうですか。 

○生涯学習課長 

ちょっと今、平成19年度の資料を持っておりま

せんので、今ここで何％だというのはちょっと。

記憶の中では30％だというふうには思っておりま

した。 

○高橋委員 

所管の課長としては、かなりの議論があって、

中央公民館残した方がいいじゃないかと。何で新

しいところに茶室つくるんだというような議論が

あって、しかし、賛成多数で向こうへいきました

がね、茶室が。その茶室が、どの程度の利用率だ

ったのかというのは説明していただきましたが、
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中央公民館の茶室と比べてどうなのかということ

は、あなた一番大事な所管の課長としてね、一番

大事なポイントではないかというぐあいに思うん

ですよね。それいろいろあなた総括することも大

事だけども、我々議会に利用率はかくのごときで

ございますと。したがって、新しい茶室は市民に

極めて広く受け入れられて、茶室をつくった効果

は抜群でございますと、本来こうやらないかんと

こじゃないですか。 

ところが、残念ながら中央公民館の朝、昼、晩

の区分の利用率を今持っていらっしゃらないと。

大体とんとんかちょこっといいじゃないですかと

いうレベルの話では、これは別にあなたを責める

つもりはないけども、行政評価なり、鳴り物入り

でつくったんだから、それぐらいの思慮はお持ち

になって、議会で明確にするということが大事な

お仕事ではないかというふうにちょっと申し上げ

ておきます。やらしい話して申しわけないけどね。 

それでね、今のお話だと、とんとんかちょこっ

といいぞという話なんだが、新しくできてとんと

んかちょこっといいというレベルではね、これは

いかがですか。中央公民館の茶室はかなり古かっ

た、暗かった、使いにくかったというのが向こう

へいく理由だったでしょう。古くて暗くて使いに

くい。今度は明るくて新しくて使いやすいという

キャッチフレーズやったけども、利用率は伸びて

ないということになれば、これはそれなりの総括

というかね、今後どうやって利用率上げるかと。

ことしはまた八橋もつくるじゃないですか、耐震

補強入れて。あのかきつばたの中の茶室ね。茶室

いいですよ。文化の一つの水準として茶室たくさ

んつくられるのはいいけども、一体全体、市民の

ニーズと納得と財源との関係でよかったのかとい

うことはね、やっぱりきちっと評価しておかなけ

ればいけないと思うんですね。市民の反忚は聞い

てみえませんか、新しい茶室の。 

○生涯学習課長 

直接文化会館におれば聞くこともできますし、

ちょっとこちらにおりませんので、聞いてません。 

○高橋委員 

文化会館は指定管理者でね、会館の管理をして

いくもんだから、あなたはちょっとわからんかも

しれんけど、私の聞いてる範囲ではね、中央公民

館の方が使い勝手がよかったなという声が大分あ

るんですよ。教育部長、昔あそこで、明るいとこ

ろで非常にすばらしいと言ったけど、茶室が明る

ければいいというもんじゃないですよ。ロケーシ

ョンは民家が見えておってね、どうなんだと一体

全体ということを考えますと、この施策は既にで

きちゃったわけだから、それについて後悔云々と

いうことだけでは議論としてまずいわけですが、

やはりこれはせっかくつくられてんたから、そう

いう状況ならもっと利用率を上げていただくよう

な努力をね、投資したものがちゃんと市民にきち

っと使われて、いろいろあったけども、それはそ

れなりに役割を果たしてるという流れをつくられ

ないと、これは調子が悪いんじゃないかと思うん

ですね。 

林市長、この茶室の利用について、あなた何か

聞いてみえたり、いよいよ市長になられたんだか

ら、この茶室についての所見なりどうなんですか。 

○林市長 

このパティオの茶室については、いろいろな議

論の中でこうしてつくられたわけでございます。

そういった中で、私このパティオの茶室、実際こ

こで飲んだことはないんですけれども、足を運ん

だことはあるんですが、そうした中で、利用率等

は詳しくは知らないんですけれども、しかしなが

ら、つくられたわけでございまして、このパティ

オについては文化会館ということで、文化のここ

から発信をさせていただくわけでございます。ぜ

ひともこのパティオの茶室が皆さん方に知ってい

ただいて、多くの方がここで茶をたしなんでいた

だけるようなＰＲをどんどんとしてまいりたいな

と、そんなふうに思っております。 

○高橋委員 

ＰＲはいいけどね、あなた選挙中は、いわば行

政のむだの典型のように茶室をえがかれましてね、

こんな茶室でいいのかと。これからお金がかかる

のにという、こういう切り口。それは私たちも茶
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室は反対しましたからね、その切り口については

同感できるんだけれども、その切り口で、しかし、

茶室はできたと、あなたは市長になったというこ

とですから、卖にＰＲをするというだけじゃなく

て、茶室のあり方を含めてもう尐し深めた論議が

そこには必要ではないか。それはあることは、で

きたことは事実なんだからね、これは今から壊す

というわけにいきませんので、もう尐し深めた議

論が、卖にＰＲしますというだけじゃなくて深め

た議論、茶室の使い道を含めた深めた議論がやっ

ぱり開陳されないといけないような気がいたしま

す。どうでしょうか。 

○林市長 

このパティオのＰＲというと、いかにも軽々し

く思うわけでございます。しかしながら、この茶

室、やはり今、高橋委員御指摘いただきました。

例えば子供たちに茶をもっと親しんでいただける

ようにあそこで茶の活動というかですね、そうい

ったことをやっていただけるようにもっていくと

か、積極的にこの茶の文化を発信していくと申し

ますか、そんなことにも考えてみたいなという思

いはあります。 

いずれにしましても、やはりこの茶室があると

いうことで、これをむだにしないためにも稼働率、

今御披瀝させていただきました54％ですね、11月

等々あるわけでございます。数字的にはこれを伸

ばしていくということを目的に、また、この西尾

が茶において有名であるわけでございますけれど

も、例えば売茶流では知立が発祥というか、結構

有名であるわけでございますから、あそこは抹茶

が今あれなんですけれども、やはり茶というもの

をせっかくでございますから広めていく。先ほど

生涯学習という視点もあったわけでございます。

この生涯学習の中の大きな位置づけの一つにこの

茶というものを取り上げていく、そんな前向きな

姿勢もこれから必要ではないかというふうに思っ

ております。 

○高橋委員 

生涯学習課長ね、中央公民館の茶室のところの

利用率を一度紙に書いてお出しいただきたい。 

売茶もいいけども、抹茶とは違うんですよ、あ

れはね。お茶には間違いないけども、抹茶ではな

いわけだから、そこはひとつごちゃごちゃにしな

いようにしていただいた方がいいんじゃないかと。 

もう一つ伺いますが、81ページ、小学校学校管

理費の配膳室工事費２万7,000円の減額、説明し

てくださいませんか。 

○教育庶務課長 

 配膳室の工事費２万7,000円の減額につきまし

ては、当初予算で配膳室工事費という名称になっ

ておりますが、名称が悪くて申しわけないんです

が、配膳室と職員等の改修工事ということで予算

を当初1,000万円計上させていただきました。 

 单小学校につきましては、建築後増築を２回繰

り返しておりまして、職員室、配膳室が市内で一

番狭いというか手狭になっておりますので、今回

この1,000万円のうちの約120万円ほどですが、配

膳室の改修ということに当てさせていただきまし

た。 

 面積を29平方メートル従来ありましたが、拡大

しまして、45平方メートルということでやらさせ

ていただいた予算と室内改修も含めました入札差

益の結果を減額させていただいた次第であります。

よろしくお願いいたします。 

○高橋委員 

 单小学校の配膳室を29平方メートルの広さを45

平方メートルにしたと。120万円の予算だったと

今度それが減額になったということですか、２万

7,000円。ということは117万3,000円使って配膳

室を29平方メートルから45平方メートルに改修し

たと、こういう意味ですか。 

○教育庶務課長 

 先ほどの配膳室120万円といいますのは、落札

金額を室内改修と配膳室と割り振った金額であり

ますので、予算につきましては120万円に２万

7,000円を足した122万7,000円が120万円というこ

とで２万7,000円の減ということであります。 

○高橋委員 

 120万円かけて配膳室を広くしたということで

すね、今の話は。何で配膳室を広くする必要があ
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ったんですか。 

○教育庶務課長 

 先ほどもちょっとお話しさせていただきました

が、单小学校は建設以後、２回増築を繰り返して

おりました中で、市内で配膳室が一番手狭という

ことで、29平方メートルしかありませんでしたの

で、廊下に従来からコンテナがあふれているとい

う現状がありました。今回、平成20年度で予算を

いただきまして、職員室の拡張をあわせまして配

膳室も拡張したと、そういう原因であります。 

○高橋委員 

 それは平面的な説明そういうことなんだが、今

度の新しい給食センターとの関係があって配膳室

を変えたんじゃないですか。 

○教育庶務課長 

 きっかけにつきましては、今、高橋委員がおっ

しゃったことがあります。新しく給食センターの

中で、食器を変更していくコンテナも大きくなる

ということもありまして、昨年の中で配膳室の大

きさ等々学校の方にも調査させていただきました。

そういうこともありました。 

 ただ、それだけが原因ではなくて、先ほども申

し上げましたが、もともと従来の形でも手狭とい

うことでコンテナが廊下にあふれておりましたの

で、尐しでも衛生的な観点で収納できるようにと

いうことで拡張が学校からも出ておりましたので、

あわせてやらせていただいたということです。 

○高橋委員 

 そんな不衛生な状況なら、もっと早く直さない

かんのじゃないの。給食の配膳が配膳室に入らず

に廊下に長期に放棄されてるということですか、

現状は。そんなものは直ちに直さないかんじゃな

いですか。单小ができて昭和54年ですね、開校は。

もう25周年、30周年。そして確かに児童がふえて

るからね、その間に給食の食数もふえる、配膳の

機器もふえるということはあるにしたって、配膳

室に入らずに給食が廊下に放置されたという今、

実態になっとるということですか。いつからそう

いう実態なんですか。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

午前11時08分休憩 

――――――――――――――― 

午前11時18分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

 説明が足らずに申しわけなく思っております。 

 今、過去の状況わかる範囲で調査させていただ

きましたら、平成17年度の最終増築時に学校の方

から、配膳室が狭いということで、子供たちの数

がふえておりますので狭いということで要望があ

ったそうです。 

 ただ、その段階では、施工上のいろんな問題が

ありまして、そのまま見送りとなった経緯がある

と聞いております。 

 それから、先ほどのコンテナが廊下に出てしま

うという件につきましては、私の説明が尐し足り

ませんでしたが、配膳室にコンテナは収納が全部

可能なんですが、ダムエーターで２階、３階に運

ぶときの作業時に人が動きにくいということで一

時的に廊下へ出るということで、そういうことで

今回拡張させていただくものであります。 

平成17年度にその当時にやらなかったことにつ

きましては、担当課長としては非常に申しわけな

く思っております。よろしくお願いいたします。 

○高橋委員 

 給食の配送車が学校の配膳室に横づけになりま

すよね。单小ですと、玄関からちょっといった体

育館の角にありますよね、あそこへ配送車が入る

わけでしょう。そこで中で給食を入れるわけだが

ね。そこからエレベーターがついてまして、そこ

から各階へ配送するわけでしょう。この受け取る

現場、これが配膳室ということですか。配膳室と

おっしゃってるのは、どこにある施設を配膳室と

いうんですか。 

○教育庶務課長 

 １階の今、委員がお話のありました配送車が着

いて下ろす１階のその配膳室のことを申し上げさ

せていただいております。 
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○高橋委員 

 だから、配送車が入ってくる、シャッターがつ

いてますがね、入っているとシャッターが上がっ

て、そこで給食を受けるわけでしょう。それが配

膳室なわけだね。それが狭いと。最終平成17年度

で増築して子供がふえたので狭くなったから今回

直すんだと、こうおっしゃった。 

 それで、これは当初予算の審議のときに言うわ

ないかんわけですが、今度給食センターの食器を

強化磁器に変えるという提案がされております。

強化磁器に変えることによってかさが大きくなっ

て、今の配膳室ではますます対忚できないという

こういうことになるんじゃないですか。そのこと

は全然触れていないけども、今回、強化磁器に変

らなかったら配膳室はそのままほかっとくつもり

じゃなかったですか、どうなんですか。 

○教育庶務課長 

 その先ほどの平成17年度のときは、施工上の問

題でそのままとなったんですが、今回、強化磁器

に変わることが原因で直すということではなくて、

一番最初の説明がちょっと不確かな説明をさせて

いただいて申しわけないんですが、学校からも非

常に手狭で、さっき言った配膳人が、作業時に一

時的ではありますが廊下に出てしまうということ、

それと職員室が手狭ということもありまして、そ

ういうことを重きに受けとめて、おくれて申しわ

けない、これは担当課長として申しわけないと思

っておりますが、今回、平成20年度の中で予算を

とらせていただいたのが一番の理由であります。 

○高橋委員 

 強化磁器にすると、今の食器に比べてどれぐら

いかさがふえるんですか。 

○川合委員長 

 ここで、しばらく休憩します。 

午前11時23分休憩 

――――――――――――――― 

午前11時24分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

 今、ポリプロピレンの食器を使っておりますが、

強化磁器に変えることによりまして、コンテナそ

のものが約40台から60台ぐらい、これは全部の数

ですが、20台ぐらいふえるというふうに予定して

おります。 

 ただ、これはポリプロピレンの食器から強化磁

器にかわったということだけが原因ではなくて、

今、ランチ皿というのを使っております。おわん

は二つでランチ皿の中であえものとかそういうの

をくぼみがあるそういうランチ皿を使っておりま

す。これは犬食いの原因になりますので、もう一

つ皿をふやして、ランチ皿ではなくてトレーで３

種類の強化磁器を載せる形に考えておりますので、

そういったことで強化磁器だけの変更ではなくて、

そういったランチ皿をトレーに変えるということ

で、ひとつ皿がふえるということがあります。 

 それと、もう一つが、今、あえものをプラスチ

ックのタッパに入れて運んでおりますが、保温性

ということで問題がありますので、これを二重本

食缶、ステンレスの角型食缶に変えるということ

で新年度予算にあげさせていただいておりますの

で、そういった意味でコンテナそのものがトータ

ル的にふえるという要因もあります。御理解の方

をお願いしたいと思います。 

○高橋委員 

 いろいろおっしゃったけどね、私の聞きたいこ

とには的確に答えていただいてないんです。 

 つまりね、コンテナが40台が60台になると。

1.5倍になるわけでしょう、一般的にいうと。1.5

倍になるということになると、もし单小学校の配

膳室を29平方メートルのままにしておいたとした

ら、もうこれでも手狭でいっぱいなんだから、尐

なくとも1.5倍になるんだからね、相当はみ出し

ちゃうんじゃないですか、給食が配膳室に入れず

に。今より1.5倍になるんでしょう。だからもの

すごくはみ出しちゃうじゃないですか。そうなっ

たら、もともと手狭だとか何とかかんとかとおっ

しゃってるけども、配膳室を改善せんかったら新

しい食器に移行できないということでしょう。当

然そうなるじゃないですか。そのことを聞いてお



- 16 - 

るんだ。全く因果関係なしに、もともと狭いから

直すんだと、こうおっしゃったけども、新しい食

器になるから今の手狭な配膳室でも大変で足場が

ないためにね、ちょこっと廊下へ出す。それがか

さが1.5倍になったらだっと出ざるを得ない。そ

んな配膳室でいいのかということになるからね、

あらかじめ平成20年度の予算で直して、平成21年

のこの９月オープンに対忚したということじゃな

いですか。明確にしてください。 

○教育庶務課長 

 今、高橋委員がおっしゃられましたことも含め

まして、平成19年度の中で検討させていただきま

して、平成20年度の予算化をさせていただきまし

た。 

○高橋委員 

 だから最初からね、食器の変更によってこの配

膳室が狭くなるんだから、それが主たる要因で変

えるんだと。しかし、もともと平成17年度のとき

から狭くなってきておるということもつけ加えれ

ばいいけども、関係ありませんよとおっしゃるか

ら議論が紛糾しますがね。 

 そこで聞きたいのは、ということであれば、エ

レベーターなどは変えなくていいですか。かさが

1.5倍になると。だから今度配送車もふやされる

でしょう。来年度予算の審議だけども、配送車も

ふやされるんでしょう、今度。何台から何台にな

さるんですか。だとしたらエレベーターも大きせ

ないかんのじゃないですか。いいんですか、せん

でも。 

○教育庶務課長 

 单小学校につきましては、ダムエーターという

荷物専用の昇降機を使っております。ですから、

コンテナそのものではなくて、配膳人がコンテナ

からワゴン車の方に移しがえして２階、３階の方

に持って行っておりますので、ダムエーターその

ものを改修する必要性はないというふうに聞いて

おります。 

 配送車につきましては、現行３台で３往復で大

体行っておりますが、今度は６台、同じ３往復ぐ

らいで必要だというふうに考えております。 

○高橋委員 

 だから、私は食器を変えるなとは言ってないで

すよ。食器を変えることは別に悪いことじゃない

し、磁器にして犬食いがないように一つのランチ

皿じゃなくて個別の皿を用意すると。私たち、前、

先割れスプーンのときに批判をしてね、先割れス

プーンで食わせるとは何事だといって先割れスプ

ーンをやめていただきましたよね。で、今のよう

な形態になった。それをワンセットのランチ皿で

はなくて、個々のうつわを今回やると。で、強化

磁器にしていくと。考え方は私は否定してないん

ですが、それに伴って配送車が３台から６台にな

る。今、单小学校の配膳室の話をしてますが、配

膳室もそのことを含めて直さなければならないと

いうことなんですよ。 

 念のために聞きますが、配膳室は他の学校は

1.5倍にふえるけれども、配膳室はそのままでよ

ろしいですか。これはちょっと教えてください。 

 それから、もう一つは、单小はエレベーターが

あるけどもエレベーター使ってないというんです

か、今の答弁は。荷車に載せかえて配ってみえる

の。階段どうやって上がっていくんですか。エレ

ベーター部分は、全校10校とも今のままエレベー

ターでいいのか。かさが1.5倍になるんだから、

今のままのエレベーターじゃ効率性が悪くて問題

になるんじゃないですかということを心配しとる

んですよ。わかるように説明していただけますか。 

○教育庶務課長 

 他の学校のまず一点目の配膳室につきましては、

面積をすべて確認させていただいておりますが、

今回の変更に伴っても支障がない面積を確保して

おります。 

 それから、２点目の单小につきましては、いわ

ゆる人が載るものがエレベーターで、荷物専用が

ダムエーターになります。单小学校はダムエータ

ー、荷物専用ですので、コンテナからワゴン車に

移しかえて２階、３階ということで、これは問題

はありません。他の学校につきましては、エレベ

ーターの学校とダムエーターの学校がありますが、

エレベーターの学校につきましては、コンテナを
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そのまま大きくなりますが、今のエレベーターの

大きさの中で全部収納できることは確認しており

ます。 

 以上であります。 

○高橋委員 

 そうすると、いわば昇降機ね、ダムエーターと

いうのとエレベーターと二つあるとおっしゃるか

ら、いわば昇降機、上へ上げるやつ。配膳室がへ

車が来ます、配送車が。そこから２階、３階、４

階と上げなきゃいかんわけでしょう。他の学校は

人も載っちゃうと、一緒にということですか、今

の説明は。人も載って給食食材も乗ってくると、

御飯がね、あるいはお汁が乗ってくると。そして、

必要な階で降りて、それはワゴン車で引っ張って

くるんですか。 

单小は人は乗れないと。だから物だけ運んでお

いて、その階になったら人がそこへ待とって配膳

へ車でやるということですか。それぞれそういう

機能だけども、昇降機のスペースは十分余裕があ

るので、1.5倍のかさがふえても対忚できると。

それは対忚できるんでしょう。何回かやれば。時

間的に頻度がふえたり、乗せかえの作業がかかっ

たり、そういうことはありませんか。食器がかわ

ったためにかさがふえて、結果的に配膳に時間が

かかるというようなことはないですか。コンテナ

そのものは新しくしなくていいですか、どうです

かそのあたり。 

○教育庶務課長 

落ちがあったらまた指摘をお願いしたいと思う

んですが、先ほどのダムエーターとエレベーター

の学校によって違いがありますが、エレベーター

のところにつきましては、先ほどお話ししました

ように、1.5倍というのがコンテナの台数がふえ

るということで、コンテナの大きさそのものは

1.5倍まで大きくなりません。ただ、正確には把

握しておりませんので、申しわけありません。 

ダムエーターのところについては、ワゴンで行

く回数がふえるじゃないかという御指摘が今あっ

たと思うんですが、一忚学校の方を現場調べさせ

ていただきまして、ダムエーターに載る形でのワ

ゴン車の修繕ということで、修繕料を取らさせて

いただいて、新しい食器が従来どおり乗るような

格好でワゴン車を修繕をして対忚したいと思いま

すので、同じワゴン車を使って回数がふえて作業

性が悪くなるということはないように対忚を考え

ております。 

以上であります。 

○高橋委員 

 コンテナの大きさは変わらないとおっしゃいま

したね、今。コンテナの大きさが変わらないとい

うことは、コンテナの数がふえると、結果的にね、

1.5倍になると。そうすると、今まではコンテナ

の大きさは変わらないけども、一回で運んでいた

上っていたものが、２回、３回と分けないと上が

らないという事態が生まれるんじゃないかという

ことを心配しているんですよね。要するに、作業

性が悪くなり、だからお汁が結果的に冷めると、

そういう工程ではということにつながるその可能

性と実態について伺っとるわけで、全く作業工程

も回数も現状のまま十分やれると、ワゴン車を尐

し修繕すればということなんですか。 

○教育庶務課長 

 私の説明が不適格だったかもわかりませんが、

コンテナの大きさにつきましては、高さが尐し大

きくなります。全く一緒ではありません。新しい

コンテナの大きさは把握しておりますが、ちょっ

と前の大きさが正確に把握しておりません。若干

大きさが高くなるということは承知しております。 

 ただ、エレベーターにつきましても、それで収

納ができるということは現場で確認しております

ので、支障はないというふうに聞いております。 

○高橋委員 

 コンテナがエレベーターに入らないなんてこと

は全然問題ならんじゃないですか。コンテナが立

ちが高くなると。その立ちの高くなったこのコン

テナがエレベーターに入らないと、こんなことに

なったら全然あきませんがね。 

 だから、入るけども40台が60台になるんでしょ

う。だから配送車を３台から６台にされるんでし

ょう。だとしたら入ってくるコンテナの数がふえ
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るんでしょう。そしたら一つのコンテナへエレベ

ーターやダムエーターに入るかも知れんけど、か

さがふえれば回数をふやさないかんということに

なるでしょう。結局そんなことをやれば冷めたり、

そそうが起きたり、そういう事故のもとになるこ

とも可能性あるんじゃないですか。そういうこと

を聞いておるんですよ。食器を変えられることは

結構だけども、それによって学校施設現行のまま

使った場合には作業効率が悪くなって、給食事務

が煩雑になるんじゃないかと、そのことは一切な

いということでいいですか。なるでしょう、これ、

今の答弁でしたら。 

○教育庶務課長 

 ダムエーターに乗せ変えるワゴン車につきまし

ては、従来の数が乗れるようにワゴン車を改修し

ていこうと思っておりますので、時間が長くかか

るかどうかというのはないように一忚考えており

ますが、そこでどの程度というのはまだ細かい時

間はわかりません。 

 ただ、今お話しましたように、ワゴン車も改修

してダムエーターに使っているコンテナにつきま

しても乗れることは確認しておりますので、特段

に大きく時間が延びるということはないというふ

うに現場で全部採寸もしておりますので、そのよ

うに確認はさせていただいております。 

○高橋委員 

 それはね、もうちょっと論理的に私たちにわか

るように説明してくださいよ。エレベーターの体

積はどんだけあるんですか。エレベーターかダム

エーターにか知りませんが、体積はどんだけあっ

て、今度のコンテナは体積的にどうなるのか、 

それから、学校によっては、今でも１回で運べ

ないから２回、３回に分けて運んでおるのか、そ

れが同じ工程できちっと運べるのかどうかいうこ

とを全部きちっと当たって御報告くださいよ。や

ってみたら違っとったと。２回、３回運ばなやれ

んということになったら、これはその時点で問題

が起きるんじゃないですか。 

私は、改めてきちっと答弁してもらいたい。エ

レベーター設置の学校とダムエーター設置の学校、

それぞれ明らかにしてください。 

それから、ダムエーターの学校についてはワゴ

ン車を修繕するというけども、何台のワゴン車が

修繕されるのか、修繕の費用にどれだけかかるの

か。 

それから、コンテナについては高さが尐し大き

くなるとおっしゃるけれども、コンテナは変更さ

れると、したがって。コンテナは何台変更されて、

その経費は幾らかかるのか、この点、明らかにし

てください。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時42分休憩 

――――――――――――――― 

午前11時44分再開 

○川合委員長 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

まず、エレベーターとダムエーターの学校の内

訳であります。 

まず、エレベーターにつきましては、中学校３

校はすべてエレベーターになっております。小学

校につきましては、八ツ田小学校のみエレベータ

ーということで、他はダムエーター、荷物専用の

昇降機になっております。 

それから、ワゴン車の修繕につきましては、

112万1,000円ということで予算を計上させていた

だいております。修理の数といたしましては、小

学校分ということで46台のワゴン車の修繕という

ふうに計上させていただいております。よろしく

お願いいたします。 

コンテナにつきましては、現在の40台を60台に

すべて変更ということで対忚しております。金額

につきましては、1,990万円余ということで当初

予算で計上させていただいております。コンテナ

の金額です。 

○高橋委員 

これは給食センター費に計上されとるんですか、

今おっしゃった総額は。学校ですか。 

○教育庶務課長 
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先ほどのワゴン車の修繕につきましては、学校

の方の管理費の方で計上させていただいておりま

す。 

それから、コンテナの買いかえにつきましては、

給食センターの方の備品購入費で計上させていた

だいております。 

○高橋委員 

予算的には、これちょっと申しわけない。当初

予算に入っちゃっとって申しわけないですが、予

算的にはワゴン車、46台分112万1,000円、修繕費。

これは学校管理費で計上と。コンテナが新たに60

台1,990万円合わせて2,000万円余と、こういうこ

とになりましたね、今の答弁で。 

それで、作業的には全く現在と変わらないと。

それは確認していいですか。 

○教育庶務課長 

変わらないということを想定した形で修繕なり

そういう対忚、エレベーター、ダムエーターの採

寸もしております。 

以上です、 

○高橋委員 

想定したというのは、作業効率が思うようにい

っておらんぞと、修繕してみたけどということも

可能性として残っていると。断固ありませんと、

そういうことは。よういうふうに予算立てがして

ありますので、2,000万円でということなのか、

いや、やってみないとわからない要素が一部残っ

ているという意味合いを込めていらっしゃるのか、

その点、ひとつ改めて答弁を求めます。 

○教育庶務課長 

ないというふうに思っております。そういうふ

うに考えて、このような予算を要求させていただ

いております。それで、あと８月に稼働する前に

一回実習という形で、これはセンターだけじゃな

くて学校の方も具体的な形で検証する予定で考え

ております。 

○高橋委員 

コンテナというのは立ちが高くなるだけですか。

体積という言い方はずくずくだもんでね、体積と

いう言い方はおかしいけども、コンテナの体積と

いうのは立ちが高くなって尐々ふえるだけですか。

尐々ふえるだけなら配送車を６台もふやす必要な

いじゃないですか。相当ふえるからこそ６台にす

るんでしょう。コンテナの体積は、従前と新しい

この既製のコンテナでどれだけ違うんですか。 

○教育庶務課長 

新しいコンテナにつきましては把握しておりま

すが、今、資料として中の大きさ、若干立ちが高

くなるということをお話しましたが、当然体積も

ふえるということは承知しておりますが、現状な

コンテナの正確な体積を、ちょっと今この場では

把握しておりません。 

○高橋委員 

だったら何でコンテナを３台を６台にせないか

んの。立ちが尐々高くなる、その立ちが高くなっ

たために配送車の後ろから入れるときに、例えば

２段入れとったやつが１段しか入れへんと。仮に

５センチずつ、立ちが５センチ高くなって２段入

れておれば10センチだと。10センチだとぶち当た

っちゃうので一つしか入らんと。だから、二つに

入れとったやつを一つにせないかんので３を６に

するというぐらいのこのは配送力を大幅に変えた

わけでしょう。倍にしたわけでしょう、配送力を。

倍にしといてエレベーターやダムエーターのは現

状のままで結構ですと。作業効率も変わりません

なんていう理屈が何で通るんですか。エレベータ

ーだって箱の中だし、配送車だって箱の中に入れ

ていくんでしょう。同じ箱が片方が倍にし、片方

は箱は倍にせんだってやれるなんていう理屈は何

で通るんですか。 

○教育庶務課長 

先ほどお話しましたように、体積はふえるとい

うことですが、今、資料としては正確な資料は持

っておりません。 

ただ、コンテナが従来のコンテナ、今現状使っ

ているコンテナは、一つのコンテナで６クラス分、

これは食器だけじゃなくて食缶すべてのものを入

れて６クラス分収納できますが、今度の新しいコ

ンテナにつきましては、４クラス分の収納になり

ますので、結果として前にお話しましたように、
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コンテナを大きくするのも限度がありますので、

40台から60台にコンテナがふえるという結果とし

て、配送車も２時間以内の給食ということを考え

ておりますと、ふえるということで計算しており

ます。 

○高橋委員 

だから６クラス分のコンテナが４クラス分しか

乗せれんとなったら２クラスははみ出るわけだか

ら、コンテナは配送車でも乗るし、エレベーター

にも乗るんでしょう。同じ箱の中に入れるんだわ。

エレベーターだけは従来と同じ量が入るなんてい

う理屈がどこで成り立つんですか。 

だからエレベーターも体積を大きくするという

ことになるんじゃないですか、やがて。今と同じ

作業効率でやろうと思ったら、４クラスほどしか

乗らないんだから６クラス分、２クラス足らなく

なっちゃうんじゃないですか。だからもう一回と

いうことに、ワゴン車をもう一回そこへ持ってい

ってぐるぐるやらないかんでしょうということに

なるんじゃないの、今の話聞いておると。私よく

わからんから聞いておるんですがね。だからきち

っと説明してくださいよ。エレベーターも体積は

なぶらんでもいいのかどうか。現状のまま作業効

率はイコールでやれるのかどうか。そんないいか

げんなことで理解できないじゃないですか。体積

もきちっとはっきりさせて答弁してくださいよ。 

○教育庶務課長 

エレベーターの体積等につきましては、しばら

くお時間をいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○川合委員長 

 ここで午後１時まで休憩いたします。 

午前11時54分休憩 

――――――――――――――― 

午後１時03分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

ダムエーターとエレベーターそれぞれの容積と

いうお話がありました。具体的にいいますと、知

立小学校が1.068立方メートル、猿渡小学校が

1.888立方メートル、来迎寺小学校が1.225立方メ

ートル、東小学校が2.221立方メートル、西小学

校が4.59立方メートル、八ツ田小学校が5.475立

方メートル、单小学校が2.805立方メートル、知

立中学校が3.825立方メートル、竜北中学校が

7.074立方メートル、单中学校が2.954立方メート

ルということになります。 

西小学校、八ツ田小学校、单小学校、知立小学

校につきましては、エレベーターとダムエーター

の違いがありますが、すべてコンテナで現状も今

後の新しいコンテナにつきましても１階から３階

まではすべてコンテナで対忚が可能という格好で

事前調査をしております。あとの学校につきまし

ては、２階、３階の学校につきましては、コンテ

ナからワゴン車に移しかえた形でやっております。 

 委員から御指摘のありました配送車が学校へ着

いてから、これにつきましては、コンテナですべ

て各階を送っているところにつきましては、御指

摘のように、コンテナがふえた分だけその移動時

間というか、時間は若干ふえると思います。 

それから、他のダムエーターで２階、３階へ移

しかえているところも若干時間がふえるものと思

います。変わらないということはないかなと思っ

ております。 

具体的な時間につきましては、予想が難しいと

ころでありますので、また８月の実施の中で、私

の方も学校で立ち会いしながら、今言った形態の

違いがありますが、検証していきたいと思います。 

ただ、３台から６台ふやしましたので、学校に

到着する時間は従来と同様でありますので、あと、

学校での配膳がエレベーターとコンテナとワゴン

車に移しかえの違いがありますが、若干時間はふ

えると思いますが、よく検証したいと思います。 

○高橋委員 

午前中と事実上答弁が変わったということやね。 

○教育庶務課長 

午前中の方は変わらないと思いますというよう

な発言をさせていただきましたが、コンテナがふ

えることによって学校での配膳に若干時間はかか
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るというふうに答弁変わりました。 

○高橋委員 

今はエレベーターの容積を紹介してもらいまし

たね。コンテナの容積は述べられんかったと思う

んですが、エレベーターの容積を言われました。 

例えば知小が1.6立方メートル、竜北が7.047立

方メートル、1.188というのもあったんですね。

つまり２立方メートルのものから７立方メートル、

５立方メートルぐらいのものまで色とりどりでし

た、今ね。小さいところはエレベーターも取っ変

えるかという議論に発展していくんですか、今後

は。 

○教育庶務課長 

今お話のあった知立小学校、それから猿渡小学

校、来迎寺小学校、東小学校につきましては、現

在２階以上につきましては、現状のワゴン車でや

っております。今の将来エレベーターにという質

問があったわけですが、これそのもの躯体の一部

になっておりますので、この状況の中で８月に一

回検証したいと思っております。ワゴン車も若干

改修して、従来どおりの数が載る形でこのダムエ

ーターに載るということは先ほど確認させていた

だきましたので、あとは、実際数がトータル的に

ふえた部分は確かに否めないと思いますので、８

月の事前の実証の中でよく検証したいと思ってお

ります。 

○高橋委員 

私、ちょっとよくわからんけども、ワゴン車に

載せて運んでいるところとエレベーターに載せて

運んでいるところとおっしゃるけども、私、ほん

と教えてもらいたいんだわ。給食をどうやって配

っとるかということだね、給食のおかずやお汁を。

单小でいうと配膳室のところへ車が入るわけでし

ょう。そこに配膳室があって、そこにエレベータ

ーというか昇降機があるわけだわ、人が乗れるか

どうかはともかくとして。单小の場合は、そこに

２階、３階でそれぞれクラスがあるもんだから乗

せていくわけでしょう。さあ今から２階に行きな

さいと。次の荷は３階ですといって乗せていくわ

け。そこはワゴン車が乗せてあるわけ。で、着く

でしょう、２階なら２階、３階なら３階に着く。

ワゴン車を今度はひっぱりに来る人がいるんです

か。あるいは、そこへ子供がおけ持って取りに行

くんですか。どういうふうになっておるの。それ

がわからんもんで、説明聞いてもワゴン車の場合

とエレベーターの場合があるとおっしゃるけども、

階段なんか持って上がれへんわけだから、みんな

昇降機でやるんでしょう。横にずっと広がっとる

もんで、ワゴン車で持っていって部屋の前へ置く

ておくんじゃなの、教室の前へ。だからワゴン車

は人が乗っても乗らんでも全部要るんじゃないの。

ちょっとそこら辺のやり方がわからへんもんで、

さっぱり答弁が理解できない。 

○教育庶務課長 

方法はいろいろ学校によって形態がありますが、

例えば单小の場合ですと、ダムエーターでありま

すが、容量があるということで、現状もコンテナ

で２階も３開も全部配送というですかね、上げ下

ろししております。子供たちがコンテナの方へ来

て教室の前に配膳台という重ねてあるテーブルが

あります。そこに一たん置いて対忚すると。だか

ら各階にすべてコンテナが、单小はダムエーター

ですが、大きさ的に乗りますので、コンテナで行

ってそこへ子供たちが取りに来て対忚ということ

で聞いてます。 

○高橋委員 

ワゴン車の場合は。 

○教育庶務課長 

例えば八ツ田小学校の場合ですと、コンテナで

ダムエーターでここもコンテナが入りますので、

各階へ上げておりますが、各フロアから配膳人が

再度ワゴン車に移して、そのワゴン車に対して子

供たちが取りに来ると。学校によってちょっとパ

ターンが同じコンテナが２階、３階へいくでも学

校の今までやり方もありまして、コンテナの方へ

子供が直接それぞれの階へ取りに来る場合と、一

たん配膳人がワゴン車に移してそこへ取りに来る

というケースの二通りあります。 

以上です。 

○高橋委員 
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ちょっとよくわからんけども、エレベーターか

ら降りたって長い廊下に沿って教室があるわけだ

から、廊下を調理された給食がいくわけでしょう。

そのときに、ワゴン車でそのまま教室の前へ行く

のか、あるいは病院のように配膳のようなものが

あって、それが迎えに来て教室の前へ行くのかと

いう違いだということですか。それはそこまでや

っとると切りがないけども、よくまだ理解できな

い、私は。 

要するに、このエレベーターやらダムエーター

の容積が違うので、１階でやっていたところを２

階にしなきゃいかんということが生まれるという

ことをおっしゃった。これはいいことじゃないん

だよね、教育長。冷える方向へ転化しとるわけだ

からいい話じゃない。荷を降ろしたり返したりす

るうちにトラブルや事故もあるだろうし、そうい

うことは給食の配膳業務としては好ましいことで

はないということは明確だと思うんですね。この

ワゴン車あるなしにかかわらず。 

そういう点は教育的な配慮や議論というのがな

されてしかるべきだと私は思うんですね。確かに

強化磁器に変えるということは一つの選択かもし

れんけども学校現場で、さっきの答弁、午前中と

午後と変わったんだけど、そこまで市教委が究明

してないというようなことはいかがなものですか。

何でそこまで手のひらの上に乗せて明らかにしな

いんですか。担当者一人汗かいちゃってね、走っ

たり返したりしてみえるけども、幹部団は悠然と

してみえるけども、何でそこを幹部がつかまない

のよ。私、そこが疑問でしょうがないんだわ。あ

とは出たとこ勝負みたいな話になってる。そんな

ことでいいのかといいことですよ。ちょっと教育

長の意見聞かせてください。 

○教育長 

 子供たちの食器の変更からこういうようなこと

が発生してきたわけであります。 

 まず、食器につきましては、今の時期に変えな

くて、後で途中から変えるということは、実は給

食センターの構造を変えなければいけないという

ことで、もし食器を検討してかるえならこの時期

しかないということが一つあります。 

 そして、いろんな食器を持ってきまして、給食

センター運営委員会あるいは校長会などで実際に

見てもらいました。そして、いろんな思いという

こともあります。それからポリプロピレンは傷が

つきやすいこともあります。変色するということ

もあります。そして、どれが一番いいのかと。強

化磁器は重いということがありますけども、これ

がどうなんだと。小学校１年生が持てるのかと。

かごを小さくすれば持てるじゃないか。昔は牛乳

を運んでおったじゃないかというようないろんな

意見が出てきまして、かごを尐し小さ目にすれば

持てるじゃないか。そういうふうないろんな意見

が出てきました。 

そして、実際、食は楽しんでおいしい食事を食

べるわけですけども、やはり食べ物そのものもで

すけどやっぱり食器、見た目にもきれいな、ある

いは白で清潔感のある食器、こういうので子供た

ちが食べると、より楽しくなるのではないか。ど

んな模様がいいのかということで、かきつばたの

模様がいいじゃないかと、そういうのは特別にや

ると特注で高いと。何種類かの中で子供たちがど

の柄がいいかと、これもやってきまして、これが

いいじゃないかと、そういうことでやってきたわ

けであります。 

そうしますと、今お話ありましたように、食器

が重くなってくる、かさばるということで、当然

いろんなものが変わってくるわけであります。配

膳車も何台ふやしてく、それからコンテナも若干

大きくなってくる、そうしたことも踏まえていき

ますと、給食ができてから、できて食べるまでの

時間を今までと変わることはありませんけども、

持ってきてからそこに配膳車の仕事が若干ふえて

くる。今言われましたように、ふえればそれだけ

のトラブルも当然時間的にいえばふえてくるわけ

であります。そういうこともあるけども、それは

どうにかクリアできるのではないか。 

それから、もう一つが、チャイムが鳴って給食

の時間というときに、今度子供たちが、給食当番

が今までの数よりも若干ふえていくのではないか
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と、そういうことも踏まえていくとどうだと。そ

れをトータル的に考えてみると、やはりこの時期

に強化磁器に変えて子供たちが、より楽しく食事

ができるというようなことを考えてそうしたわけ

でありますけども、今お話しがありましたように、

それだけの量がふえておりますので、配膳人の時

間的なこと、労働的なことも若干ふえていくと、

そういう認識は持っておりますけども、子供たち

が楽しんで食事ができるようにという願いをもっ

てこうしたことを行っているわけであります。 

○高橋委員 

いいんですよ。食器を変えられることに異論を

唱えておるわけじゃないけども、その食器を変え

たことによる配膳工程が変更されて、今以上に配

膳に時間がかかると、さっきのやりとりからする

とね。そういうことも当然教育的配慮と教育的考

慮がされてしかるべきですよ。だから、食器がよ

りいいものになって、リアリティのあるものにな

ればそれに越したことはないけども、それに伴う

デメリットについて検証がきちっとされているの

かという視点でお尋ねしとるんだからね、食器が

悪いと言っておるんじゃないです。そこは間違い

ないようにしていただくと同時に、先ほど言った

私の懸念が、今の教育長の答弁でもいまいちわか

らない。あと現場で多尐工程がふえるんじゃない

かというこのパックの中に全部押し込められとい

てね、そこはもうちょっと解明があってもしかる

べきではないかというふうに思っているから繰り

返し聞いとるわけですよ。 

今ちょっとおっしゃったんであわせて聞きたい

んだけども、今度、中西の機器に変わりましたね。

中西の機器に変わったということが強化磁器の食

器でなければ使用できないと。つまり絶対条件だ

と、それは。今のやつはポリプロピレンで結構だ

けども、中西のものに変わったということは、強

化磁器の食器しかだめなんだということは共生関

係なんですか、それは。どういう関係になってお

るんですか。 

○教育庶務課長 

昨年度債務負担していただいた中の機器につき

まして、強化磁器で関連する部分につきましては、

直接影響するものは食器洗浄機が強化磁器対忚と

いう格好のものになっております。他につきまし

ては、強化磁器だからということの直接の要因は

ないというふうに思っております。 

○高橋委員 

そうすると、洗浄機が強化磁器の対忚なので、

強化磁器に食器を変えないと洗浄機が使えないと

いうことですか。 

○教育庶務課長 

現状では、一部改修すれば使えますが、昨年債

務負担で行って議会の議決もいただいた中で、製

作も入っておりまして、洗浄機は２台ですが、で

き上がっております。 

ただ、納品につきましては、当然今後、平成21

年度ということですが、強化磁器使用ということ

で食器の洗浄の部分的な部分がそういう対忚にな

っておりますので、ポリプロピレンという形の従

来のものを使おうと思うと、現状では一部変更し

ていかなければ使えないという現状になっており

ます。 

○高橋委員 

だから、洗浄機２台は必ずしも強化磁器じゃな

くてもいいということでしょう。洗浄機２台が変

わったから強化磁器に変えなきゃいかんという必

ずしも因果関係ないでしょう。何か部品、つめか

何か変えればポリプロピレン使えるでしょう。使

えないんですか。今、変更可能だとおっしゃった

じゃないですか。たまたま既にそういうふうに納

付んされてる、知立もポリプロピレンから変えま

すよと、強化磁器にというふうにおっしゃってる

から強化磁器用の洗浄機に仕様が変わっておるけ

れども、ポリプロピレンで対忚できるということ

でしょう。知立市がそういう意思を示したからそ

ういうふうに仕様が変わっただけのことでしょう。 

○教育庶務課長 

細かい話になりますが、洗浄機の強化磁器と強

化磁器以外につきましては、違いにつきましては、

つめだけじゃなくて最初に自動供給装置というの

があります。この部分の対忚が強化磁器と強化磁
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器以外が大きく変わってきております。 

それから、各食器ごとに分けていく自動整理装

置というのがあります。それも強化磁器専用の形、

私も構造上の専門的なことはよくわからない部分

がありますが、こういった部分がポリプロピレン

では使えないという形ででき上がっております。 

○高橋委員 

だから、そういう仕様を要求したからでき上が

ったんでしょう。ポリプロピレンでも使えるでし

ょう、この洗浄機は。そういう仕様にしてくれと、

強化磁器用の仕様にしれくれといったから最終的

に強化磁器に接する点がそういうふうに変わった

だけのことで、ポリプロピレンでもやれるんでし

ょう、それ。洗浄機そのものは従来の食器でやれ

るようにしてくださいといえば、そういう仕様で

納入されるんでしょう。そういうものなんでしょ

う。たまたま我が市は、強化磁器用の食器に変え

るということだからそういう仕様を発注しただけ

のことで。 

○教育庶務課長 

ポリプロピレンの食器と強化磁器の違いにつき

ましては、確かに御質問者おっしゃるように、昨

年の洗浄機の発注の中で強化磁器仕様ということ

で発注しております。 

これをポリプロピレンでも使えないかというお

話だと思いますが、４点ほどのさっき言った、最

初に浸漬層という大まかな汚れを落とすここの内

部のレーンの取りかえ、ポリプロピレンの食器で

今対忚しようという過程としますと、このレーン

を取りかえなければいけないと。それから、さっ

き言った自動整理装置も取りかえないと従来の食

器は使えませんと。供給装置等ということで、現

在のポリプロピレンの食器をそのまま使っていく

となると、約1,200万円余の手戻りの費用が発生

するということで聞いております。 

昨年の債務負担の中で強化磁器の使用というこ

とで発注しております。 

○高橋委員 

だから、自分たちはそういう道を選択されたか

らね、現在の食器が使えないような仕様で納入さ

れるわけだわ。その選択があったわけですよ、今

の話ではね。ポリプロピレンは使わないというこ

とだから、強化磁器なんということでやったから

今そういう仕様のものが入っとるわけでしょう。 

ということは、発注したそのときに既に食器が

変わるということを前提で発注されとるわけ。食

器が変わるということはコンテナが変わるという

ことを前提にしてるわけ。コンテナが変わるとい

うことは配送車が３台から６台になるということ

を前提にしてるわけ。そういうことでしょう。 

中島議員が本会議で、あなたたちの姿勢をただ

したのはそこをただしたんですよ。報告すればい

いという問題じゃない。その洗浄機を発注したと

きに、既に新しい債務の負担を前提にしていたで

すよ。ただし、食器というものの契約行為をして

いないから債務負担行為は免れたけども、その発

注をした瞬間に今ずっと朝から議論してるような

一連の負担増が前提になっておることを承知で発

注したということでしょう。そこが問題じゃない

かということを言っておるんですよ、中島議員は

本会議で。 

もう一遍聞きますが、委員長ごめんなさいね、

当初予算の方へ大分入っちゃって。またどっちみ

ち画面が変わるだけで同じことですからここでち

ょっとやらさせてもらいますが、食器を変えるこ

とに伴う負担増、食器の金額、それからさっき言

ったコンテナ、あるいは一部修正、配送車、全部

で幾ら変更になるんですか。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後１時27分休憩 

――――――――――――――― 

午後１時28分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

食器、食器かご、コンテナ、配送車の３台増、

先ほどのワゴン車の修理、これをすべて合計しま

すと6,430万円余という金額になります。 

○高橋委員 
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6,430万円余その食器の変更に伴って予算がふ

えるわけですね。そのことを洗浄機を発注した段

階でその歳出を前提にされたわけなんですよ。 

私はね、この点については、その後ぐっと財政

状況悪くなってね、所管外なんですが、西児童ク

ラブの増築も見送り、同じ教育委員会所管でね、

あるいは保育園所管では新しい保育所整備のため

の基金の5,000万円も見送り、きのうは水道の負

担金、出資金もカットされたという話になってる

わけでね、そういう点では、やっぱりもうちょっ

と慎重な対忚が必要ではないのかと、教育委員会

の皆さん方の対忚としてね。尐々出るというなら

いいけど、6,400万円新たにお金がかかる。これ

は卖年度ですよ。配送車は毎年要るんでしょう。

委託は毎年要る。食器は一遍買い込めばいい。ワ

ゴン車も食器かごもいいかもしれんけども、配送

車は毎年要りますよ。 

こういう歳出を伴う契約行為がそのときあった

わけじゃないので債務負担行為という厳密な手続

をとる必要はないにしても、説明をするとかそう

いうことじゃなくて、当然そういう負担が後年度

必要だということを財政当局にも市議会にもきち

っと御説明されて対忚すべき性格だと思うんです

が、説明されたんですか。尐なくとも市議会には

説明なかったけども、当局には説明されたんです

か、市教委として市長部局には説明されたんです

か。 

○教育部長 

 私も実施計画の算出に当たってお話を聞きまし

たので、私の時点では議会とかには報告はしてお

りません。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 だから、私的にということでね、何か時間の経

過をそこで断ち切ろうとされとるわけだけど、私

は別にあなたでなくてもいいんだよ。市教委がき

ちっと議会に、そういうこの洗浄機ですよと、こ

れは。だからまだ詳細はじいてないが、次年度は

この程度の負担がかかってきますと。だけど予想

したらもうちょっとかかっちゃったとかそれはあ

るでしょうけども、こういうふうですよと。財政

当局も当然そういうことになりますよと、平成21

年度予算はということがきちっと意思統一されて

事が進んでいるかどうかということを聞いとるわ

けです。 

○教育部長 

 意思統一といいますか、実施計画をあげまして、

今度予算査定あがりまして予算をこうやって計上

させていただきましたので、私どもは意思統一で

きとると思っております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 6,430万円、総務部局はこれ御承知だったんで

うか。当然織り込み済で実施計画に入っておると

いうんだから。 

○総務部長 

 総務部といたしましては、この件につきまして

は、まずは実施計画ありますので、実施計画で企

画部の方で採択をされて、当初予算の査定の段階

でこういった形になるということを把握いたしま

した。 

○高橋委員 

 実施計画では今6,400万円云々だけども、そこ

までの数字は掌握していないと、企画部長。具体

的に物としてこんだけかかるぞというのは予算要

求の段階、各課から積み上がってくる予算要求で

なっとるわけでしょう。6,400万円というのは結

果的にそういうことなんだけども、企画部として

食器が入れかわるよということは実施計画に入っ

ておるから承知されておる。金額的にはどうなん

ですか。 

○企画部長 

 ちょっと記憶が定かじゃございませんが、新し

い給食センターができるということで、まずいろ

んな例えば電気代ですとかそういうようなものも

ふえるという話は伺いました。それが今どれだけ

だということが記憶がございません。 

 それから、今の磁器の食器についても、それを

入れることによって今まで御説明がありました配

送車がふえるだとかワゴン車がふえるだとか、そ
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ういう話は聞きましたが、ただ、今それが幾らだ

ったのかということはちょっと記憶が定かではご

ざいません。 

○高橋委員 

 企画部長は金額は定かに覚えてないと。総務部

は予算要求の段階で初めてその数字を見たと。流

れとしてはいいじゃないかということになっとる

けども初めてみたと。 

 しかし、それは債務負担行為的大前提に立った

お金だということを考慮に入れれば、もう尐しや

っぱり各部にきちっと説明も必要だし、市議会に

も言ってもらわないかんわね、これ。こういう仕

様の洗浄機ですよということぐらいは報告されて、

次年度以降食器も変わるし、配送車も変わってき

ますよと、そういう予算取りを前提に今回中西に

発注いたしますと。発注の仕方もいろいろ問題が

ありましたね、当時。メーカー指定でいいのかと。

何かその話が中心で、洗浄機と食器のところまで

は議論が及ばなかったということはありますが、

そういう点では、私、今回の一連の食器の書きか

え、これは悪い話の方向へいっとるわけじゃない

けれども、それにしてもこれだけの金が問題にな

りね、昨今の金融危機との関係で予算切りが始ま

っている中で、本当によかったのかなと、慎重に

やるべきではなかったのかなというふうに感じて

おります。一言教育長の所見をその点で聞かせて

もらいたい。 

○教育長 

 これだけの事業であります。先ほどお話しまし

たけども、食器を変えるということだけで済む問

題ではなくて、今お話ありましたように、重くな

り、かさがふえる。そうすれば当然１台の載る量

も限られておるので配送車がたくさん要る、そう

いうことも当然予測できてくるわけであります。

そういうことを踏まえて、もう尐し説明すべきで

はなかったかということでありますけども、今、

議会の方にもその説明する機会がなかって、まず

こちらが積極的に説明すればいいわけですけども、

なかったということ、説明しなかったということ

を申しわけなく思っております。 

 また、財政当局とももう尐し緊密に連携をとり

ながらやっていくことも必要ではなかったかなと

いうことを思っております。 

○高橋委員 

 磁器に対忚した洗浄機が入ったよと。だから磁

器に変えてもらわないかんよという、お金はこれ

これだよというレベルのやりとりはあったでしょ

うけども、もう尐し高い見地で政策的な議論も含

めてしっかりやらないと、これは市民ニーズや財

政状況に合った対忚はね、市長はしきりに優先順

位、優先順位とおっしゃるけども、そんな出たと

こ勝負のような話しとってね、優先順位もへった

くれもないでしょう。十分政策的な検討があって、

それはすぐれているということがお互いに確認さ

れる中での優先順位というのならわかるけども、

出たとこ勝負のように折り曲げられる形で予算に

火がつくような形で優先順位を議論するような時

間も所作もないじゃないですかということは、ひ

とつきっちり申し上げておきたいというふうに思

います。 

 もう一つ補正予算で聞かせていただいて恐縮で

すが、お願いしたいと思いますけども、小学校、

中学校費それぞれの教育振興費の要保護、準要保

護就学援助金について、これ本会議でもありまし

た。それでね、この補正予算それぞれ当該のペー

ジを見ていただきますと、小学校で減額の171万

円ですか、中学校で減額の151万円になっておる

わけですが、減額の理由についてお示しください。 

○学校教育課長 

 こちらの方の減額ですけども、年度当初、対象

となる児童を見込んで予算を立てまして、実際の

認定された子供が尐なかったということでありま

す。 

○高橋委員 

 これ、小学校で３月補正後の合計が1,117万

6,000円ですね。1,289万2,000円当初で組まれて、

今、学校教育課長御答弁のように、やってみたら

減額をして1,117万6,000円。同じように中学校は

1,340万8,000円です。これは平成20年度の到達点

ですよ。平成21年度の予算はどういう見方をされ



- 27 - 

ているかといいますと、中学校は平成20年度の３

月補正を下回る予算1,287万円下回っておるわけ

ですよ。小学校はかろうじてとんとんですか。ち

ょっと上がってますね。こういうことなんですが、

この来年度予算とのかかわりで、この就園奨励の

支援すべき子供の数をどう見るかということにつ

いてはどうですか。 

○学校教育課長 

 対象児童につきましては、この時期１月、２月

も新規で申請があり、認められております。とい

うことで、補正予算額よりもやや下回っておると、

小学校の方あります。こちらの方もまだふえるだ

ろうということで補正もしております。 

ですから、来年度においては、補正予算額より

もやや尐なくても何とかなるだろうというところ

で予算を立てたところであります。 

○高橋委員 

 きのうテレビでね、お医者さんに行けずに、子

供がね、保健室に登校してくると。熱があるけど

お医者さんに行けれへんと。何で行けれんかとい

ったら、国民健康保険が滞納で保険証があらへん

と。保険証があれへんもんだからお医者さん行け

れへんもんで保健室へ来ると。うちへ帰って医者

へ行きなさいと言っても帰れへんし、親も迎えに

来えへんと。学校の先生がお医者さんへ連れて行

ってるというような悲惨な事態が映像になってま

した。 

 そこで問題になったのが、医療費無料化の自治

体の到達点がどうなのかと。幸い知立は中学校卒

業まで今やっていただいてて、中学校卒業までで

すから保険証がないというのはいかんけども、そ

の制度があるために優先してやってもらっとると。

これで何とか救われているということなんですが、

この準要保護、要保護、要保護は生活保護者です

からこれは全然問題ない。準要保護をどういうふ

うに対忚するかというのは、これは低所得者の人

たちをどうするかというレベルの話だけじゃなく

て、教育の機会均等、そして金融危機の中で、ほ

んとにこの子供たちが教育を受ける権利を保障す

る、そういう一つのセーフティネットとして要保

護、生活保護者以外でそういう支援の必要な人に

は準要保護制度としてやっている、そういうもの

でしょう。 

 だから学校教育課長ね、これだけの金融危機が

あって、要保護、準要保護がふえないという考え

方というのはどうかなと。もちろん掘り起こして

くれなんてこと言っておるわけじゃない。掘り起

こしてくれなんてことを言っておるわけじゃない

けども、本会議で出たように、相手側の所得まで

示してね、こんなに所得のある人はだめと、こう

やって足元をたたくようなことを一方で現実があ

ってだね、もう一方では教育の機会均等、義務教

育無償という大きな流れの中で生まれてきたこう

いう制度が、もっと光が当たって私は活用される、

要保護、準要保護だと肩身が狭いと。そんなこと

があっちゃいかんわけで、昔、給食袋の要保護、

準要保護者、赤い線か何か入っておったがね、大

昔。そんなものを渡してということでね、それは

やめになりました。今は口座振替ね。給食費を持

って来るときには格好をつけて持って来てもらう

というようなことまで含めてね、除去食と一緒で

すよ。アレルギー食の人は、お母さんが同じよう

なメニューで違うものをつくってもたせておる。

疑似食、こういうことも含めて子供たちがいじめ

られないようにいろいろ社会的配慮をされながら

やっているわけでして、そういう点で、私この予

算を見て、今の子供たちの環境がそうでなければ

いいですよ。ないのにね、何もやる必要ない。だ

けどもそういう声が客観的に問題になってくるこ

とはもう明らかだし、知立の派遣切りも進んでる

し、生活保護費は御案内のように、所管が違うけ

ども、どんとふえてますがね、一方でね。就学援

助の金が減っていく。横並び、もしくは減ってい

くということはいかがなものかなと。そこに先生

方の子供を見る目線の問題、あるいは客観的な時

代背景、経済状況を学校教育課長はどうごらんに

なって対忚されようとしとるのかということがね、

そこには移し出されるのではないかというぐあい

に私は思うわです。その点で、学校教育課長、御

理解いただければ、これは来年度の話で必要な補
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正予算という手もあるわけなもんですから、そう

いう見地で対忚していただきたいというふうに私

は強く思うわけです。どうですか、この辺の私の

申し上げてることについて御理解いただいて、そ

ういう趣旨でこの業務を遂行していただけるのか

どうか、ちょっと認識と見解を伺いたいと思いま

す。 

○学校教育課長 

 準要保護につきましては、補正につきましては、

まだこの後ふえるということも予測して余裕をも

って残しております。 

ただ、当初予算尐し減ってるということは尐し

申しわけないところなんですけども、私たちは、

基準とかを厳しくして減らそうというような考え

は毛頭持っておりませんので、今後対象となる子

供たちがどんどんふえてきた場合には補正をお願

いして対忚していきたいと、このように思ってお

ります。 

○高橋委員 

ぜひね、そういうことでよろしくお願いしたい

と思います。 

最後にもう一つ、補正で聞きたいと思うんです

が、最初に永田委員が、校舎耐震補強工事につい

て１億2,000万円減額されたので、どこか一つや

ってないんじゃないのかと、間違えちゃったとお

しゃるけども。４億6,000万円の当初予算で入札

をかけた。そしたら４億6,000万円の予算で入札

をかけたら１億2,000万円余ったということだよ

ね、今回の補正は。それはたくさん使えばいいわ

けじゃないけども、26％ですよ、予算減額に対す

る補正三角がね。これは十分な競争がされて落札

率が下がってよかったという側面と、きちっと見

積もりがされたんですかという側面がやっぱりあ

るんじゃないかと思うんです。特に東小学校は、

建物１列壊すということがあったでしょう。これ

らを含めて、この１億2,000万円の減額について、

どういう見解をお持ちですか。 

○教育庶務課長 

 当初予算積算につきましては、前年に耐震補強

工事の各設計を委託しておりまして、その設計の

委託金額に基づいて工事費を予算化させていただ

きました。過大であるとは思っておりませんが、

結果として大きな入札差益が出たというふうに理

解しております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 これね、１億2,000万円というと、えらい金だ

わね。私が思うに、昨今の3,700万円切られたと

かそういう話からいうと、１億2,000万円当初で

つけといて、ずっとキープして３月、１億2,000

万円ぽろっと出してもらうわけだけどね、数字の

上では。もちろん過大見積もりではないと私も信

じたいけども、結果的にこの時期に１億2,000万

円ぽろっと出てきて、これはちょっと年度の境を

あいまいにした議論をすれば、１億2,000万円あ

れば学童の部屋のカットもせんでもよかったし、

保育所の積み立てもできたんじゃないのと、こう

いう話になるんだわね。 

これ、ちょっと時間のタイムラグを無視すると

ね、１億2,000万円、３月にぽろっと出てくるわ

けだがね。こんなところに１億2,000万円出てき

たがねと。時おそしで年度末だと、財調引き上げ

と、こうなるわけだわ。もちろんそれは消えちゃ

うわけじゃなく次年度予算へいくけどね、よく考

えたら当初であれも切られた、これも切られたと。

そうなるとやっぱり予算編成というものがいかに

大事かということを私はこの数字を見てね、教育

庶務課長を責めるつもりはないですよ。しっかり

した競争があったかもしれんしね、そこはちょっ

とそれ以上のことは聞かないけども、こういう三

角が出てくると、ほんとに予算査定、予算の見積

もりというのはいかがなもんだったろうかと。こ

の４億6,000万円であったために、あれが泣いて、

これが泣いてということになると、これはちょっ

と考えないかんなというふうに思っているわけで

すが、財政担当の所管の答弁を求めたいと思いま

すが。 

○総務課長 

 予算の査定につきましては、原課の方から各種

手法の方を拝見いたしまして、今回の耐震補強、
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数カ所の学校のがございました。あくまでも予算

の査定時におきましては、原課の方で見積もられ

た設計額をもとに予算をあげております。最終的

には高橋委員がおっしゃられましたように、入札

でもってこのような差が出てきたその分が財調に

回るというような形になることにはなりますが、

財政を担当する私たちにつきましては、それぞれ

の部署の方が、より厳密に資料を作成された中で

の査定の上での予算計上というふうに考えており

ます。 

以上です。 

○高橋委員 

さっきちょっとお茶室の利用率書いてあるけど、

新しい茶室のやつは書いてないもんでね、新しい

茶室のやつは、あなたが言ったことを横へちょっ

と書けということかな。書いてみたんだけど、中

央公民館の方が利用率が高いんじゃないの。新し

い茶室の方が高いの。あなたの言ったやつを私が

正しく書いたのかどうかちょっと自信がないけど

も、あなたの言ったやつをそのまま写すと、新し

い重原のお茶室の方が利用率が低いということに

なってるんじゃないですか。 

○生涯学習課長 

 平成19年度の公民館の茶室の利用率、全体では

35％でございますが、11月のところを見ていただ

きますと32％でございます。それで、新しい茶室

の方につきましては34％、12月には36％で新茶室

の方は21％、ここは下がっております。１月は

31.9％で新茶室の方は41％で、月によってでこぼ

こしております。それで、３カ月分だけでやって

みますと、トータル的にはやはり下がっていたと

いうのが現状でした。 

○高橋委員 

 新茶室は下がっておるでしょう。新茶室が下が

っておるということは大問題じゃないの、これ。

さっきは横ばいか上がっておると言われるもんで

ね、それじゃあまあまあかなと。もともとお茶の

人口もそうたくさんみえんしね、まあまあかなと

思ったけども、新茶室が下がっておるということ

になると話は違うんじゃないの。 

 これを出されたら新茶室のやつも出さないかん、

同じ形態で。中央公民館だけ出してね。新茶室ま

でこれぱっとこういう資料になってないかもしれ

んよ。一忚パソコンでつくらないかんもんで。で

きたら一つほしいね。今じゃなくてもいいから。 

それで、新茶室が下がっておるわけだね、今の

答弁は。大問題じゃないか。金かけたけど茶室利

用者がなかったと。共産党の言ったとおりだがね。

教育部長に陳謝してもらわないかんわ。そういう

話じゃないの。お答えいただきたい。 

○教育部長 

 下がっているということが、この３カ月で現実

の数字でございまして、大変申しわけなく思って

おります。それに関連しまして、新茶室が今後と

も利用されるように、ちょっと実施事業的なもの

を考えております。来年度に向けてこの茶室が、

より多くの方に利用されるよう事業を検討してい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 新しくなったんだからね、注目されて、それは

ばいやぐるように会場に訪れるかはともかくとし

てね、一遍見学がてら行ってきてお茶をたてよう

かと、あそこでといってぐわっと上がる、それか

ら引いちゃうことはあるかもしれんよ。麻生さん

の支持率と一緒。もの新しいうちは高いがね。だ

んだん地が出て下がってくるあるけどね。はなか

らこんな低空じゃあ話にならんがね。 

私たちは、ほんとにいいのかと、そういう茶室

づくりが。中央公民館の地の利を生かしてこの教

室をやりながらやるところに価値があると。すぐ

わきに会議室があり、すぐ隣に和室があり、そう

いう形の中でやることにお茶室の意味があるんじ

ゃないかということも強調してきました。いや、

そんなことないと。文化の伝道だと言っておっし

ゃったけども、利用が上がってへんということに

ついては、これはもう大問題じゃないですか。結

論が出ましたがね、これ。我々が主張してきた趣

旨が正しかったんだと。結果が出たじゃないです

か、公費の使い方として。これをどう考えてみえ
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るんですか。 

○教育部長 

課長の説明にもありますように、12月分は下が

ったということでございまして、１月は41％とい

うようなことを伺っております。今後とも利用し

やすいよう、いろんな事業を検討しておりますの

で、それが実現できるように頑張っていきたいな

と思っております。 

以上でございます。 

○高橋委員 

私は、そんなことは聞いてない。あの政策が間

違っていたのではないかと。あの時期にあそこへ

茶室をつくるということが間違いではないのかと

いうことを私たちはさんざん議会で論戦をして、

私たちは反対しましたよ。茶室がほしいという人

もありましたが、私たちは反対した。公費の使い

方は適正でない。結果見たらね、これから努力す

るのはこんなこと当たり前だけども、最初に新し

い施設で関心を高めてぐっとお客さんが来て、え

らい勢いの人がみえておると。問題は、そういう

お客さんがリピーターとして引き続き活用してく

れるかがポイントですよというところへ議論がく

れば、それは落ちないように今後努力するという

答弁でいいけども、はなから利用が上がってない。

私たちは、ああいう施設のつくり方はいかがなも

のかといって、今、同じ舞台であなたと私は論戦

しておるわけだから、その答えになってないじゃ

ないですか、今の答弁は。政策判断に間違いがあ

ったんじゃなかという点についてはどうなんです

か。そこを問うとるんですよ、私は。 

○教育部長 

中央公民館の茶室を会議室にさせていただいた

ということで茶室が文化広場へいったというふう

に私も文化広場に一つふえて、中央公民館にも一

つ、また二つなってしまうと、またお茶の人口も

減っちゃうというようなことで文化会館に茶室を

つくってこちらを会議室にしたという二つの方向

が絡み合っておりますので、今度、中央公民館の

小会議室というふうに茶室を名前を変えますので、

そちらの利用もどんだけあるかというようなこと

もトータル的に含めて、今後検証していきたいと

思っております。 

以上でございます。 

○高橋委員 

私は、茶室を会議室に変えて、変えた会議室に

したかわりに向こうにお茶室を持っていったとい

う一連の選択に間違いがあったんじゃないかとい

うことを言っておるわけですよ。中央公民館の会

議室の活用状況なんか見なくて結構ですよ。茶室

があれだけ減っておると。ふえてないということ

について、もう既に明確じゃないですか、答えは。

それに対して政策判断を私は問うとるんですよ。

その検証がなかったらね、言いっぱなし、やりっ

ぱなし、あとは税金で運営するんだからね、関係

ねえやと。言いっぱなし、やりっぱなしじゃない

ですか。そんなことでいいのかということですよ、

私が申し上げたいのは。 

その結果責任というのはね、市民の血税という

形であそこへ引き続き投入されるわけだけど、そ

の結果責任というのはね、その程度でいいのかと

いうことですよ、私が問いたいのは。私たち議員

なら次の選挙で選択で落ちですよ、これ。本多市

長落ちましたがね、いろいろあったけども。厳し

い選択が出ましたがね。私たちは、そういう結果

責任で責任を負うんですよ。あなたたちは負わな

いじゃないですか、言い方ちょっときついけども。

いや、大丈夫ですと。いまや文化の伝道で茶室を

つくることこそが最大の選択ですと言って、あな

たたちは、私たちに論戦をいどんだじゃないです

か。その結果、何ですかこの結果は。だったら結

果責任とらにゃいかんじゃないですか。そう思い

ませんか。そういう仕事ぶりでここで対峙しまし

ょうよ。あなたたちだけ安全ぱいでね、私たちは

有権者に審判されると。まだ会議室の様子見てみ

なわからんと、そういうたわけた議論を私したく

ない。教育長どうですか。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

午後２時03分休憩 

――――――――――――――― 
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午後２時12分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育長 

 茶室の利用状況につきまして、中央公民館と比

べて新しいところは利用率が尐ないのではないか

ということであります。 

 11月、12月、１月の状況を見てみますと、若干

新しい方が尐なくなっているわけであります。特

に12月が極端に尐なくなっている。その辺のとこ

ろがどうしてかわからないわけでありますけども、

新しい茶室ができまして、小・中学生の特別支援

学級の子供たち10校あるわけですけども、今回あ

の辺が非常に広いスペースがありますので、合同

茶会をやらせていただきました。しかし、これは

年度当初の計画、当初でなかった計画を急遽入れ

たということで、かなり無理なところもあったわ

けですけども、３月の末にやったわけであります。 

 今度は４月からですと年度からいろんな行事が

計画を組まれていきますので、途中からというよ

りも年度当初からどういうふうに活動計画が組ま

れていくかというところにも期待がわるわけです

けども、いずれにしましても、利用状況が若干悪

いというのは事実でありますので、これを真摯に

受けとめ、市民の皆さんへの啓発活動等も行って

いきたい。そして、４月からの新しい年度のそう

いった活動も加えていただきたいと、そんなふう

に思っております。 

○高橋委員 

 まあ答弁になっていないですよね、それは。い

ろいろ言いわけされとるけども、答弁になってな

いと。私の申し上げたレベルの回答が出ないとい

うことについて大変残念ですが、先ほどの申し上

げた点は、ぜひこれからも引き続き申し上げてい

きたいというふうに思います。 

 それで今回、先ほどちょっとお話したように、

食器も変えたいと。その選択は内部的な手続いろ

いろあったかもしれませんが、いまひとつ得心が

いかない。ポリプロピレンがもう耐用年数で全然

使えないというならともかく、私は、こういう時

期ですからね、新しいものに越したことはないけ

ども、子供たちにもよくわかっていただいて、変

えたかったけども厳しい経済情勢で引き続き、ち

ょっと色があせとるかもしれんけどね、食器を使

ってくれというのも、何も貧乏主義に陥れという

のじゃないけども、一つの教育ではないのかと。

それは悪かろう、安かろうを押しつけてね、精神

論でカバーせよという話じゃなくて、そういうこ

ともあってもいいのではないかというふうに思う

んですね。 

 現時点、教育庶務課長いわく、それはそういう

仕様で洗浄機発注しとるので、金がかかると。新

しいのに変えると、また古いのに今の食器を使お

うと思うと。だけどね、配送車が３台から６台で

毎年1,200万円ですよ、増額が。1,211万円増額で

すよ、これは。これも契約してみなわかりません

けどね。そうすると、さっきの仕様を変えるのに

幾らかかるとおっしゃったかな、1,200万円でし

たか。だから配送車１年分でそれはちゃらになる。

子供たちに新しい食器やまやまだけども、ぜひひ

とつここはお父さん、お母さんたちも辛抱しとる

だから新しいセンターになってうれしいけども、

食器は古いやつで悪いけども辛抱しようやという

のも私、一つの教育だし、あってもいいような気

がするんですよね。 

 市長、知立は家族だと、そういう視点から子供

たち教育することも、それがセオリーだと言って

おるんじゃないですよ。私は。ちゃんと対忚でき

て今回でもそうあちこち切らんでも済むならね、

それはそれでいいかもしれませんが、そういう環

境のもとで、ちょっと待ってくれと、子供たちよ

と、チルドレンと。おやじだって苦労しておるん

だから、あなたちも一緒にお父さんと苦労してく

れということが言えるようなことがあってもいい

と思うんですよ。6,400万円からっとここでひっ

くり返るじゃないですか。そういう選択だってあ

るんじゃないですか。市長どんな認識ですか。 

○林市長 

 給食センターの食器でございます。これについ

ては、るる今、説明させていただきました。御案
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内のように、この経緯をたどってみますと、平成

18年12月議会に議員より御提案いただいて、そう

した流れの中で、平成19年８月に広報ちりゅうで

新しい給食センターをつくるとともにこの食器に

変えていきますという通知をさせていただきまし

た。そうした中で、債務負担行為で先ほど説明さ

せていただきましたように、機器等を債務負担行

為で出させていただいたわけでございます。その

ときに説明不足だったとほんとに申しわけないと

いうふうに思っております。これからはしっかり

と説明をさせていただきたい。 

 そうした中で、先ほど教育長申し上げましたよ

うに、校長会等々どんなふうがいいかねという話

の中で、メリット、デメリット精査させていただ

き、そして選択し、その中で子供たちにアンケー

トを取ってこういうものがいいねという形で進め

られてきたという中で、非常に歴史があり、自分

なりには市民合意、そして議員の皆様方の合意を

得て進められてきたという思いであります。 

そうした中で、やはり何度も申し上げますけれ

ども、もっともっと議員の皆様方に説明をしてい

かないかんかったなと十分反省をさせていただい

ておりますが、この食器につきましてはお願いさ

せていただきたいと思います。 

あと、もう一つ、先ほど茶室の件でございます

けれども、高橋委員のおっしゃるように、この利

用状況の低さということも当然ながら反省をさせ

ていただくところでございます。いずれにしても、

でこぼこがあるにせよ、やはりこの利用状況の低

さについてはしっかりと対忚していかなければい

けないという認識以上に、私、何が問題だったか

というと、この議会の臨むに当たって、朝のとき

に大体上がってるよということを言いながら、実

際に情報を出させていただいたときにはそうでは

なかったということで、もっと精査をして議会に

臨まなければいけないと自分自身反省をさせてい

ただいておりますので、今後気をつけさせていた

だきます。 

○高橋委員 

食器ですがね、議会に十分説明がなかったと。

これは今後改めてもらえばいい話なんですよ。 

しかし、今のやりとりで、6,400万円の金がか

かると、卖年度で。継続していくのは1,200万円

の配送代はずっと継続していくんだと。火の車に

なる財政が一方であって、新年度では幾つか事を

進められないような事態がある。事を進められな

い１つ１つには、みんなセオリーと動機づけと世

論づくりがみんなあるんですよ。実施計画に従っ

て採択されて載ってるわけですよ。それを片方で

は、お金の問題で切っておられるわけでしょう。

しかも議会としっかりと合意されてるような案件

もある。ところが今回のこの問題は、確かに校長

会等で議論があったかもしれんけども、議会にも

十分説明もなかったし、今こうして議論しており

ましても幾つかそごと問題と検討しなきゃならん

課題が残っている。そしてこういう事態になって

る。 

市長が本当に知立の市民が一つの家族だとおっ

しゃるなら、今まであなたが全部かんできたなら

おれも責任があるとおっしゃるかもしれんけど、

あなたは、いわばよそにおられてね、選挙の結果

ここへ入ってござったわけなもんで、この議論と

内容を冷静に見て、新しい予算を見たときに、こ

こはひとつ子供たちに無理をいって、お父さんが

苦しいのを苦労しておるところを見てもらうとい

うのも一つの選択肢じゃないのかなと。あなたは

知立市民全部家族だとおっしゃっとるからね、い

かがですかとただせばね、そんなばかな話をする

なというようなことで一蹴された日にはね、あな

たの家族論もたいがいなものだなと、こんなもの

はというふうに言わざるを得ないでしょう。あな

たが、子供と親の関係は家族だから、甘いも酸い

も暑いも寒いも一緒に乗り越えていこうやという

ことであるならば食器の問題というのはそういう

ことで対忚してもよいテーマの一つではないのか

なと、こう思って申し上げているわけですよ。ど

うですか。もう一遍お答えください。 

○林市長 

 おっしゃるとおり、知立は家族、家庭で、市民

の皆様方がほんとに知立に愛着を持っていただく
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という視点でまちづくりをさせていただきます。 

 そうした中で、今回の食器なんですけれども、

やはりそうした意味からも、高橋委員も再三おっ

しゃってくださるんですけれども、食器自体悪い

ものじゃないですね。ほんとに家庭で食べれるよ

うなそんな家庭の雰囲気が味わえるものでありま

す。 

確かにお金がかかる。そうした中で、私もいろ

いろ悩んだわけでございます。そうした中で、先

ほど来申し上げました平成18年から議会で出てき

て、そして平成19年で広報で発表させていただき、

校長会踏まえて子供たちにアンケートを取ったそ

うしたかなり期待感が、私はきてるなという思い。

そしてメリットも今申し上げましたように、家で

食べれるような食器、ある意味、食育という点か

らも一歩進むことじゃないかなという思いもあり

まして、そうした中で、自分としては非常に大き

なお金がかかるわけでございますけれども、判断

をさせていただいたというところでございます。 

○川合委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第10号について、挙手により採決します。 

議案第10号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

挙手全員です。したがって、議案第10号 平成

20年度知立市一般会計補正予算（第５号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 続きまして、議案第17号 平成21年度知立市一

般会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○山﨑委員 

 それでは、何点か順番にお聞きをしたいと思い

ます。 

 まずはじめに、予算の概要31ページでございま

す。質疑のときも質問であったんですが、この防

犯対策事業ということで、夜間防犯パトロール委

託事業、年間を通してということで夜10時から翌

朝４時まで青色回転灯のパトロールですか、それ

で巡回するということですが、これについてちょ

っと詳しくお聞きしたいんですが、週に何回やら

れるのかとか、恐らく１台でやられると思うんで

すが、ちょっと内容を詳しくお教えください。 

○市民協働課長 

 夜間の防犯パトロール委託事業ということでご

ざいます。これにつきましては、週に何回という

のを不定期に行いたいと今思ってます。不定期と

いうのは毎日ということではなくて、時間帯は午

後10時から午前４時の間の不定期ということで、

年間に160日間という予定で今、考えております。 

 それで、２人の体制で夜間巡回をしていただく

ということで、やはり10時に夜間パトロールとい

うことでございますので、まず実際のパトロール

がどういう状況にされるかということでございま

すけれども、知立には知立の幹部交番がございま

すので、まず幹部交番に行って、そこでいろんな

情報の提供を受けて、それから主に今回の夜間パ

トロールにつきましては、知立市内では西小学校

区と知立小学校区が非常に犯罪の発生率が高いと

いうことで、まずはそこが重点的に行いたいと思

っておりますけれども、あるそれぞれの交番等に

も立ち寄りをさせていただいて、それから午前４

時終了後に、例えば１週間まとめての日報だとか

そういうものを市の方に出していただく。それか

ら安城警察署等との連携等も図るという形で今、

考えております。 

 委託事業ということで、実際には競争入札でこ

れから実施をしていきたいというふうに思ってお

ります。 

○山﨑委員 

 わかりました。不定期ということですね。 
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 ちょっとお答がなかったかもしれないんですけ

ど、これ２人体制で１台ということで回られるの

か、２人その１台に運転席と助手席を乗られると

思うんですけど、これは１台でやられるんですね、

ちょっとお答えください。 

○市民協働課長 

 １台で実施をさせていただく予定でおります。

近隣のところで実際に夜間のパトロールをやって

いるところが一宮、豊田市等がやっている実績が

ございまして、やはり業者の青色パトロール車で、

当然青色の回転灯もつけていただいて警察の講習

も受けて認可を受けていただいて、そういう仕様

のもとでパトロールを実施していただくという予

定で考えております。 

○山﨑委員 

 ありがとうございます。 

確かに今、各町内会も防犯パトロール隊、回転

灯を導入しまして、町内会を中心に巡回をしてい

るところでありますが、そういったボランティア

ということで、なかなかこの時間帯お願いをする

ということは難しいと思いますので、こういった

形でやっていくのはよいことなのかなと思ってお

ります。 

 先ほど言われましたように、特に知立小学校区、

西小学校区も特に犯罪発生率が高いということで、

知立市全体はもちろんのこと、そういった犯罪の

多い重点地区を中心にしっかりとこの巡回、回転

灯のパトロール車を回してほしいなと思っており

ます。 

 その下の防犯灯設置費補助事業ですね、これに

ついても質疑のときに出ておりましたが、尐しお

聞きしたいと思います。 

 これは防犯灯ということで、大体これ何基ぐら

いを目標というわけじゃないですけど予定をされ

ているんでしょうかね、お教えください。 

○市民協働課長 

 防犯灯につきましては、平成21年の要望、昨年

の平成20年に区長会等でいろいろ周知をさせてい

ただいて防犯灯の設置要望を受けております。 

 要望につきましては、114基という要望を受け

ておりまして、その要望に100基を増額して今回

その100基分で、実際には要望にはないんですけ

れども、改めて平成21年度の区長会で周知をさせ

ていただいて、要望の枠を広げましたということ

で、まだ要望のなかったところで実際につけたい

というところがありましたらお願いをしますとい

うような形で周知をしたいと思っておりますけれ

ども、現実としまして、知立市に31町内会ござい

ますけれども、実際に要望が出てくるところが21

とか20前後の町内会から出ております。例えば知

立団地の中とかそういうところは比較的防犯灯等

が設置されていて、ふやすというような状況では

ないということで余り要望は出てきておりません

けれども、ほかの町内会からは20尐しということ

ですので、100基を割ると１町内、四、亓基の新

たに要望を受けての対忚ができるかなということ

で、それについての周知を今後していきたいとい

うふうに思っております。 

○山﨑委員 

 わかりました。 

そうしますと、こちらからというか行政側から、

ここにつけた方がいいですよとかそういったこと

ではなく、あくまでもその町内会区長から申請が

あった場合につけるということなんでしょうかね。 

○市民協働課長 

 要望につきましては、町内会区長からの要望に

基づいてこちらの方に申請をいただいて、こちら

の方で実際に申請いただいたあとに交付決定をし

てつけていただいて、請求をいただいて交付する

という流れになっておりますので、町内会の方か

ら要望に基づいてということになります。 

○山﨑委員 

 わかりました。 

町内会によっては区長が１年交代でかわってい

くというところもありますし、なかなか進んでと

いうわけじゃないんですけど申請がない場合もあ

るかもしれないものですから、こちら側からもで

すね、行政の方からもどうですかねということで

アクションを起こしてもいいのかなと思っており

ますが、そういった予定はない。あくまでも町内
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会から出た場合というような感じなのか、尐しお

聞かせください。 

○市民協働課長 

 町内会には、この防犯灯設置というものについ

ては、以前から町内会で実際に今、管理運営をし

ていただいております。球切れ等があった場合に

ついても町内会の方で修繕等やっていただいてお

りますので、市の方で実際に見回って、ここのと

ころが尐し暗いとかいう形での町内会の方に御案

内をするということは今、考えておりません。町

内会からの要望に基づいてということで考えてお

ります。 

○山﨑委員 

 わかりました。 

今後は、一忚目配りというわけじゃないですが、

それぞれ町内会、微妙に体制が違うというところ

もあるもんですから、その辺のところは、今後、

気にはしていただきたいなと思っております。 

 そして、何年か前、２年前でしたかね、私も青

色防犯灯の設置をお願いしまして、現在、新地そ

して上重原町ということで青色防犯灯モデル地区

ですね、防犯モデル地区として選定をしていただ

いたわけでありますが、今後この新地、上重原を

中心に徐々に今もふえていっているんですが、も

し今回こういった予算が補助事業としてついてい

るわけでありますが、他の地区でもこの青色防犯

灯ですね、導入したいというところがあれば、ぜ

ひ進めていっていただきたいと思います。 

 最近ですと、安城市がたくさん多くなってきた

なと思いますし、高浜市も導入に至っているわけ

でありますが、もちろん地元の理解とそういった

ものも必要になってくると思いますが、ぜひそう

いった要望があれば、またこの青色防犯灯も進め

ていっていただきたいと思っております。いかが

でしょうか、御答弁お願いします。 

○市民協働課長 

 青色防犯灯につきましては、既にモデル事業を

平成19年、平成20年、それから来年度、平成21年

度ということで実施する中で、平成19年から設置

をしていただいているところがございます。 

 尐しちょっと紹介をさせていただきます。 

 実際に青色防犯灯を設置して、平成19年で特に

設置したところでの犯罪の発生状況を尐し見させ

ていただきました。知立市内には、今委員おっし

ゃられたように、上重原地区と新地の地区という

ところでございます。現在68本の青色防犯灯がつ

いておりまして、そこのところで平成19年１月か

ら12月、１年間で犯罪発生が青色防犯灯がつけて

あるところですけれども、現在、平成19年では

110件の犯罪発生がありました。平成20年の１月

から12月を見てみますと79件ということで、マイ

ナス31件、前年比28.2％減というこういう知立市

の中の１年の実績では青色防犯灯の１年だけで見

れば効果があるというふうにはなっておりますけ

れども、愛知県全体の各市町の中では青色防犯灯

の実際の効果がどうだというところでのいろんな

議論がありまして、私の方でも現在この１年間に

ついてはこういう犯罪が減ったという実績は残っ

ておりますけれども、例えばことしの１月を見て

みますと、１月中同年、要は平成20年ですが６件

あったものがことしは８件ということで、１月に

ついて見ると２件ふえているという状況もござい

まして、青色防犯灯については、今後もしばらく

実際に検証してみないとその効果はというところ

はございますけれども、あくまでの町内会から青

色防犯灯の設置したいという要望であれば、私の

方としては、防犯灯の設置基準の１基当たり３万

円という町内会に補助を出しておりますので、そ

の金額の範囲の補助はさせていただくということ

で考えております。よろしくお願いします。 

○山﨑委員 

 今後も検証をしっかりとしていき、私たちもそ

の町内会の中でいろんな声を聞きながら、この青

色防犯灯、今後の進め方を決めていきたいなと思

っております。 

 続きまして、概要の33ページ、ＡＥＤの設置費

補助事業ということで、尐しお聞かせいただきた

いんですが、このＡＥＤの設置補助事業対象施設

５施設ということでありますが、これは町内会の

方から設置要望、要請が出ているんでしょうか。
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どちらの町からきているか、尐しお聞かせくださ

い。 

○市民協働課長 

 ＡＥＤにつきましても、昨年の区長会等で周知

をさせていただきまして、当然その予算要望の９

月末までにＡＥＤ設置されるところにつきまして

はというような形で御要望を出していただきたい

という御案内をさせていただきました。 

 ５施設ということで、実際にもう５施設が出て

おります。５施設につきましては、山町、新地、

上重原、長篠町、新林町という亓つの町内からＡ

ＥＤの設置要望ということで要望が出ております。 

○山﨑委員 

 このＡＥＤなんですけどね、各今言われた５施

設公民館に設置をするということであると思うん

ですが、質疑のときも尐しありましたように、こ

の公民館、随時人がいるわけではないんですよね。

非常勤とかボランティアで随時公民館の施設に人

がいるような体制をとっている町内会ももちろん

あるですが、私の地元の新地は特にそういった非

常勤というか、随時この公民館が開いてるわけで

はないわけでありまして、その辺のところをほん

とに必要なときに果たして使用できるのかという

ところがいろいろ問題点になってくるわけであり

ますが、たしか豊田市だったと思うんですが、お

もしろいというか、非常に興味深い提案があった

わけでありますが、このＡＥＤをもちろんこうい

った公共施設、公民館に設置をしていくというこ

とはもちろん重要であるんですが、やはりほんと

に緊急のときに使用ができるようにということで、

たしか豊田市だったと思うんですけど、コンビニ

に設置をしようじゃないかという動きがありまし

て、御存じのとおり、コンビニは24時間店が開い

ているということで、その従業員に対してもＡＥ

Ｄの使い方をしっかりと教えまして、いつでもこ

の利用ができるということで、そのコンビニに今

後はＡＥＤを導入していこうと、設置をしていこ

うという動きがあるわけでありますが、そういっ

た一つの提案としてコンビニ設置もいろいろ問題

点あるかもしれませんが、いいのかなと感じてお

りますが、その辺の見識、御理解はいかがでしょ

うか。 

○市民協働課長 

 ＡＥＤにつきましては、実際に豊田市が平成20

年度から区長会を通じて２分の１補助ということ

で実施をしております。近隣の各市町村では、ま

だＡＥＤを町内の公民館に設置しているところは

ほかには実際にはございません。知立市と豊田市

というような形が現状だと思っておりますけれど

も、ＡＥＤの今の御質問者のコンビニ設置という

ことにつきましては、やはりＡＥＤを使用する場

合に、どうしても公民館等では施錠がしてあって、

ガラスを割って入らなきゃならないというような

状況の中で、実際にその効果がどうだというよう

なお話になろうかと思いますけれども、現在のと

ころは、まずは町内会が一番地域でのコミュニテ

ィ活動の拠点でもありますし、実際に常に皆さん

がいるわけではございませんけれども、このＡＥ

Ｄ設置については、町内会のいろんな活動状況を

どうだというようなお話もお聞きした中で、週４

日から７日ぐらいは町内活動で公民館を使ってい

るというようなお話もありましたので、比較的公

民館の利用頻度が高いということで公民館のとこ

ろに置いていただいて、当然ＡＥＤというのは移

動ができますので、まずはそこから始めていくと

いうことで、今回５施設ということでお願いをし

ておりますので、まだちょっとコンビニというと

ころまでは現時点では考えておりません。 

○山﨑委員 

 わかりました。 

 先ほどコンビニと申しましたのは、今後の検討

課題ということで、他市もそういった豊田市がた

しかそうだったと思うんですけど、コンビニに設

置をしていくという動きがあるようですので、一

度研究、検討をしていただきたいなと思っており

ます。 

 続きまして、71ページですね、先ほど学校給食

センターのことでお話が出ましたので、これに関

連して尐し給食についてお聞きをしたいと思いま

す。 
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 12月議会のときに一般質問をさせていただきま

した食物アレルギーの件でございます。 

 平成22年４月から除去食の対忚に向けてという

ことですが、現在このアレルギー対策委員会とい

うものは、もう既に立ち上がっているんでしょう

か、その辺のところをお聞かせください。 

○教育庶務課長 

 アレルギーの対策協議会につきましては、第１

回を５月に予定していきたいと思っております。

そこから随時３回程度、平成21年度内は３回程度

の開催を考えております。 

 以上でございます。 

○山﨑委員 

 そうしますと、このアレルギー対策委員会です

ね、この委員のメンバーはどういった方がなって

いるんでしょうか、お教えください。 

○教育庶務課長 

 一忚予定でありますが、校長会の代表の方が１

名、ＰＴＡ小中代表ということで２名、学校の保

健主事代表で２名小中であります。養護教諭代表

２名、それから給食主任代表２名、学校医代表１

名、あと、教育部長、学校教育課長の計12名で考

えております。よろしくお願いします。 

○山﨑委員 

 わかりました。 

 実際にアレルギーを持ったお子さんをお持ちの

親御さん、御両親、父兄ですね、そういった方も

積極的に実情をですね、家庭の、そういった声を

この委員会に反映をさせていただきたいなと思っ

ております。ＰＴＡの代表者の方も入られるとい

うことですが、そういったほんとにこの問題に直

面している方たちも、ぜひ出ていって入っていっ

ていただきたいなと思っております。 

 先ほど高橋委員も言われておりました除去食、

代替食、しいては何度もお話しておりますが疑似

食ということで、最終目標は、やはりいじめの問

題を考えますと、疑似食ということですね、それ

をぜひ考えていただきたいなと思っておりますが、

あれから何か尐しお考えはありましたでしょうか。 

○教育庶務課長 

 今、委員がおっしゃる疑似食ということもあり

ますが、愛知県県内でもセンターで行っているの

が３センターぐらいと聞いております。それも除

去のみということで、具体的に私の方も現実がよ

くわかりませんので、瀬戸市に栄養士と一緒に行

ってきました。非常に学校とセンターと、それか

ら保護者の連携を深めて毎月の献立のチェックを

していく。それから医師の指示書も要るというこ

とで、相当慎重なまた対忚も時間も必要となって

くるというふうに聞いておりますので、まず除去

食、前お話させていただいたように、除去食でス

タートさせていただきまして、今後の動向でまた

調査、研究してまいりたいと思っております。 

 以上であります。 

○山﨑委員 

 わかりました。 

 この疑似食は、周りの子供たちと一緒の、もち

ろん成分とかが違うんですけど、形、色とか似せ

るということで、ほんとに疎外感を与えないとい

う食事でありまして、これはあくまでも最終目標

ということになりますが、ぜひ今後とも調査をし

ていただいて、確かにお金がかかることでありま

すが、やはり子供のためを思ったら、そういった

いじめ対策、そういったものを考えた上では必要

なのかなと思っておりますので、その辺のところ

は今後の研究課題としてお願いをしてまいりたい

と思います。 

 最後に、76ページでございます。トレーニング

機器整備事業ということで、福祉体育館の私も何

度もトレーニング室利用したことありますが、老

朽化したトレーニング機器がこういった新しい器

具、機械に変わってくるということであります。

古くなった老朽化した器具は、これすべて器具を

変えるんでしょうかね。尐しこの内容をお聞かせ

ください。 

○スポーツ課長 

 トレーニング機器の更新でございますが、使え

るものは使うということで考えております。 

 今現在考えておりますのは、17種目の設備を考

えておりまして、そのうち新たにするのは七つ、
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10のものについては既設のものを使わさせていた

だきます。 

例としましては、ツイストマシン、バレルロー

ラー、トレーニングサイクル、自転車こぎですね、

それからランニングマシン、ローリングマシン

等々は今現在あるものをそのまま使っていきます。

新規に購入するものとしては、ボディプランナー、

血圧計、ジョーバ、よく宣伝やっておりますが、

乗って体を動かすやつ、ジョーバですね、それか

らコードレスバイク、これも自転車になります。

コードレススペアマスターというこれも自転車系

のものでございます。それからトレーニング室の

中央にありますコンビネーション、何種目かの筋

力トレーニングができる機械でございますが、こ

れを全部取りかえということでございます。 

以上です。 

○山﨑委員 

 わかりました。 

 私も利用したときに、ほんとにさびついてて、

ちょっと危ないなというふうに思ったときもあり

ましたので、ぜひこういった新しい器具、トレー

ニング機器ですね、入れていっていただければま

た利用者もふえて健康増進、体力の増進、そうい

ったものを考えたときに非常にいいことなのかな

と思っております。 

 尐しこれに関連してですね、ちょっと担当課が

違うかもしれませんが、器具をこういったのを新

しくするということで、憩いの場所にある撞球同

好会が使用しておりますビリヤード台ですね、こ

れも結構メンテナンス、大分古くなってきたとい

うことでいろいろな要望が出ていると思うんです

が、それについてちょっと何か要望が出ているな

らお教えください。 

○スポーツ課長 

 私どもの所管ではございませんが、同じ福祉体

育館にございますので、ビリヤード同好会の方か

ら、ビリヤード２台今あるわけですが、それの上

に張ってあるマットというか、べっちんの布です

ね、あれが突くたびに傷むというようなことでお

話を聞くことはあります。 

 以上です。 

○山﨑委員 

 わかりました。尐し担当外ということで、申し

わけなかったです。 

 こういった備品ですね、どんどんスポーツ愛好

家の人が使用できるように、今後の新しい器具等

を考えていただきたいなと思っております。 

 もう一点ですか、これに関連しまして、ちょっ

と飛んでしまいますが、予算説明書の249ページ、

昭和グランドのことでお聞きしたいんですが、グ

ランドの野球のマウンドがあるんですが、それに

対しまして野球連盟とか軟式とかそういったとこ

ろから、ちょっとマウンドのことで何か要望が出

ているかどうか、まずはちょっとお聞かせくださ

い。 

 たしかですね、マウンドが他のグランドに比べ

てちょっと雑というか、つくりがよくないという

ことで御意見、お声が出てきましたので、そのこ

とに関して何か御要望、要請が出ているならお教

えください。 

○スポーツ課長 

 私が聞く範囲では、そういう要望は聞いており

ません。実際に土曜、日曜を中心として昭和グラ

ンド結構使われております。使い終わった後には

必ずグランド整備をするということが条件になっ

ておりますが、なかなかうまくやってないところ

もあって、土がどんどん流れてしまったりとかそ

ういう状態、あるいはマウンドのところだけ土を

変えてありますので、その土と一般の土がまじっ

てしまってちょっとぬかるんだりとかそういうこ

とはありますが、特に軟式野球連盟の方からマウ

ンドを改修してくれというような話は今のところ

聞いておりません。 

 以上です。 

○山﨑委員 

 わかりました。 

 尐し野球連盟の方からそういったお声があがっ

ておりますので、これもあくまでも要望というこ

とで、昭和グランドのマウンドを尐し見ていただ

きまして、他のグランドとの対比、比べていただ
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き、もしざっぱというか雑になっているようでし

たら、また改めていただきたいなと思っておりま

す。これは要望ということで、またお願いをした

いと思います。 

 以上で、質問を閉じさせていただきます。あり

がとうございました。 

○村上委員 

 私ども本会議でもちょっと質問できなかったも

んですから、委員会の方で５点ほど質問させてい

ただきます。 

 その中に、水野議員の質問も中に入っておりま

すが、まず最初に、ミニバスの運行の関係という

ことで、30ページのところなんですが、今回この

事業の中で、市民の要望、利用アンケートの結果

を踏まえて一部変えていきますよという話がござ

いますよね。これのところについて、どんなふう

に改善されていくのかということでお示し願いた

いと思います。 

○市民協働課長 

 ミニバスにつきましては、昨年利用者のアンケ

ートを実施しまして、その中での要望と、それか

ら、市民からの手紙、それと４月以降運行を２台

から４台ということに変えましたので、それから

のいろんな要望等がたくさんありました。そうい

うものを一忚踏まえまして、大きく変えたのは２

コース、パープルコースというところになります

けれども、八橋から知立団地を抜けて駅に行くと

いうコースでございます。知立駅から八橋、知立

団地、知立駅へ戻っていくというコースのところ

の中で、まず、单陽通りを運行してくれというと

ころと、それから、秋田病院に非常に団地方面か

らの乗車される方が多いというところと、それか

ら、单陽通りに郵便局、図書館等があるのでそち

らの方の運行をというような声と、それから、大

山クリニック、牛田駅の单側にはバス停があるけ

れども北側にはないというようなこんなような具

体的な意見もございまして、今回については、そ

の牛田の駅、今、单陽通り沿いにはありますけれ

ども、それを１号線沿いの方にも駅をつくりまし

て、牛田の駅から団地に行かれる方の便をよくし

たというところと、それから、大山病院について

は、なかなか新しいバスですので入っていけませ

んので、牛田の北駅で今まで大山病院へ行かれる

方は降りて行くというところでございましたけれ

ども、それを旧の名鉄バスが走っておりました牛

田北駅ということで单陽通り、今の碧信の近くに

なりますけれども、そこまで尐し伸ばさせていた

だきました。それからそのあとに福祉の里に行き

まして、それからアピタのところから今までまっ

すぐこの知立市役所の方へ来ていたんですけれど

も、それを单陽通りを走りまして郵便局、図書館、

秋田病院経由で知立駅に戻ってくるというような

コースを大きく変更させていただきました。 

 ただ、運行については、朝１便、それから夜の

10便、11便については、交通渋滞等を勘案しまし

て現行のコース、それ以外について新しいコース

でということで設定をさせていただきました。 

 それと、４コースになりますけれども、上重原

のドミーの前の道を走っておりまして、そこから

上重原公民館の前を通って本郷に抜けて西中に行

くというコースがございましたけれども、非常に

道が狭いということで危ないというところと、や

はりどうしても渋滞、運行時間がおくれるという

こともありましたので、区画整理が終わりました

ドミーの裏側に同じドミーのバス停は変わりませ

んけれども、バス停を移設をしまして、裏側を走

って本郷の中を抜けずに重原の公民館のところま

ではいきますけれども、そこから尐し新幹線の方

に戻りまして、また西中の方に抜けていくという

ことで、尐し運行の方向を変えさせていただいた

というのが大きな点でございます。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

午後３時01分休憩 

――――――――――――――― 

午後３時09分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○村上委員 

 今、課長の方から細かく説明がございました。
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かなりの改善をされて、コミィニティバスという

ことで、ミニバスということではかなり改善が図

られたのかなというふうに思いますが、今回、知

立の全体の市内の足というのか、公共交通機関も

含めてミニバスということで、ミニバスには今回

7,100万円ということで大きなお金がついとるん

ですが、確かにこのことについて担当部局として

努力をされておるということについては敬意を表

するところでございます。 

 そうはいうものの、ミニバスがぐっと伸びてく

ると路線バスが廃止路線にもなっていっちゃうな

ということで、端的な例が団地から駅に入るバス

がなかなか乗らないということで廃止路線になっ

ていっちゃったねと。私の方にメールでちょっと

きとるのが、やはり路線バスとミニバスとの関係

ということで、駅のところでの連携という部分に

ついて、ミニバスで団地から出てきて、じゃあバ

スに乗ってほかへ行こうと、市外へ出ていこうと。

例えばセントレアだとかね、そういうのも考えら

れると思うんですね。そんなときに、ミニバスの

方はここに着きますよと。駅全体の仕組みという

のか、流れというのか、そういうふうな表示が非

常に尐ないのかなというのを言われております。 

 もう一点は、ミニバスという部分についてかな

り負担がある中で、目的地に行く時間という部分

が、結構迂回するからかかっちゃうねという話も

あるんですね。ですから、その辺のところを含め

た今後検討をお願いしたいなというのが私のパソ

コンの方にメールできております。 

 そんな中で、まずは駅でどこ行きのバスがある

よと。これは市とは関係ないんですが、名鉄との

協議していただいて、ミニバスの乗り場はどこな

のと、ミニバス降りたら次のミニバスはどうなの

と、ミニバス降りたら次はどこ行きたいから、ど

この例えば停留所に行ったらいいのというような

駅の仕組みという部分をミニバスを含めて考えて

ほしいなというのがありました。そこら辺のとこ

ろを尐し検討の中で入れていっていただきたいな

という要望と、それから、もう一点、コミュニテ

ィバスといっとるものの路線になっているもので

すから前々から私、言っておりますが、デマンド

方式、呼び出し方式というのがありますね、迂回

をして呼び出していくと。これはＧＰＳを使いな

がらやるんですが、そういった検討もこの中でさ

れてきておるのかきておらないのか、今後する予

定はあるのかないのかというところで御答弁をい

ただければ。 

○市民協働課長 

 まず、名鉄の知立駅でのバス等の表示というこ

とでございますけれども、現状、知立駅は非常に

狭い状況でありまして、タクシーがいて、名鉄バ

ス、それからいろんな高速バス等の発着点ともな

っておりまして、実際にコミュニティバスについ

ても停車位置の反対側に一時待っているような現

状もありますので、これはなかなか難しいとは思

いますけれども、市民の方が、降りたときにどの

方向に行くか、どういうところにバス停があるか

とかそういうところについての表示ということで

ございますので、これについては一度名鉄を協議

はさせていただきたいと思います。果たしてそれ

が実際に表示までできるかどうかはわかりません

けれども、一度協議をさせていただきたいという

ふうに思っております。 

 それと、もう一点の運行時間が長いということ

でございますけれども、これは今のコミュニティ

バス自体が往復の形をとっておりませんので、ど

うしても循環バスということでぐるぐる同じとこ

ろを回っておるというような流れの中で、これに

ついても今回一部の改正はさせていただきました

けれども、要望の中には実際にございますので、

これについてももうしばらく時間はいただきたい

んですけれども、また新たな見直しのところで研

究していかさせていただきたいと思っております。 

 それと、もう一点のデマンドということでござ

いますけれども、デマンド自体については、やは

り知立のこの小さい市内の中で、果たしてデマン

ド自体が有効に活用できるかというような問題も

あろうかとは思いますけれども、私の方も昨年豊

田市にお邪魔して、豊田市も実際においでんバス、

ふれあいバス、基幹バスというような形でそれぞ
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れバスの形態を変えて走ってる中で、一部デマン

ドも実施しているというようなお話も聞いており

ますので、そこら辺のところをまた詳しいところ

をまた一度お話を聞いて研究していきたいという

ふうに思っております。 

○村上委員 

 今、バス問題研究会等で恐らくお話されておる

というふうに思いますが、ぜひともその都度で結

構です。なかなかデマンド方式から名鉄の駅の周

辺という部分については、市がやることではない

ものですから、そう一長一短にいくという話では

ないかと思います。 

そうはいうものの多額の予算を投じておるもの

ですから、やはり公共のバスとコミュニティバス、

ミニバスがどうしたら連携がとれるという観点で、

やはり今後見ていってほしいなというふうに思い

ます。これは要望ということで、ぜひともその辺

のところをよろしくお願いしたいなというふうに

思います。 

次にですが、先ほど山﨑委員の方から質問がご

ざいました防犯対策事業ということで、これは別

に市長に答弁を求めるというわけじゃないんです

が、市長の公約の中で、安心・安全なまちづくり

というのが大きな柱の一つに載っておったという

ことで、今回この事業に対して予算づけを厚くさ

れたという部分については評価されるものかなと

いうふうに思いますが、防犯防止のボランティア

という部分については、まあそうだわなというふ

うに思います。 

そうはいうものの物品を配ってということより

も、先ほどからずっと市長の方は家族でというこ

とであれば、市民の皆さんたちが、例えばですが、

子供が通学、帰ってくるそういったときに、市民

の皆さんに外へ出ていただくということも抑止効

果の一つになるのかなと。例えばじいちゃん、ば

あちゃんが自分の玄関先の掃除をするだとか、水

をやるだとか、そういうことでもいいのかなとい

うふうに思います。そんな観点でも一つは啓蒙を

していっていただきたいのかなというふうに思い

ますが、それと、夜間の防犯パトロールぜひやっ

ていただきたいと思います。 

最後の防犯灯のところなんですが、予算を倍額

したということで、従来よりも100基ばかり余分

な予算を積んだねという話があるんですが、今ま

での年間100基という話の中で、実質その防犯灯

の執行率、各町内からの要望という部分について、

例えば私のまちでいいますと、年間亓つぐらいだ

ねと。それ以上は言うなよという感じで、じゃあ

亓つとしたらどこにするんだという形で恐らく要

望を出しておると思うんですね。実際に100基、

要望という部分については執行率100％で今現在

きとるのかそうでないのか、どのぐらいの執行率

になっとるのか、防犯灯の関係で教えていただき

たい。 

○市民協働課長 

防犯灯につきましては、私ちょうど市民協働課

２年目になりますけれども、各町内の区長から要

望をいただいたものがまず100％全部執行をして

おります。その後に実際に区長の方から、急遽こ

の地域のところに開発されて住宅が建って、防犯

灯がほしいんだわとか、小学校等からのいろんな

要望の中で、通学路のところでここを要望してな

かったんだけどどうだというようなお話も多々聞

いておりますので、実際には防犯灯の要望につい

ては100％執行しているという現状でございます。 

○村上委員 

今、防犯灯については、100％ほぼ執行しとる

という話がございました。 

それと、先ほど山﨑委員の方からも出たんです

が、管理は町内でやってますねと。電気の取りか

えも町内でやってますねと。高いところに乗って

いろんなメンテナンスという部分も町内でやって

ますねと。これはまちごとに違うと思うんですが、

そんなときに町内の役員がのぼってかえれば、例

えば１灯のものについては750円ですかね、２灯

になると750円の掛ける２、球切れという部分に

ついては２年に１回ぐらいの球切れだねという話

になって、各町内何基あると年間にどのぐらいの

球の切れるメンテナンスという部分については金

額をはじかれると思います。そのはじかれた金額
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と取りかえの金額、１灯当たり行者にお願いする

と高いところにのぼって電球球の蛍光灯をかえて

いただくということで、ざっと3,000円か3,500円

かかるんですね。恐らくたくさんつけるというと、

このメンテ費用という部分について、町内費が負

担になるねと。なりますよね、恐らく。なってな

いところもあるかもわかりません。この取りかえ

費用という部分をどういうふうに見ていくかと。 

前、清水副市長が企画部長のときに尐しお話し

たんですが、そのときにその金額をあげていただ

いたと思うんですが、そういった取りかえ費用の

面も逆にここで見れば、今回余分に300万円積ん

だと。だからそういうのをもう尐し見て、町内会

の負担を尐なくすれば、もう尐し明るくしてほし

いなと。それがあるがために抑制されちゃっとる

ねというところがあるんじゃないかなというふう

に思いますが、その辺のところ、どんなお考えを

持っておられるのか。 

○市民協働課長 

現実の話としては、町内会のそういう防犯灯等

の修繕につきましては、１基幾らということで町

内会が保有している基数に１灯用、２灯用、それ

から水銀灯というような形で分かれておりまして、

１灯用については１基700円、２灯用については

１基1,100円、水銀灯については2,900円というこ

とで、その基数で掛けまして、それを補助という

ことで出しております。 

この要綱の中では、実際に修繕したものの実費

ということではなくて、例えば一つの町内が１灯

用のものを30基持っていたということであれば掛

ける700円ということで、七三、二十一というこ

とで掛けたものが１年間の町内会に補助金として

交付をさせていただいて、その補助金の範囲の中

で修繕をしていただくという現状で今やらさせて

いただいておりますので、町内会等のお話を聞き

ますと、そんなに今、委員がおっしゃられたよう

に球切れ等は２年とかそれ以上というようなお話

も聞いてますので、毎年これについては、持って

いる基数掛ける幾らということで補助を出してお

りますので、何とか賄える状態ではないかなとい

うふうには思っております。現状の中では、この

中で運用を町内会の方でお願いをしたいというふ

うに思っております。 

○村上委員 

 今、市の方の課長の方ではそういう試算になっ

ておるなということなんですが、恐らく防犯灯の

基数がふえてくると、１基当たり尐しずつ多分追

加の料金が出てくるかと思います。 

 ただ、球をかえるだけであってね、その町内の

役員が奉仕でかえておるという部分については、

恐らくそれで賄えてると思うんですね。ただ、本

町の場合は、６メートルぐらいの高さになってお

るんですかね。というのは、山車が通るというこ

とで、防犯灯の高さもかなり高くなっておると、

非常にそこへはしごかけて取りかえるというのは、

片手作業になりますから非常に危険だなというの

も含まれております。 

 その辺のところをやっぱり区長会のところで一

たん聞き取りをやっていただいて、余り膨らむよ

うでしたらどうかなというふうには思いますが、

そういうこともあって、まちの中が暗いまま、

100基ということであれば100基の中で限定して、

どうしてもというところになるんでしょうね。そ

すると、後の追加というところも出てくるだろう

し、まだまだまちの中はいいんですが、尐し離れ

たところへいきますと暗いところが非常に多いな

というところで、そうはいうもののちょっと我慢

しとれやというのも耳にするところですから、そ

の辺のところも尐し聞き取っていただいて、いろ

んな被害が出とるというところについては、結構

暗いところもあるようにというふうに思いますの

で、この辺のところは要望ということでお願いし

たいと思います。 

 それで、もう一つ、課長のところですが、32ペ

ージ、多文化共生の地域づくり事業ということで

載っておられます。これはことし、今年度ですね、

多文化共生ということで、ブラジルでしたかね、

100周年ということで初めて事業を起こされたと。

そのときの予算も恐らくこのぐらいの金額だった

のかなというふうに思いますが、そのときに多文
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化共生という部分についてはスタートしていただ

いたと思うんですが、ことしまた100万円という

ことで、クリスマスをテーマにやっていきたいね

という話があるんですが、先回の100周年のとき

に、企業とかいろんなところにお願いに行って、

初めてのことだったもんですから非常につらい思

いをしながら、頭を下げてもなかなか思うだけの

ものが集まらなかったなというふうに思うんです

が、ことしもそういった活動というのはどういう

ふうに計画されているのかということでお示しい

ただければ。 

○市民協働課長 

 多文化のイベントにつきましても、昨年ですね、

今年度ですけれども、ブラジル移民100周年記念

ということで新規の事業ということで実施をさせ

ていただいております。 

 その中で、芸術創造協会に委託をさせていただ

いた中で、実行委員会形式をつくって運営をお願

いして、その実行委員の中でいろんな中身を考え

ていただいた中で、企業にも協力をということで

実行委員会としてトヨタ系の企業、市内の商工会

等に工場等のリストをいただいて、こういうイベ

ントをやります。ボランティアの方の派遣だとか

協力だとかそんなようなこともお願いをさせてい

ただきました。これは、やはりこういう不景気に

なった状況ではありますけれども、一度やったこ

とですので、これで閉ざしてはということがあり

ますので、平成21年についても同じような形で企

業にいろんなところでの御協力をいただきたいと

いうふうに今、考えております。 

○村上委員 

 ことしスタートだったものですから、なかなか

思うようにいかなかったなという感じは受けてお

りますが、ぜひとも恐らく時期的にはクリスマス

ですから、まだかなりの期間があるなというふう

に思います。 

 やはり多文化共生ということでは、それぞれの

国の風土の違いだとかそういったもので、恐らく

誤解という部分がかなり市内の中に生まれておる

んじゃないかなと。彼たちは、それが常識の中の

当たり前であって、我々日本人にとっては当たり

前でないというところもあるもんですから、こう

いうことについては、やはり多文化の方が知立市

内に比率として多くおられるということでは非常

に大事な事業なのかなというふうにも思いますし、

それから、ＰＲ活動ということで、より一層の盛

り上げという分について、何か施策等があればね、

考え等があればまた教えていただけて、我々とし

て協力できることがあればまた協力もしていきた

いなというふうに思いますが、その辺のところは

どんな感じですか。 

○市民協働課長 

 やはりこういうイベントというのは、市が主体

でということではなかなかうまくいかないという

ふうに私は思っておりまして、実行委員会形式を

という中で、やっぱりそこの実行委員会の中に参

加していただける方が、いかに自分たちで盛り上

がってそういう事業をしていただけるかというと

ころでありますので、まず実行委員会をもうすぐ

来月には開催をさせていただきます。その中で、

その方たちにいろんな意見を聞きながら、ＰＲ方

法についても、昨年はやはり時期的に８月の末と

いうところでございましたので、結構忙しい形に

なってしまいましたが、ことしは予定としては12

月17日から25日のクリスマスイベントの中のとこ

ろでということを今、考えておりまして、そこの

ちょうど日曜日に当たります12月20日が日曜日に

なろうかと思いますけれども、私の方の案では20

日ということで今、考えておりますので、尐し昨

年よりも時間がありますので、実行委員会の中で

いろんなアイデア出していただいて、そこからと

もかく日本人の方もそうですけれども、外国の方

にたくさん来ていただくという方法をとっていき

たいと思っておりますので、実行委員会の特に外

国の方の御意見を参考にしていきたいというふう

に思っております。 

○村上委員 

 この事業については、非常にインターナショナ

ルということでは大事な事業なのかなというふう

に思います。実行委員会の段階でしっかり論議し
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ていただいて、早いうちにＰＲしないと手遅れと

いう、先回みたいに手おくれということもありま

すので、そういう部分ではしっかり練って進めて

いただきたいなと。どちらかというと、やはりそ

れぞれの国の風習というものをお互いい知る中で

の人間関係、市長の言われる家族ぐるみというの

が出てくるのかなというふうに思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 課長のところは以上にさせていただきまして、

尐しページは飛びます。38ページなんですが、収

納方法の拡大というところで尐しお聞かせ願いた

いなというふうに思います。 

 これ、かねてからマルチペイメント方式だとい

うことでいろいろ言われておりまして、これはど

ちらかというと部長がずっと念願であったことが

できるのかなというふうに思いますが、市税等に

ついての収納率ですね。私も一度一般質問させて

いただいて、今の知立の収納率どうなのと、当時

でいきますと年間３億円ぐらい未納と、国保税も

含めて未納という時期があったんですが、今、現

状の収納率と、それから、これをやることによっ

てどのぐらい上げられるのかなという予測ですね、

これ非常にやってもおらんことなもんですから難

しいなというふうには思いますが、どんな予測を

立てられておるのかなと。ざっとで結構でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○税務課長 

 収納率ということで言われましたけど、なかな

かまだこの事業、各市始まったところでございま

して、またなかなかそういうものの数字が表にた

くさん出ていないということで、前にも御紹介さ

せていただいたわけでございますけど、公表され

た部分でいいますと、東京都の自動車税の収納率

ですね、これが2004年度で、コンビニ徴収の件で

ございますけど、96.7％が、2005年で97.3％、

2006年に97.6％と着実に向上しておるというよう

な私どもにとっては追い風のような記事がござい

ます。 

 あと、埼玉県の北本市ですね、こちらのデータ

で、こちらが私どもと一緒でコンビニ、それから

ペイジー、クレジットの３種類、これが日本で３

種類実施したのが１市目だということで実施され

ております。それにつきましてもクレジットにつ

きましては、平成20年の５月からの実施というこ

とで、余り実績にはなっていないというような状

況でございますけど、こちらの方もかなり収納の

方法ですね、口座が減りまして、コンビニが北本

市の例でございますと14.9％、マルチペイメント

が11.4％というような形で伸びてきておると。 

 ちなみに、クレジットカードでございますけど、

これが平成20年５月から実施されたということで、

まだ0.35％しか利用がないというようなことで、

それにつきましても、かなり利用の率が上がって

おると。 

 それから、全国的に多いのはコンビニ徴収とい

うのが一番多ございまして、こちらにつきまして

は、正確な数字、申しわけないですけどはっきり

しないんですけど、全体的に軽自動車とかそうい

う部分でやられてるところが多いわけですけど、

収納率の向上にはつながっておるというようなお

話は聞いております。 

 それから、収納率のお話でございますけど、こ

の３年間着実に伸びてきておるというふうで思っ

ておるわけでございますけど、収納率が県下でも

かなりの順位に達しておるというふうに思ってお

るわけですけど、残念ながら、平成20年度今、途

中経過につきましては、現年度、現状余りいい状

態とは思いません。前年対比で市民税ですね、こ

ちらが現年対忚マイナス0.45％、滞納分ですけど、

こちらがちょっと頑張っておりまして、プラス

7.34％、市民税の方が、市税の関係ですね、トー

タルでマイナス1.6％でございます。 

 それから、国保の方も徴収やっておるものです

から、こちらの方が残念ながら非常に現年度分が

ちょっと今、残念な数字が出てるわけですけど、

マイナス3.95％、それから、滞納分ですね、これ

がプラス0.78％、合計でマイナスの3.51ポイント

いうことで、平成20年度につきましては、今のと

ころこういうような数字が出ております。現年度

につきましては、今から頑張っていくというふう



- 45 - 

には考えておるんですけど、何せ先が期間短いも

のですから、どこまで頑張れるか、回復できるか

というのはちょっと厳しいなと。 

 それから、分納誓約等とらせていただいておる

わけですけど、外国人の就労者等が結構知立にも

いるわけでございますけど、かなり就労ができな

いような状態の方が多くて、分納のお話をしても

ちょっとできないというようなことでございまし

て、特に国保のそちらに大きな影響が出ておると

いうような現状でございます。 

 以上でございます。 

○村上委員 

 今こういう収納方法の拡大ということで、かな

り収納しやすい体制になってくるなということで、

恐らくプラス傾向になってくるんだろうなという

ふうには思いますが、あと、懸念するのが、必ず

僕も鬼じゃないものですからそういうようなこと

を言うのはなかなか言いづらいですが、国保税の

方につきまして、どっちかというと苦しい状況に

なってくるのかなと、今後ね。その辺のところを

どちらかというと徴収する側とされる側、そして

あと、赤い血が流れておるのか流れてないのかと

いうところもあるもんですからね、この辺のとこ

ろを今後どういうふうに体制をとっていくのかと。

そうはいうものの状況に置かれておる方に対して

は、それなりの処置が必要なのかなというふうに

思いますが、それに悪乗りする人も中にはおるん

ですよね。そこをどういった体制で収納率を確保

していくのかというところ、非常に僕も今、こう

いう状況に情勢がなってきておるものですから、

ここを強く租税債権管理機構をつくってきっちり

やれやということはなかなか言いにくいんですが、

今後これだけでは、ほんとに善良な方だけが拡大

になってふえてくると。その以外の人たちですね、

そういう人たちをどういうふうにきちっと１人１

人、この人は尐し配慮が必要だなと、この人はし

っかりもらうべきだなという部分のところを今後

尐し検討の課題に乗せていただきたいなと。これ

は要望ですけどね。 

 ただ、収納方法の拡大というところについては、

やはりその期間を置いてしっかりこのことをやっ

たことによって収納率がどうなっていったかとい

うのは議会の場にもその都度報告していっていた

だきたいなと、こんなふうに思います。租税債権

管理機構の方につきましては、検討ということで

今後要望していきたいなと。これ今答えろってい

て困りますのでね、そうさせていただきます。 

 それであと、最後の質問になるんですが、尐し

教育の方に入らさせていただこうかなというふう

に思いますが、給食センターはやられましたので、

72ページのところで、校内ＬＡＮについて尐し質

問させていただきたいなというふうに思います。 

 この辺のところにつきましては、特にうちの水

野議員が本会議で質問しようかなというふうに言

っておられましたが、ちょっとできなかったもの

ですから、かわりに村上さんやってよということ

で委員会の方でやらせていただくということで私

の方から質問させていただきますが、学校の校内

ＬＡＮ設置事業ということで始まるんですが、工

事完了の予定ということで、市内の中学校すべて

に設置されると、小・中学校ということなんです

が、工事完了予定はどのぐらいになるのか工事計

画を教えていただきたいと。 

 それから、もう一つは、校内にＬＡＮの設置を

当然こういった部分については消耗品ということ

もございまして、恐らく故障などとかそういった

ことも起こるというふうに思います。それから、

メンテナンスという部分については、非常に予算

的にも重要な課題になってくるというふうに思い

ますが、あらかじめ予算の計上という分について

は、どれぐらい見込んでおられるのかということ

でお聞きしたいんですが、よろしいでしょうか。 

○教育庶務課長 

 校内ＬＡＮにつきましては、今回、知立中学校

の校内ＬＡＮということで予算を計上させていた

だきました。平成19年度に西小学校と单中学校２

校を設置させていただいておりまして、これで平

成21年度で３校が済む予定であります。あと７校

につきまして、教育委員会としては、平成22年度

以降でできましたら１年で２校程度整備していき
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たいなと考えておりますが、そのように考えてお

ります。 

 それから、２点目の消耗品及びメンテナンスに

つきましては、予算を計上しておりません。消耗

品については特段に校内ＬＡＮについては必要性

がないかと思っておりますが、メンテについては

計上しておりませんが、修繕料ということで、こ

れは教師用のパソコン修繕も含めてという考え方

で、修繕料として小学校で70万円、中学校で50万

円計上させていただいておりますので、その中で

不都合があった場合は対忚させていただきたいと

考えております。 

 以上であります。 

○村上委員 

 規模的なものが今の御答弁で理解できるのかな

というふうに思います。ここからが問題なんです

けどね、本来はね。というのは、すべてのパソコ

ンが設置されるということで、教室でインターネ

ット等が恐らく接続が可能ということで、使用に

関してだれでもができるのかなという状況に置か

れると思うんですよね、通常であれば。そこで管

理面で問題と、例えばセキュリティ面で不審侵入

検知とか、例えばＩＤＳとかね、そういったもの

も含めてどうやってやられるのか。また、使用に

当たっては生徒たちに対してそれぞれのパスワー

ドという部分があるのかないのか、有害サイトに

アクセスをしてくるというね、そういったところ

からおかしなことが起こらないのかどうなのかと。

当然管理という部分については十分されていくの

かなというふうには思いますが、そういった面が

一点ございます。 

 それから、多くの学校なんですが、生徒の個人

情報とか成績情報とかいう部分をコンピュータで

恐らく管理、処理していくと思いますが、教員以

外でもコンピュータに情報室に入り触るというの

かね、そういったところに介入ができるのかでき

ないのか、この辺のところ、先ほども言ったセキ

ュリティの問題という部分についてはどういうよ

うな状況にしていかれるのかという部分でお答え

がいただきたいなと思います。 

○教育庶務課長 

 まず、管理面のセキュリティの問題ですが、校

内ＬＡＮにつきましては、現状といたしましては

普通教室、特別教室にすべてインターネットの端

末が１カ所ずつついております。その端末につき

ましては、現在は教師用のパソコン、これは平成

20年度ですべて１人１台ということで完了してお

りますが、教師用のパソコンのみ接続可能という

設定にさせていただいております。 

 それから、教師用パソコンを接続して使う場合

でもパスワードで立ち上げるということで、そう

いったセキュリティがなされております。 

 なお、有害サイトにつきましては、アクセスで

きないようにガードさせていただいております。 

 以上であります。 

○教育長 

 コンピュータ室の出入りの件であります。市内

の小・中学校10校すべてにコンピュータ室がござ

います。ここでは子供たちの学習活動を主にやっ

ております。ふだんは施錠がしてあります。授業

があるときには担任の先生がかぎを開けてそこで

授業をして、終わったら帰って来るということで

あります。そういうことでありますので、児童・

生徒だけで利用するということはないわけであり

ます。そういう意味で、そこで子供たちが自由に

やるということは、現在行っておりません。 

 それから、夜間などは警備システムが働いてお

りますので、そこへ出入るすることはできないわ

けであります。 

 以上であります。 

○村上委員 

 これで最後にさせていただきますが、教育長の

方にお聞きしたいなというふうに思いますが、市

内の小・中学校で職員会議ということで、かなり

膨大な資料がユーザーへ出ておるかというふうに

思います。パソコンがかなり進みますと、当然そ

の従来の職員会議等についてもパソコンを利用し

て今後職員会議や何かもやっていかれるのか。例

えばやっていかれたとするならば、当然ペーパー

レス、議会でもペーパーレスになってないもんで
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すから、なかなかそうはいかないと思いますが、

その辺のところを今後どういうふうに考えていか

れるのか、また、他市の状況ですね、他市はパソ

コンの設置状況はどういうふうになっておるのか。

それから、ペーパーレスという観点でいきますと

どんな状況になっていくのか。 

 今後、ペーパーレス化、財源という部分もあり

ますので、せっかくそういった機材が投入される

ということであれば、環境問題も含めてペーパー

レスということを考えていくのが至極当然かなと

いうふうに思いますが、その辺のところを御答弁

いただいて私の質問とさせていただきます。 

 以上です。 

○教育長 

 これで知立市の場合、すべての先生方に平成12

年度でパソコンの貸与が終わりました。校内ＬＡ

Ｎも順次整備されていくわけであります。そうい

うことに絡んで、職員会議等はペーパーレスとい

うことであります。そういうふうになれば、ほん

とに環境問題だとか経費の問題等で大変いいわけ

であります。 

刈谷市の場合、４年ほど前にもう校内ＬＡＮが

全部整備されておりまして、聞きましたら、やは

り職員会議はペーパーレスはなかなか難しいよと。

例えば知立市の場合も行おうとすると、職員会議

にときにいろんな、例えば今ですと卒業式の式次

第とか、そうするとこれを今度子供たちに指導し

なきゃいかんときに、また自分で打ち出していか

ないといけない。ずっと座ってそこで仕事をして

いるものではないので、そういうところがどうい

うふうに活用できるのかなということ、あるいは

職員会議のときにはマーカーで大切なところやっ

たり、自分のメモ書きをしたりするわけですけど、

そういう書き込みがなかなか。しかし、そういう

ものでない限りはやれることもあるのではないか

ということを思っております。 

それから、今よく行っているのが、日報という

のを毎日教務主任がつくっております。私も教務

主任のときに毎回つくりました。これなどは朝来

てぱっと開けばわかるわけです。必要な人はコピ

ーすればいいわけですけども、刈谷市の状況聞き

ましたら、そういうふうに刈谷市やってるわけで

すけど、ほとんどの人がもう一回それを出して持

って行くと。つまり、連絡事項等が書いてありま

すので、教室へ行くまでに忘れてしまうというこ

ともあります。そういうこともあって、そういう

方法でうまくいく場合もあるし、大切なことを落

とされても困ってしまうということで、今後ペー

パーレスについて学校とどういうふうにすれば尐

しでもそういうことができるかということについ

て考えていきたいと思っております。 

○嶋﨑委員 

 尐し質問させていただきます。 

 まず最初に、219ページ、予算書の屋根防水改

修工事費2,300万円、または中学校の225ページの

2,300万円と2,000万円、4,300万円、これについ

ての説明をお願いしたいと思います。 

○教育庶務課長 

 小学校費の屋根防水改修工事2,300万円につき

ましては、知立小学校の北校舎の部分を屋上防水

工事をやるものであります。 

 それから、中学校費の屋根防水工事2,000万円

につきましては、知立中学校のこれも屋上防水と

いうことで、両方とも雤漏りの方が従来からして

おりましたので、優先対忚ということで計上させ

ていただいております。よろしくお願いいたしま

す。 

○嶋﨑委員 

 今、御答弁にありました知立小学校、知立中学

校は、築何年でしょうか。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

午後３時56分休憩 

――――――――――――――― 

午後３時58分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

 どうも申しわけありません。貴重な時間を使い

まして。 
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 知立小学校の屋上防水につきましては、知立小

学校は昭和42年建築ということで、今回北棟の防

水工事をやるものであります。２回程度やってお

りますが、今回雤漏りがひどい部分ということで

北校舎をやらさせていただきます。 

 なお、知立中学校につきましては、昭和45年建

築ということで、今回の防水につきましては、パ

ソコン教室側の１棟で長いところですので、パソ

コン教室上の上部の屋上防水、東側の方になりま

す。これも２回程度防水をやっておりますやり直

しになります。 

 以上であります。 

○嶋﨑委員 

 45年、または三十数年という形でなっておるわ

けですけども、屋根防水改修工事については、自

然にそういう状態になったのか、何らかの要因が

あったのかをお教えいただきたいと思います。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

午後４時00分休憩 

――――――――――――――― 

午後４時08分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

 知立小、知立中学校とも自然崩壊ということで

今回、防水をやらさせていただきます。 

○嶋﨑委員 

 防水をやられるについて、どの程度の防水をや

らなきゃいけないという判断の基準があると思う

んですけども、ただ雤漏りがするとか、水の流れ

が悪なったという程度の問題で、これだけの

2,300万円の金を費やすことが可能なのかなとい

うと、何らかのこれだけの工事をするためには、

それなりの理由があると思うんですね。もう尐し

詳しく教えていただきたいと思います。 

○教育庶務課長 

 知立小学校、知立中学校につきましては、昨年

の年度初めに学校の方から整備計画を出していた

だいた中で、学校にもお邪魔して市の方の１級建

築士が実際に屋根にのぼって現状を見させていた

だいた中で、この防水をやっていかないと将来ま

た大きな改修が必要になるということで目視でも

確認させていただいております。 

 以上であります。 

○嶋﨑委員 

 この学校は耐震工事をやられてますよね、両方

とも。それとのかかわりはいかがでしょうか。 

○教育庶務課長 

 耐震工事については、両２校とも済んでおりま

す。知立中学校は平成20年度でやらせていただい

て完了しております。 

○嶋﨑委員 

 耐震工事の年度はわかりました。それによって

屋根防水工事改修工事をしなきゃならないとのか

かわりをちょっと。 

○教育庶務課長 

 かかわりは特にありません。知立中学校におき

ましても耐震補強工事の前に６月の時点で耐震補

強工事が始まる前に先ほどのような学校の要望と

実際の漏水、それから私の方の技術職での目視、

屋根へ上がって、屋上に上がって目視でも確認し

ておりますので、耐震補強工事とは特にかかわり

はないと思っております。 

○嶋﨑委員 

 前に確認をされた後にもう一度確認されて、そ

の内容がひどくなってはいなかったようでしょう

か。 

○教育庶務課長 

 耐震補強後、知立中学校につきましては、その

後の状況については、私の方まだ確認をしており

ません。申しわけありません。 

 知立小学校につきましては、以前でも耐震が終

わっておりますので、今回との直接のかかわりは

ないと思っております。 

○嶋﨑委員 

 耐震工事とはかかわりがないというお話ですけ

ども、ある部分では私はあると思います。それは

それで置いといて、次に質問させていただくのは、

次に屋根防水改修工事を予定をされてる箇所はど
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こでしょうか。 

○教育庶務課長 

 一忚教育委員会の整備計画といたしまして、知

立中学校、今回のものは１棟全部という形じゃな

くて一定部分ですので、できましたら来年度残り

の部分、それから、順次自然劣化をしてきており

ますので、单中学校等々、順次教育委員会として

は改修計画をしていきたいなと考えております。 

 以上であります。 

○嶋﨑委員 

 予定をされておる学校はないという。单中は特

に古い学校じゃございません。新しい学校でそう

いう問題が起きるということは非常に残念なこと

かなと思います。 

 古い学校については、50年に近い、40年を超え

た50年の学校については、学校校舎を建てかえる

という心積りはないのかがお聞きしたいと思いま

す。 

○教育庶務課長 

 現段階では建てかえというのは計画いたしてお

りません。 

○嶋﨑委員 

 計画がないようですので、お願いしておきたい

と思います。耐用年数は十分過ぎてると思います。

安心・安全に制度を守っていくためには、やはり

それなりの積み立てをするなり、それなりの計画

をもって進めていただくことが大事かと思います

ので、これは要望させていただきます。 

 次に、215ページへ戻りますけども、教育総務

費の中の学校教育指導費の中に、愛知教育大学連

携事業負担金というのがあります。負担金は、聞

くところによると、地方公共団体が当該事業から

特別の利益を得ることに対して一定の金額を資す

るというような場合があると思います。これにつ

いては、愛知教育大学連携事業負担金については、

どのような内容で、どのようなメリット、どうい

うものがあるのかお教えください。 

○学校教育課長 

 それでは、愛知教育大学連携事業ですが、本市

では、100万円という予算で外国人児童・生徒の

ための教材開発と学習支援ということで、東小学

校の方に学生が来ております。その100万円の大

きなものは、学生の交通費ということに、１回

1,000円ということで使用しております。 

○嶋﨑委員 

 学生の交通費ということでお聞きしといていい

ですか。 

○学校教育課長 

 交通費及び教材開発のための使用教材等の購入

に係る費用が含まれております。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 これは学生とじかに取り引きをされておるのか。

取り引きという言葉は悪いですけど、じかに交渉

されているのか、愛知教育大学とかかわりがあっ

てこれやってるのかお聞かせください。 

○学校教育課長 

 こちらの契約につきましては、愛知教育大学長、

それから市長と、市と大学という関係で契約をし

ております。 

○嶋﨑委員 

 先ほどお話を聞いとる中で、交通費またはいろ

んな経費ということでございますけども、例年

100万円ということなんですけど、100万円で足り

るのかなという部分があるんですけども、100万

円でいいんでしょうか。 

○学校教育課長 

 100万円という予算でありますが、この愛知教

育大学の近隣の市と大学と結んでおりまして、知

立市は100万円と。尐ないところも実はあります。

ですが、100万円という当初予算をその100万円に

合わせた事業ということで計画し、実施しており

ます。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 次に、249ページに飛びます。独立行政法人日

本スポーツ振興センター負担金、これも何らかの

形で使われております。昨年については減額尐し

されておりますけども、おおむね昨年度は612万

1,000円が尐しの減額、また、今回は605万8,000
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円ということですので計上されております。これ

についての内容の説明をまずお願いしたいと思い

ます。 

○学校教育課長 

 スポーツ振興センターでありますけども、掛金

が決まっております。小学校１人945円というこ

とで、児童数を見込んで予算を立てておるわけで

あります。転入生等もありますので、途中加入に

ついても945円必要になってまいりますので、転

出入を見通して予算を立てると、そういうことで

あります。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 じゃあこれは945円掛ける小・中学生の人数と

いうことで判断させていただいていいですか。 

○学校教育課長 

 はい、そのとおりで結構です。 

 つけ加えますと、要保護の児童については非常

に安くなっております。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 次に、101ページに滞納整理支援システム等含

めて、おおむね874万5,000円が計上されておりま

す。また、歳入の方では滞納繰越分という形で金

額が載っております。滞納繰越分は約１億820万

円という金額だろうと思います。これに対してこ

のシステムの開発、また委託によってどれだけの

滞納が整理されるのか。一忚目標はどの程度なの

ですか。意気込みをお聞かせください。 

○税務課長 

 滞納支援システムの処理手数料といいますと、

こちらの方は今回マルチペイメント、それからコ

ンビニ、クレジットですね、こちらの方を導入す

るに当たりまして、その関係で会計システムです

ね、そちらの方を改良するということで新しいシ

ステム導入ということでの手数料ということでご

ざいます。 

 それから、こちらの方で滞納にどれだけ影響あ

るかということにつきましては、収納方法が拡大

されるということで、その収納機会をふやすとい

うことで利便性の向上があるということで現年度

分ですね、そちらの滞納が減ってくるではないか

ということで期待はしておるということでござい

ます。 

○嶋﨑委員 

 特に昨年からことしにかけて、非常に難しい収

納率だろうと思います。ということの中で、これ

をぜひ滞納繰越分についての整理をできるだけ尽

力を図っていただきたいと思います。 

 その次に、33ページから35ページにかけて、行

政財産目的外使用料というのがございます。学校

教育指導費、または小学校、中学校社会教育、公

民館、図書館、文化財、市民編さん、体育施設管

理というところであります。その総額の金額はお

およそ幾らぐらいかお教えください。 

○教育庶務課長 

 小学校の方の目的外使用につきましては、学校

の敷地内の電柱、電話柱のこのうちの３万9,000

円であります。 

それから、中学校につきましては、同じく学校

の公衆電話ボックスの占用料ということで1,000

円計上させていただいております。 

○スポーツ課長 

 ただいまの小学校使用料の中の行政財産目的外

使用料でございますが、庶務課の方から電柱等の

行政財産も入りますけども、主には小学校、中学

校の体育館使用料でございます。 

それから、中学校の使用料につきましても同様

でございます。今回この中に竜北中学校、单中学

校の夜間照明使用料、昨年まで科目を誤っており

まして、行政財産目的外使用料に定められおりま

す夜間照明使用料でございますので、こちらの中

学校使用料の方に移管させていただいております。 

４番目の体育使用料につきましては、市民体育

館、昭和グランド、テニスコートの使用料とプラ

ス市民体育館の中の自販機等の行政財産目的外使

用が入っております。 

以上でございます。 

○生涯学習課長 

 社会教育使用料の行政財産目的外使用でござい
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ます。中央公民館の談話室、それから、中部電力

の配線等の電柱等でございます。それから、キャ

ッチネットワークの配線、文化広場にありますジ

ュースの自販機の設置の行政財産ということでご

ざいます。 

 それと、文化広場臨時駐車場、かきつばた祭り

のときにグランドを使いますので、そういったと

きの駐車場代、それから、弘法下駐車場、弘法さ

んのときに使います駐車場、それから、図書館等

にあります配電線等の設置の使用料、それから、

文化会館のレストランの使用料でございます。 

 以上でございます。 

○嶋﨑委員 

 今、幾らあるかということをお聞きしたんです

けども、実際には573万9,000円かなと思うところ

ですけども、約580万円でよろしいでしょうか。 

○教育部長 

 今の１節から４節までの行政財産目的外使用料

を足しますと573万9,000円になります。 

 以上でございます。 

○嶋﨑委員 

 573万9,000円の目的外使用料で、それ以外には

目的外使用料というのはこの総務委員会に関する

ものではないでしょうか、あるでしょうか。 

○総務課長 

 33ページにございます総務使用料、ここの中に

も行政財産目的外使用料ございます。これにつき

ましては、庁舎の敷地内におきますＡＴＭ、食堂、

たばこ自動販売機、電話ボックス、携帯電話の基

地局と、そこに対する使用料となっております。

ポストもございました。 

○防災対策室長 

 私どもの管轄であります消防団詰所の敷地に電

柱がやはり立っておりまして、これは目的外使用

ということで料金を徴収しております。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 次に、87ページの交通指導員報酬７人分があが

っております。交通指導員報酬という形で主に小

学校のこれよりも先に、交通指導員という仕事の

内容をお聞かせください。 

○市民協働課長 

 交通指導員につきましては、よく小学校１校ず

つみえますけれども、女性の指導員が朝と夕方、

生徒の登下校のころの交通安全指導等を行ってお

ります。 

○嶋﨑委員 

 交通指導員の仕事わかりました。 

この交通指導員報酬７人というのは、何年前か

らもう決まっておるでしょうか。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後４時32分休憩 

――――――――――――――― 

午後４時32分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○市民協働課長 

今ちょっと私の方で要綱の改正は、平成14年で

一度改正最終の前がされておりますけれども、そ

の７人、各小学校、今１名ずつなんですけれども、

いつからというのは、ちょっと私、今把握してお

りませんので、後で御連絡差し上げます。 

○嶋﨑委員 

報酬の額は改正されておるということは承知し

ております。でも、この７人という数字は、かな

り私、議員になる前からじゃないかなと思うんで

すけども、この７人で今後いかれるのかというこ

とと、もう一つは、私は、今その目的のためなら

ば７人という数字が妥当なのかということをお聞

きしたいと思います。 

○市民協働課長 

現在、各小学校に１人ずつということで指導員

が配置してありますけれども、実際に朝夕の交通

の指導と、それから保育園だとか小学校等のいろ

んな教室等がございますけれども、そういうとこ

ろでも実際に活動していただいておりますので、

今の状況の中では、各小学校１人ということで何

とかいろんな事業等については賄えているという

ふうに思っております。 
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○嶋﨑委員 

学校教育課の方にお伺いします。 

学校教育課の会計事務職員はどういう形で決め

られておるでしょうか。 

○学校教育課長 

 県の方の配置の定数がありまして、小学校の場

合には27学級までが１人、中学校の場合は21学級

まで１人と。それを超えると２人複数配置となる

というふうに決められております。40人学級で計

算するということであります。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 今，学校教育課の方では、お答えがありました

ように定数があって、27学級、21学級という数字

が出ております。交通指導員も学校の生徒を対象、

また保育園ということなんですので、ある程度は

それに準じた数字が出てこなきゃおかしいかなと

思うんですけども、今どういうお考えを持ってる

でしょうか。 

○市民協働課長 

 現状のところは指導員いろいろ活動していただ

いておりますけれども、どうにも大変だというま

でのお話は伺っておりませんので、現行で何とか

やっていただいているというふうに思っておりま

すので。 

○嶋﨑委員 

 多ければいいという考え方じゃなしに、今現状、

各学区の交通指導員の活動状況を見てると、非常

に曜日によって全部違うし、いつまたここへ来て

くれるのかなという分もあるし、いろいろありま

して、今の形では非常に不安定な部分があるんじ

ゃないかなと思いますので、できれば先ほどの定

数、または各学校、知立の学校は800人前後です

ね、知小が821、猿渡小学校が482、来迎寺が183、

東が326、西が802、单が805、八ツ田が390という

形になっております。 

 また、通学区も違いますから、それで判断する

わけにはいかないと思いますけども、やはり400

ないしは500ぐらいの以上のところは２名という

ような形で一度検討していただけないでしょうか。 

○市民協働課長 

 私の方は、近隣の各市町とのこういう指導員の

今、委員言われたような配置状況等での情報等に

ついては今つかんでおりませんので、近隣の状況

等見ながら、一度研究してみたいと思います。ま

ずは近隣の状況を見させていただきたいと思いま

す。 

 それと、先ほどの７人にいつからなったという

ことですけれども、昭和54年の４月からだという

ふうに思っております。 

○嶋﨑委員 

 私が議員になる前ということで合っておりまし

たけども、かなり長いんですよね、年数は。一度

そこらあたりで検討をしていただいて、適正な配

置というものを考えていただきたいなと思ってお

ります。 

 次に、213ページから始まりまして、総務委員

会の管轄として臨時職員がかなりの金額4,672万

1,000円程度載っております。この各学校ないし

は学校教育指導費、または小学校、中学校社会教

育、公民館、図書館、文化財、市史編さん、体育

館管理費ということで臨時職員の方がみえるわけ

ですけども、その臨時職員の方の給与体系ないし

は大体今出ている予算は、給与体系をお聞かせい

ただければ人数が出てまいりますので、とりあえ

ず給与体系を教えていただきたいと思います。 

○学校教育課長 

 それでは、臨時職員の賃金であります213ペー

ジの上から三つ目というんですか、4,600万円の

ところです。こちらにつきましては、適忚指導教

室のが東小学校の中に、むすびあい教室という不

登校というんですか、学校に行けない子供たちの

通うところの指導員、こちらが２名おります。

1,270円の５時間半が210日という積算をしており

ます。 

 それから、心の指導員ということで、中学校を

中心に回っていただいております。こちらの方は

1,270円の４時間を210日、お二人です。中学校で

すので不登校ぎみの子、または暴力的なというよ

うなことで、それぞれ役割を決めて２人お願いを
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しております。 

 それから、学校読書活動の推進委員ということ

で、各学校１名、10名の方に１日４時間、年間

102日ということで、時間給は940円ということで

計算をしております。 

 それから、きめ細かな指導対忚ということで、

小学校３年生で35人を超える、超えそうであると

いう学校に対して、その学年に対して１人教員を

現在５人を予定しておりますが、時間給が2,920

円の１日４時間の年間200日という積算をしてお

ります。 

 それから、小学校の英語活動の知立市でお願い

しておるＡＬＴという形でなります。2,920円で

年間477時間、これは市内の小学校５、６年生、

隔週に１回そのＡＬＴの先生が来てくれるという

計算をしております。その方を２名お願いする予

定であります。 

 それから、放課後子ども教室、平成21年度より

７校全校で実施いたしますので、主任コーディネ

ータが1,270円の年間375時間、２人です。 

 それから、小学校に１人のコーディネータ

1,270円の年間776時間、それから、指導員940円

で年間680時間の24人ということであります。 

 それから、同じページの下の方、下から８行目

であります。133万4,000円、こちらの臨時職員は、

平成20年度から行っております早期適忚指導教室、

外国から来た子供たちをまず日本語になれさせよ

うという、いきなり教室に入るのではなくて、こ

ちらの方で３カ月間をめどに指導していくと。現

在１人嘱託の方がみえるわけですが、もう一人、

１日５時間、年間210日でお願いしていきたいと。 

 先ほどきめ細か、小学校の35人以上というとこ

ろですが、そちらの対忚が４人で、もう一人の方

は通級指導ということで、なかなか教室で落ちつ

いて学習できない子などへの対忚をしようと。学

校を回っていくわけですね。そういう方を１人、

市の方でお願いをする予定であります。 

 以上です。 

○生涯学習課長 

 私の方は、公民館事業の臨時職員ということで、

図書室に３名ほどおります。ページ数は231ペー

ジになります。公民館事業費、ここの臨時職員が

おります。それと、公民館の事業のために、今お

二人のアルバイトの方も来ていただいております。 

 続きまして、235ページになります。図書館管

理運営費臨時職員、これは911万5,000円になって

おります。図書館の窓口事務、夜間事務というこ

とで11人ほどあげてあります。 

 続きまして、239ページ、埋蔵文化財発掘事業、

資料の作業員２名、それと発掘のときにまた臨時

職員を雇いますので９名ほどあるということで

426万6,000円。 

 それと、245ページに市史編さんのための臨時

職員２名を予定しております。 

 以上です。 

○教育庶務課長 

 予算説明書の217ページ、小学校の学校管理費

の賃金であります。1,123万7,000円を計上させて

いただいております。これにつきましては、小学

校７校の給食配膳人16名分、それから、学校用務

員臨職の６名分を計上させていただいております。 

 それから、説明書223ページにつきましては、

212万円計上させていただいておりますが、これ

は３中学校の給食配膳人６名分ということで計上

させていただいております。 

 それから、同じく説明書の255ページ、給食セ

ンターの臨時職員賃金1,182万8,000円、これにつ

きましては、40人分の76日分の賃金を計上させて

いただいております。よろしくお願いいたします。 

○スポーツ課長 

 スポーツ課の方は、体育施設管理費の中にござ

います248ページ、249ページになります。福祉体

育館、市民体育館の方の窓口業務として臨時職員

を雇い入れております。年間112万8,000円となっ

ております。よろしくお願いします。 

○嶋﨑委員 

 次に、予算の概要で76ページ、77ページがござ

います。このたび老朽化したトレーニング機器を

更新され、新しくということで市民の健康づくり

のために入れていただいておるわけですけども、
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この機械の使用の仕方については、今までどおり

借用した方がそのままやられるのか、それとも指

導員がつくのか、またはスポーツ指導員の方がや

られるのかということをお聞きしたいと思います。 

○スポーツ課長 

 ただいまの質問でございます。トレーニング機

器の更新に伴いまして新たに概要77ページのとこ

ろにございます。その中の事業の概要の（２）ト

レーニング指導という項目がございます。今まで

はトレーニング場の利用については、個人の責任

でそれぞれやっていただいておりました。ただ、

それですとけががあったりとか、あるいは機械の

損傷等でけがをするというようなこともありまし

たので、この更新を機会に講習会受講方式という

形をとらせていただきたいと思います。講習会を

１回受けていただいて、その受講者に対してはト

レーニング場を使っていいですよというような形

で進めてまいりたいと思っております。 

○嶋﨑委員 

 今、お話の中で、スポーツ指導員の方が１名み

えるわけですけれども、189万6,000円計上されて

ます。この方は主に何をやられるのかをお聞きし

たいと思います。 

○スポーツ課長 

 スポーツ指導員報酬という形で年間雇われてお

ります。過去にもそういう御質問があったように

記憶しておりますが、スポーツ指導員の役割とし

ては、当然ながらその名前のとおりスポーツ指導

を行うということではありますけども、なかなか

専門的な指導ということができませんので、今現

在やっていただいておりますのは、スポーツ教室

の先生たちとの打ち合わせ、あるいは企画運営と

いうところを主に携わっていただいております。 

○嶋﨑委員 

 今、答弁いただいた形で長年やっていただいて

おりますけども、今回初めてトレーニング健康指

導という形でトレーニングについては指導員がつ

いていただける。またはスポーツ指導員の方の仕

事はこういう形ですよという答弁いただきました。

ありがとうございます。 

 本来ならはスポーツ指導員の方は、その名前の

とおりそちらの方に当たっていただくのがいいか

と思いますけども、そうはいかないと思いますの

で、その答弁をお聞きしていきたいと思います。 

 また、もう一つ、ＡＥＤ６万2,000円があった

と思います。その６万2,000円というのはどうい

う形の内容のものでしょうか、お教えいただきた

いと思います。 

○スポーツ課長 

 予算の説明書251ページのところにございます。

ＡＥＤの借上げ料という形で６万2,000円あげさ

せていただきました。ただいま市民体育館の方に

は、前に市役所、公民館、あるいは学校等の設置

されたときに、あわせて市民体育館の方にも設置

をしていただきました。 

 ただ、一番運動をやるテニスコート、野球場に

結構そういう事故が起こりやすいというところも

ございまして、前々から検討をしておったわけで

すが、平成21年度でＡＥＤを設置したいというこ

とであげさせていただいております。 

 最初は購入するか、あるいはリースでいくのか

というようなお話でうちの方も検討しておりまし

て、購入となりますと、あと消耗品関係あるいは

維持管理、維持の関係がすべて私どのも方にかか

ってくると。リースの方に御相談をしたら、その

経緯も含めて全部面倒見ますよというお話でした

ので、基本６年間の契約に、最初は５年間ですね。

次は１年ごとの更新ということになりますが、そ

れでやっていただけるということで、リースの方

であげさせていただいております。 

○嶋﨑委員 

 ＡＥＤについては、以外なところで値打ちに普

及できるかなということをこの予算書を見させて

いただいてわかりました。この活用できる範囲を

また担当の課で検討していただければありがたい

かと思います。 

 以上で終わります。 

○三浦委員 

 じゃあ尐しお願いします。 

 はじめに、予算の概要36ページ、庁舎のリニュ
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ーアルの件に関しましてお願いします。 

 この内容の説明をお願いします。 

○総務課長 

 36ページ、庁舎リニューアル、１階床平面化事

業でございます。これにつきましては、１階フロ

アにつきましては、御存じのとおり事務室の方は

昨年末を利用しまして、事務室すべてＯＡフロア

に改修させていただきました。 

 ただ、市民の方が実際に利用します通路、待合

室の床は現状まだおうとつがありまして、車いす

の利用者の方については振動を受けたりだとか、

また職員が台車を使用する際もかなり騒がしくな

るということで、すべて全面フラット化に改修す

るものでございます。 

 以上です。 

○三浦委員 

 １階の受付が大変きれいになりましていいんで

すけど、この中には、総合窓口、これは入ってな

いですよね。これは平成21年度中に設置するかな

と思ってたんですけど、この件はこの中には入っ

てない。 

○総務課長 

 総合窓口の設置につきましては、実際職員の配

置等もありまして、現在、秘書課また企画課の方

と打ち合わせ検討中でございます。夏場をめどに、

それまでにはフロアマネジャーを配置したりだと

か、また、各課、税務課、市民課等の仕事の分担

もその中で検討して総合窓口の設置もできるだけ

早目に設置していきたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○三浦委員 

 この場合は、また１階の配置とかが変わってく

るんでしょうか。 

○企画課長 

 １階の総合窓口でございますけど、これは今、

総務課長の方が答えましたけど、うちの方で市民

課の方と対忚しまして、総合窓口につきましては

当面市民課の方で進めていくと。 

その中で、一忚フロアマネジャーにつきまして

は、８月をめどに、あと、人の先ほど言いました

問題とかそういったこともありますので、それは

秘書課の方と協議をして進める。 

それから、うちの方ももし市民課の方からいろ

いろな要請があれば協力していくというような体

制になっておりまして、今のところ、前にも委員

会の方で説明したとおりに、まず税務課の窓口を

一緒にしますので、それとあそこでちょっと一回

たくさんの方が４月になってから時間がなったと

いうことがありますので、そういうようなものを

時間が余りかからないような形をまずそれを第一

に目指すというような形で進めていきたいとふう

ふうに思ってます。 

以上でございます。 

○三浦委員 

 なるべく早くまたそういう形で進めてください。

これも市民部と関係があるかと思うんですけど、

土曜日と日曜日の閉庁時の窓口、これも今考えて

いるんでしょうか。 

○企画部長 

 土曜日、日曜日の開庁ということかと思います

が、今のところそういうところは考えておりませ

ん。 

○三浦委員 

 これ、枠の問題が出たかと思うんですけど、土

曜日とか日曜日、中央公民館なり庁舎の１階のと

ころに閉庁時の窓口ということでそれも考えてお

るということを一回聞いたことがあるんですけど、

全然それはなかったですかね。 

○企画部長 

 現在、税務課が収納の関係で一部事務をやって

おる部分はありますけども、いわゆる土日を開庁

して事務をやっていくということは、先ほど申し

ましたように、今考えておりません。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

午後５時01分休憩 

――――――――――――――― 

午後５時10分再開 

○川合委員長 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○三浦委員 

 それでは次に、予算説明書の91ページ、総合防

災訓練災害補償費負担金です。これについてお願

いします。 

○防災対策室長 

 ちょっと質問をもう一度お願いしたいと思いま

す。 

○三浦委員 

 91ページの防災訓練災害補償費負担金６万

6,000円ですか、この件についてお願いします。 

○防災対策室長 

 これにつきましては、毎年行っております総合

防災訓練に対して参加していただいた市民に対し

て傷害保険を掛けるということで、１人１円で平

成17年度の国調の人口ということで予算計上させ

ていただいてます。 

○三浦委員 

 防災訓練が保険がかかってるということで、参

加者には。はい、わかりました。 

 防災訓練がまた９月にあるかと思います。その

前に、自主防災という形で訓練もやると思うんで

すけど、小学校卖位で防災訓練、いわゆるコンテ

ナがありますよね。それを中心の防災訓練という

のを前からやったらどうかということで言ってる

んですけど、それはどういう形で行われています

でしょうか。 

○防災対策室長 

 私も１年過ぎただけでございますけども、各自

主防災会を７小学校区にそれぞれ振り分けるとい

うか、配置しまして、そちらで自主防災を中心に、

地元でやっておきながら、なおかつ隣同士の町が

一緒になって小学校でやるという形をとらさせて

いただきました。 

 昨年の訓練のあと、意見等もお聞きしておる部

分があるわけですけども、何とか避難所の専任職

員等々を平成19年度に決めましたものですから、

もう尐しこの職員と町内をうまく合わせるような

訓練が今年度もちょっとやっていかないと、１年

おきではなかなか職員も覚わりませんので、その

辺で知恵を絞っていきたいなと思ってます。 

○三浦委員 

 防災コンテナというのがありますよね。なかな

か町内の方がかぎを預かってるのかちょっとわか

らないんですけど、コンテナのかぎや何かですね、

なかなかそれを開けて中に何が入ってるかとかそ

ういったのを知る機会が尐ないと思うんですね。

町内ではやってるところもあると思うんですけど、

全体から言いますと、なかなかできてないのかな

と思うんですね。ですから、そういったのをもう

尐し防災会の方からやるように進めるとかですね、

そういった手段をしてほしいと思うんですけど。

今、答えありましたけど、そういう形で進めても

らいたいということが一つ。 

 それから、防災訓練ことしも９月にやりますけ

ど、前は昭和グランドに全町内が集まってやった

という過去のあれがありますけど、それから、今、

小学校卖位で集まってやってるとかそういう形に

変わってきてますけど、なかなかそういう形にな

っていろんな弊害といいますか、いいところもあ

りますけど、町内の方からはいろんな意見が出て

るかと思うんですよね。その辺で聞いてることが

あれば、ちょっと教えてほしいんですけど、その

訓練に対して。 

○防災対策室長 

 昨年の訓練ですが、小学校へ避難という訓練を

された住民の方々が、小学校へ行って何もやるこ

とがないと。これは避難が訓練ですよということ

がちょっとわかっていただけなかった部分があっ

たかと思います。 

 ことしについては、この方たちも、できるだけ

資材を用意しまして、何とか学校の方で参加して

いただけるようなことを考えないかんのかなとい

うふうに思っております。 

○三浦委員 

 そうですよね。なかなか小学校へ行っても参加

する人は消防のポンプとかやったりとかしますけ

ど、遊んでる場合が大変多いですよね。そういっ

たこともあるもんですから、やっぱり見直しとい

いますか、今年度は見直しを考えている、大きな
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見直し、そこら辺のことがありますか。 

○防災対策室長 

 現時点でまだ具体的にどういうふうに変えてい

くかということまで考えておりませんけども、先

ほど言いましたように、避難所をとにかく運営し

ていく中身の訓練は、ぜひとも数年続けてやりた

いなということでは思っております。 

 自主防災会の訓練について、私どもがかかわっ

てこれとこれとこれやってくださいよというもの

を自主防災に任せた形の訓練ということで、あと、

昨年もちょっと不評でしたが、防災無線、この操

作がうまくいかなかったということが大分いただ

いてますので、この辺をもう尐し考えた訓練をし

たいなと思っております。 

○三浦委員 

 町内で拠点を設けてやってますよね。第１会場

といいますか、そこで大変規律のある訓練してる

んですよね、担当決めて。今言ったような防災無

線ですか、そういうのを使ってますけど、それも

通らなかったということも聞いてますし、いろん

なことを聞いてるんですけど、その第１会場に職

員の方が１人ついて、その内容を見るというか、

そういった現場、先ほど現場言いまたけど、現場

をやはり見てほしいというか、１人職員の方がつ

くと私はいいと思うんですよね。それだけのメン

バーがいるかどうかちょっとわかりませんけど。 

去年の防災、私が聞いたのは、各第１現場の一

人ずつ職員がつくよと聞いた、それ間違いだった

かわからないですけど、そんなようなことを思っ

てましたけど、実際には現場には来なかったとい

うことでちょっと残念だなと思っているんですけ

ど、そういったことは考えられませんか。 

○防災対策室長 

今の件でございますけれども、27の避難所があ

りまして、避難所担当職員が２名ずつ一忚やりま

す。一方で、訓練につきましては７会場でやりま

すので、残った避難所職員を昨年は７会場の集め

て、ちょっと分担がないような状況も生まれたと

いうことも聞いております。 

この職員をうまくここの自主防の１次訓練等の

ところへ配置できればいいのかなと思いますが、

分担がちょっとまた違うということにもなります

ので、その辺、一度今後検討させていただきたい

と思います。 

○三浦委員 

 ぜひ検討していただいて、現場が一生懸命やっ

てるということを見てもらうのと、また、指導の

面でも助かると思いますので、ぜひお願いしたい

と思います。 

 それと、総合訓練の見直しという形でよろしく

お願いします。 

 次に、防犯ですけど、市長の安心・安全のまち

づくりの関係で交番を中学校区にそれぞれつくる

ということ。それと、知立署の格上げということ

で、そういったことを言っておられました。これ、

私も一緒ですし、ぜひそういう形で、７万人にな

ったものですから、知立署があってもいいと思う

んです。そんな意味で、市長の３中学校区に交番

という件と知立署への格上げという件、もう尐し

おお話を聞きたいと思います。 

○林市長 

 知立というのは７万人になった。そうした中で、

安心・安全度という点をいいますと、数字的に犯

罪も多い、また、交通事故も非常に比率的に高い

ということになっております。そうした中で、や

はり７万人人口になりましたものですから、この

知立警察署というのを訴えていくということは必

要性を継続的に訴えていくということが必要であ

ろうかというふうに認識を持っております。 

○三浦委員 

 ぜひですね、交番もそうですが、知立署もぜひ

市長の考えでぜひ進めてもらいたいと思っており

ます。 

 もう一つ、知立の幹部交番、これ山町にありま

すけど、これも何回も出る話ですけど、横断歩道

のところに信号機という問題、それから、バリア

フリーですけど、あそこの交番が大変古くて、入

口が階段が２段ありましてバリアフリーになって

ないという、知立のこういった公共の施設といい

ますか、交番ですけど、それにしては大変未熟だ
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ということでバリアフリーになってない。車いす

が入らないということで私のところにも話がござ

いました。 

 そんなことで、これは交番の方へも頼む話です

けど、ぜひこれを進めていただきたい。話をまた

もちさせていただきたいと思いますが、よろしく

お願いします。いかがでしょうか。 

○林市長 

 今、三浦委員がおっしゃられた件も折を見てお

願いをさせていただきたいと思っております。 

○三浦委員 

 次に、先ほど嶋﨑委員の質問にありましたが、

213ページの早期適忚指導員報酬、この件ですね、

これプレスクールだと思うんですけど、これで臨

時職員の方でもう一人ということが話がありまし

たけど、もう一回詳しくお願いします。 

○学校教育課長 

 早期適忚指導教室、今年度から始まって、現在

はお１人嘱託という形で勤めていただいておりま

すが、先ほど言いましたように、こちらにやって

くる時期が非常にばらばらであるということで、

もうできるなら１人、１対１で対忚しなければな

らないぐらい、そういうこともありまして、来年

度、平成21年度については臨時職員という形で、

１日５時間の方を１人増員という形でお願いをし

ております。 

 以上です。 

○三浦委員 

 これは東小学校ですか、何人ぐらいの対象者が

いるのか。 

○学校教育課長 

 この細かいデータが今、手元にはありませんが、

今までに25名、平成20年度、もちろん３カ月をめ

どにしております。ですから、もうこの早期適忚

教室から通常の学級に戻ってる子供たちもたくさ

んおりまして、現在が７名という状況であります。 

○三浦委員 

 これ、去年、おととしまでは県の補助金でとい

うことでして、ことしと来年が市の卖独ですか。 

○学校教育課長 

 昨年度のプレスクールというのは就学前という。

ですから日本でいうと保育園児、学校に上がる前

の子供を対象に未就学児を対象にしたものなんで

す。こちらにつきましては、学校の方が就学児童

というんですか、学校に上がる子供たちを対象に

しておりますので、対象児童が変わっておりまし

て、こちらの方は市の卖独という形になっており

ます。 

○三浦委員 

 これはずっと続けていくということでよろしい

ですね。はい、わかりました。ありがとうござい

ます。 

 最後にもう一つ、中学校の設備ということです

ので学校施設整備ということで、グリーンサーフ

ェイス、これがことし載ってないんですけど、竜

北から始まるのかなと思って期待してたんですけ

ども、載ってない理由をお願いします。 

○教育庶務課長 

 グリーンサーフェイスにつきましては、知立中

学校の方が相当前に行っております。今、委員か

ら御指摘のありました他のグリーンサーフェイス

につきましては、教育委員会としても計画はして

おるわけですが、この平成19年度、平成20年度、

平成21年度と大型事業も続いておりますので、そ

の後、教育委員会としては具体的な計画をもって

いきたいというふうに考えさせていただきまして、

平成21年度は教育委員会としてちょっと見送りを

させていただいたということになっております。 

○三浦委員 

 これ、グリーンサーフェイス、中学校２校、小

学校が７校ということで順番にやっていってもら

いたいと思ってるんですけど、市民運動会、知立

小学校でやります。天候が悪くて水浸しで中止と

いうことも過去にありました。そんなことで知立

小学校での運動会ということになりますと、やは

りグリーンサーフェイスをやってもらえればでき

る確率が高くなる。総合グランドがちょっと遠の

きましたので、何とか知立小学校でまた運動会と

いうことになるかと思いますので、その辺も踏ま

えて、ことしは無理だったかわかりませんけど、
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ことしというか平成21年度は無理かもわかりませ

んけど、次年度からぜひローテーションを組んで

取り組んでもらいたいと思います。もう一度、済

みません、お願いします。 

○教育庶務課長 

 努力していきたいと思っております。 

 以上です。 

○永田委員 

 ちょっと確認も含めて質問させていただきます。 

 まず、山﨑委員も出ましたけども、防犯対策事

業ですね、これで予算がついとるわけでございま

す。31ページですね、犯罪防止モデル事業280万

円というふうに予算がついております。現状の自

主防犯ボランティア活動の最近の状況ですね、各

町内でやっておりますけども、その中で、やはり

マンネリ化になってないか、はたまた活性化しよ

うるのかと、そのような状況を一度お知らせして

いただきたいと思います。 

○市民協働課長 

 防犯のモデル事業は、ことし平成21年で３年目

ということで、町内会については、この３カ年の

間で31町内、全町内を対象にモデル事業の対象に

お願いしたいということで周知をしておる中で、

もう既に20町内開催についてはモデル事業の対象

ということで提案をいただき、実際には先ほども

お話がありましたような青色防犯灯を設置してい

ただいておるところもありますし、夜、おやじの

会、子供のＰＴＡとかいろいろ地域の町内会の中

のまた下の組織というところで、それぞれまた独

自に活動がしていただいておりますけれども、委

員言われるように、やはり防犯のモデル事業にな

ったときはそれなりの活動をしていただいてはお

るんですけれども、その後にどうしても団体ごと

の活動に差が出てきているというのは現状として

あると思っております。 

 ことしにつきまして、初め２月ですけれども、

その防犯の現在の団体を集めて、改めて研修会を

させていただいて、今後のまた防犯の意識の高揚

を図るということで、団体に一つ自分たちの事例

の発表等もしていただいておりますので、確かに

マンネリ化になっているところもございますけれ

ども、また意識の向上を今、図っているところで

あります。 

○永田委員 

 町内によっても温度差があると。やはりそうい

ったところもでてきますけども、学区内でも先ほ

どおやじの会だとかいろいろございますけども、

その学区の方のボランティアというか、多分保護

者の方がやってるところもいらっしゃいますけど

も、その辺についてもちょっとどういう状況なの

か、一度お聞かせ願いたいと思います。 

○市民協働課長 

 学区の中では、今お話がありました八ツ田小学

校区の中で、あんしんみまもり隊という防犯団体

が知立市の青色回転灯を使って八ツ田小学校区を

防犯のパトロールをしていただいているという状

況がございます。 

 その状況の中で、八ツ田小学校区のあんしんみ

まもり隊については、そこにＰＴＡを取り入れて、

それからまた今出ましたおやじの会ということで、

ＰＴＡのＯＢの方、それと八ツ田小学校区の町内

会も中に入っておりますので、それぞれの方たち

が順番に防犯パトロールを今実際にしてただいて

いるということで、特に八ツ田小学校区では防犯

意識が非常に高くて、皆さんの活動も盛んだとい

う状況であります。 

○学校教育課長 

 学校の方の学校安全ボランティアについてです

が、各小・中学校とも結成されております。現状

そうであります。 

○永田委員 

 大体名前は私も把握してるもんでいいんですけ

ども、何年かたっての今の状況が衰退しないかと

いうそういった心配があるわけでございます。 

 先ほど当局から答弁あったように、やはり町内

と学区が一体となってやっとれば、何かそんなよ

うなしっかりした活動ができているなというよう

な感じもいたします。 

 やはり林市長の公約の一つでもありました、先

ほど三浦委員も言っておったんですけど、民間交
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番ですね、これ、こういったやり方、私もテレビ

でそういったところをやってる地域もテレビで拝

見させていただいたこともあるんですけども、そ

れ多分市長もそういうふうにそれを見て思い立っ

たのかしらないですけども、そんなような形で、

やはりそういった防犯の拠点施設がこれからはそ

ういった活動をする継続して活動していくために

はそういったものが必要じゃないかなというふう

に私も思います。 

その辺について、市長、これを民間交番といい

ながら、そのテレビでも言ってましたけども、拠

点施設の場所の選定が難しいと。家賃はどうした

らいいのかとか、当然空き店舗といえども家賃が

発生するわけですから、そういった面もこれから

市で見ていこうと。それとも御近所の底力みたい

に寄附金を集めてやっていこうとか、そういった

まだ具体的には決まってないと思いますけども、

そこら辺をしっかりと支援していこうというよう

な気持ちがあるのか、一度その部分だけお聞かせ

いただきたいというふうに思います。 

○林市長。 

 今、永田委員御指摘のように、私もテレビと、

あと視察で行かせていただいたときに２カ所ほど

たしか見させていただいた記憶があります。 

 そうした中で、民間交番という形ですね、ホー

ムページでもいろいろ出てくるわけでございまし

て、いろいろな形があろうかと思います。例えば

空き店舗を施設拠点にしている場合とか、町内公

民館とかいろいろなパターンがあると思うんです

けれども、要は、やはりこの民間交番があるとい

うですかね、こういうのがあるということで、私

が思うのは、市でつくるというんじゃなくて、地

域の盛り上がりの中で、今、知立は犯罪防止モデ

ル事業をやらせていただく中で、地域の盛り上が

りに非常に期待をしているわけでございまして、

その地域の中から拠点施設つくろうよと、民間交

番つくろうよみたいな形が出てくるということを

私、期待をしているわけでございます。 

 そうした中で、市としてできる限りの支援とい

うのがあればできればいいなという思いでありま

す。やはり市がどうこうするよりも、永田委員も

御指摘いただいたように、地域ごとに学区ごとに

温度差があるわけでございまして、その盛り上が

りというのを期待をしたいなという思いでありま

す。 

○永田委員 

 確かにいくら行政がお金をはたいたからって、

やはり地域の方が盛り上がってこないと、なかな

かそれもうまくいかないというふうに思います。

そういった地域の盛り上がりのために、いかに行

政がどれだけの手助けをしていけるのか、そうい

ったことも踏まえて支援していっていただければ

というふうに思います。 

 この２番目の夜間防犯パトロール委託料、先ほ

ども御質問ありましたけども、大体160日間を程

度に２人体制で青色パトで巡回すると、10時から

４時まで。これは回るだけですかね、車で。 

○市民協働課長 

 原則は車に乗って回るということですけれども、

ただ、やはり状況によっては歩いて回るとかそう

いう状況もあり得ると思いますし、要は、市民の

方の安心というところでは夜を何らかの形で防犯

パトロールしてくれているというところで見る防

犯ということで効果はあるかなと思っております

けれども、やはり警察ではありませんので、取り

締まるということができませんので、回って何か

あったら警察署の方に通報するという形になりま

す。 

○永田委員 

 警察ではないもんですからね、別に取り締まる

とかそういうことをやれというふうには私も思っ

てないですけども、やはりたまるところにはたま

っていくですよね。例えば神社だとかいう公園じ

ゃないですけどね、それを細かく回れとは言いま

せんけども、やはりそういった危険であるような

場所は懐中電灯でも照らせば反忚してくれると思

いますのでね、その辺はもちろん警備員に危険が

あったらいけないもんですから、その辺も兼ねて

やっていただけるとより効果があるんじゃないか

なというふうに思うのでちょっと質問させていた
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だきました。 

 もう一つ、防犯灯設置補助事業で一度執行率が

100％というふうにおっしゃっていて、今回おお

よそ100基ぐらいを横の枠を拡大したということ

になりますけども、やはり先ほどから意見があり

ましたけどど、まち部では結構明るいところも出

てきまして、かといって明るきゃいいという問題

じゃなくて、防犯灯じゃないですけども、例えば

お店の看板でぎらぎらして夜まぶしくて眠れない

だとかそんなようなこともあるもんですからね、

そういったことも踏まえて、ちゃんとした町内会

でやってもらうのが一番いいんじゃないかなとい

うふうに私も思うわけですけども、暗いところ、

例えば電柱があればすぐライトカバーだけつけて

ライトだけつければいいですけども、街路灯つけ

るだけのポールと立てないといけないような場所

もあるわけですよ。そういったところの補助とい

うか、そのような状態の防犯灯というのはどうい

った補助があるか、ちょっとその辺だけ教えても

らえますか。 

○市民協働課長 

 防犯灯の補助につきましては、先ほどお話しま

した１基当たり３万円という上限額がございます

けどれども、それにつきましては、電柱に通常よ

くある蛍光灯がついているそういう形のものです。 

今、委員おっしゃられましたような新たに、要

は電柱がないところに暗いから防犯灯を設置した

いというような場合につきましては、ちょっと補

助金額に違いが出ますけれども、専用柱を立てる

ということですので、その専用柱１基について実

際にかかった金額の３分の２の額を補助するとい

う形になっております。この追加予算の中でもそ

れも対象ということで考えておりますので、実際

にかかりましたら３分の２は市で補助させていた

だきます。 

ただし、その３分の１については、町内会の負

担でという形でお願いをしたいというふうに思っ

ております。 

○永田委員 

３分の２補助、私も買い物したわけじゃないで

すけども、ああいうポールって幾らぐらいするん

ですかね。 

○市民協働課長 

 防犯灯の今の専用柱の設置ということで、やは

り町内会にお願いをしております。町内会から請

求書、それから領収書等実績が出てきますので、

それを見ますと大体10万円ぐらいはかかります。

出てきたものを見ますと、専用柱をつけますと10

万円ぐらいかかろうかなというふうに思います。 

○永田委員 

 それでは次なんですけども、確認のため、35ペ

ージ、庁舎アスベスト除去の予算がついておりま

す。これは庁舎６階の機械室、地下機械室、発電

室、今までも保育園の調理場だとかやってきたわ

けでございますけども、これですべての公共施設

のアスベスト除去作業が終わったのか、ちょっと

そこだけ確認させていただきます。 

○総務課長 

 平成17年の10月に各施設のアスベスト濃度測定

調査の方を行いまして、その結果につきましては、

同年12月の議会で報告をさせていただいておりま

す。 

 石綿含有率の1.0％以上の施設については、そ

の後、平成17年、平成18年の２年度にまたがって

除去工事を行わさせていただきました。したがっ

て、残りは本庁舎の今回やらさせていただくとこ

ろというふうでございます。 

 以上です。 

○永田委員 

 これで公共施設という形はすべて完了したと思

われますけども、このほかに公共施設はいいんで

すけども、民間施設ですね、そういった面はある

のかないのか、実際のところまだほんとにこれが

すべてアスベストの対しての安心なのかなという

ような若干不安はない、絶対安心だということは

ないとは思うんですけど、まだそういったところ

は考えられるのか、ちょっとその辺だけ教えてい

ただけますかね。 

○総務課長 

 実は、昨年でしたか、アスベストもいろいろと
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種類が多くございまして、追加で６項目ばかりま

た検査を必要となるような箇所もございましたが、

特にその後の検査につきましては、本庁の方では

行っておりますが、各施設の調査については、ま

だ行ってないところもあるかと思います。 

 以上です。 

○総務部長 

 ちょっと訂正の答弁をさせていただきますが、

まず最初に、公共施設におけるアスベストの対す

る含有量、これは今、課長が答弁いたしましたよ

うに濃度調査をいたしました。その時点は0.6の

含有量を超えるものは除去しなさいと、こういう

中身になっておりました。平成18年の法律改正に

よりまして、今後の施設については0.1含有量に

ついての除去をすると。その時点では、私どもの

施設も0.6ということで封印作業、あるいは除去

ということで全部終えましたけれども、今回、中

央公民館を改修するに当たって建築基準法の同一

施設内の施設ということで、それが一定の形で入

ってくるわけでございまして、その部分でこの

0.1の含有量、今回の箇所につきまして除去とい

う形で、恐らく現時点ではそういった確認制度の

伴って何かやっていく以外については公共施設に

ついては、これは除去できているというふうに感

じております。 

 なお、民間につきましては、ちょっと担当の建

築課の方でないと詳細については私の方ではわか

りませんので、お許し願いたいと思います。 

○永田委員 

 管轄によって若干あるかもわからんということ

で、例えば市営駐車場なんかはまだちょっとわか

らないですからね、その辺はまた別なところで別

な機会で聞きたいというふうに思います。 

 予算書の247ページのちょっとお聞きしたいん

ですけども、各種大会等派遣報酬報償金58万

2,000円というこの予算の内容をちょっとお教え

ください。 

○スポーツ課長 

 各種大会派遣報償金でございます。これは知立

市民の方がスポーツの関係で全国大会、あるいは

世界大会等に出られた場合に、その報償の意味を

込めて差し上げる金額で、世界大会に出場される

場合には２万円、国内の大会ですね、全国大会に

される場合には5,000円というふうに基準で決め

ております。 

○永田委員 

 今まで前例があるのかよくわからないんですけ

ども、例えば平成20年度の補正予算は24万7,000

円って減額されてますけども、これは今まで使わ

れたということも推定するんですけども、どうい

ったことであったのか御披瀝をお願いします。 

○スポーツ課長 

 平成20年度の実績でございますが、件数として

は15件ございました。世界大会の方にはありませ

んでしたけども、全国大会で団体、あるいは個人

として出場されたところでございます。 

 例えば種目で行きますとゲートボール、これは

全日本の世代交流ゲートボール大会という大会が

開かれておりまして、知立のチームが代表として、

これはブラジルの方と日本の方とチームを組んで

行かれたということでございます。 

 それから、尐年野球というか中学校の野球、Ｋ

Ｂ野球というのがありまして、全国中学校ＫＢ野

球大会というので知立ノースクラブがチームとし

て出ております。 

 あとは個人的に、例えば陸上だったり、水泳だ

ったり、弓道だったりというようなことで、日本

体育協会あるいは日本水泳連盟とかそういうとこ

ろが開催される全国大会等に出場された方に交付

しております。 

○永田委員 

 意外とたくさんあるなというふうに思いました

けども、僕が知っておる範囲ではゲートボールだ

けだったもんで、ちょっとお聞きしたかったんで

すけども、例えばことしもあったんですけど、愛

知万博メモリアル市町村対抗駅伝競走大会ありま

したよね。このやつはちゃんとここに12万8,000

円と予算計上されてるんですけども、これはやっ

ぱり別物だということなんですかね。 

○スポーツ課長 
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 愛知駅伝につきましては、消耗品だとかいろん

な報償費だとかということで、選手あるいは監督、

コーチ等々にお願いしてやっていただいておりま

すので、それの報償費や何かが計上してあります。

これとはまた別で、あくまでもそれぞれの競技団

体から地区の予選等を経過して愛知県大会、ある

いは中部ブロックの大会等を勝ち上がって全国大

会に出られた方、そういう方たちに対しての報償

ということでやっております。 

○永田委員 

 安城なんかですね、オリンピックで柔道で金メ

ダル取った谷本選手とかいらっしゃいますけども、

そういった感じでも、あれは特別なのかもしれま

せんけども、ひょっとしてそういった方が出られ

るようなことになれば、またその辺はそれでこの

予算内の計上でやっていこうというような感じを

持ってるんですかね。 

○スポーツ課長 

 オリンピックというと過去に鈴木久嗣くんだと

か生駒純子さんという形で陸上、水泳のそれぞれ

協議で出られました。今回、実はこの平成20年度

にオリンピックではないんですが、世界のマスタ

ーズのボートの部門でマスターで優勝された方が

知立におみえになるということで、今ちょっとそ

の表彰関係の準備をしております。そういう方た

ちもあわせて金額は基準が規定でされております

ので、これでやるしかないのかなと。私どもとし

ては、この基準に沿ってやらせていただくという

ふうに考えております。 

○永田委員 

 知立にもぜひそういったすばらしいスポーツ選

手が出てくればいいなというふうに思っておりま

すので、その辺またよろしくお願いいたします。 

 最後に、213ページの先ほども嶋﨑委員から臨

時職員という形で出たんですけども、心の相談員

ですね、あと、あいフレンド指導員報酬金、これ

以前私も質問したことがありまして、心の相違団

員なんかはやはり子供よりも親が相談が多いとい

うようなんで、年間でいうと100名以上の相談を

もらっとるということなんですけども、その辺に

ついて今の状況というか、どんな状態なのかとい

うことを御披瀝お願いいたします。 

○学校教育課長 

 まずはじめに、心の相談員についてであります

が、陰山先生をはじめとして今年度からお一人、

スーパーバイーザーという方、名古屋大学院の教

授の方ですけども、１人ふえる形で増強したとい

う形をとっております。委員御指摘のように、相

談件数等についても数多くなっております。 

 それから、单小学校と八ツ田小学校につきまし

ては、県の方からスクールカウンセラーという中

学校の方に配置されておるんですけども、小学校

の方にもということで单小学校と八ツ田小学校の

方には県から派遣されておるスクールカウンセラ

ーの方が２校兼務というような形で行っておりま

す。 

 それから、あいフレンド事業につきましては、

学生に子供たちのお願いをしておるわけですけど

も、一時期あいフレンド事業も拡大をしましたけ

ども、発達障害児等補助員というふうにまたこち

らの方も教員を目指す学生、または臨床心理士を

目指す学生等に来ていただいて、個別に対忚しな

ければならない子供の方を見てもらうということ

もありまして、現在は各学校１名という状況にな

っております。 

 活動としましては、週２回70回ということを基

本としております。午前中３時間、または午後３

時間、１日３時間という形は変わっておりません。 

 以上であります。 

○永田委員 

 ちょっと気になったものですからね、このあい

フレンド指導員報償金が３年前に比べると大分予

算が減っとるような感じもしとるもんですから、

ちょっと心配で質問させていただいたんですけど

も、やはり学生が尐ない、減ってるということな

のか、その辺、御披瀝をお願いします。 

○学校教育課長 

 先ほどもお話をさせていただきましたけども、

平成19年度より個別に対忚するということで、発

達障害等支援員というのを新たに設けたというか、
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新たにお願いをするようにしてきたということで、

こちらの方が尐し、ですから今現在は中学校のみ

と。現在３人であいフレンドについては、中学校

のみという形にこちらは縮小されております。失

礼しました。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後５時59分休憩 

――――――――――――――― 

午後６時07分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○学校教育課長 

 先ほどのあいフレンド事業についてであります。

不確かなお答えをしましたので、改めてお願いい

たします。 

 愛フレンド事業につきましては、平成10年度よ

り平成17年度までは不登校児童・生徒を支援する

ために各中学校に１人ずつ３名ということであり

ます。 

 平成18年度につきましては、軽度発達障害のあ

る子もやはり支援をしなければということで、平

成18年度につきましては各小学校にも１人ずつと

いうことで10名に増員をしました。 

 そして、平成19年度からは、愛フレンドはもと

の不登校児童・生徒対象ということで中学校の３

人に戻しまして、軽度発達障害等の支援員につき

ましては、予算書の215ページの一番上に載せて

あります。平成20年度は17名、小学校２名、二七、

十四に、中学校１名、17名ということで別枠とい

うのか、別に増員をした形になっております。 

 それで、発達障害児等支援補助員につきまして

は、平成21年度についてもう３名増員して20名と

いうことで、あいフレンドと合わせますと23名と

いう拡充というんですか、そういう形にしており

ます。 

 以上です。 

○永田委員 

 減ってるかなと思ったら、実際のところはふえ

てるということで。 

 私、心の相談員もそうなんですけども、ちょっ

と今回、卒業式に行って卒業証書を受け取る子た

ちに名前を呼ばれるものですから聞いてたんです

けど、結構飛ぶんですね、名前が。名前呼んで返

事返ってくるんですけど、10名ぐらいおってです

ね、後で何でこんな名前が飛ぶんだと聞いたら、

やはり心の悩みを抱えている学生が多いというこ

とで、学校に来るだけでもやっとの子がおるとい

うようなことをちょっと聞いて、こういった中学

生となると、ほんとに難しい時期にあるわけです

けども、これもすべて学校がどうのこうのという

わけじゃなく大半は家庭の問題だと思うんですけ

どね、それをいかに学校側が救ってやれるかとい

うのが重要だと思うんですね。 

やっぱりテレビなんか見ていても、そういうふ

うに熱心な校長先生がおっただとかそういった事

例だとかがあるんですけども、今の世代で今の悩

みをため込んで不登校になってしまう子たちがた

くさんおると思いますので、その辺を目配り、気

配りしっかりしてやっていただきたいなと。私、

教育者じゃないのでそういった細かいことはわか

らないですけども、その辺、救ってやれる、救い

を求めてる子供たち、どうか温かい手を伸ばして

あげていただきたいなというふうに私の願いでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○高橋委員 

 当初予算についてお尋ねをいたします。 

 本委員会は総務委員会ですので、お金と財政、

台所の話が欠かせないテーマだというふうに心得

ております。これは本会議でも最近の金融不安を

前提にして、どう知立の財政をやりくするのかと

いうことが議論されましたし、昨日は、建設水道

委員会で非常に熱心な財源論、財政論が議論され

ました。それは総合運動場、総合公園を凍結する

ということについてどうなんだうことを入口にし

まして大変な議論がありました。 

 それで、補正予算で決算見込みについても伺っ

たんですが、現在の財政調整基金が５億5,000万

円ほど、そして９月の決算で実質収支が５億円か

ら６億円ということであれば財源留保ができるの
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が３億円から４億円と。そして今度の最終補正予

算でありますように、繰入金の戻し、そして新た

な財調の積み立て合わせると５億円ぐらいあると

思うんですね、いってこいで。そうしますと、５

億5,000万円足す３億円から４億円、さらに５億

円ぐらいを足しますと十三、四億円が今年度、平

成21年度の年度末ぐらいにくるとやられるんじゃ

ないかと。今の年度末というのは19億円なんだか

ら、19億円が５億円ぐらい減って十三、四億円に

なるんじゃないかと、来年のこの時期はね。当然

14億円を切り崩して歳入に入れるわけですから、

平成22年度には。ことしは御案内のように、13億

9,000万円ですか、14億円ですか。そうすると来

年度末に残った財調というのは、平成22年度で全

部ぶち込むと。ぶち込まれるかどうかは知らんよ。

それは歳出の関係だから。ことしだめならぶち込

むと。あるいは臨時財政対策債の充当率を100％

にして借金をふやしながら財調を多尐でも手元に

置こうということになるかもしれない。そのやり

くりはいろいろあると思うんですが、そういうこ

とになると。 

 そして９月の決算見込みと年度末の補正のがら

がらでまた財調に積み立てていくということにな

るんだが、その回しの中で、年間４億円から５億

円は歳入との関係ですが減っていくということに

なれば、来年14億円あってもこれは３年ぐらいで

底を着くんではないかと。その結果、本会議では

平成25年度には基金が空になりますと、こういう

答弁をされたというふうに私は理解をさせていた

だいたんですが、そういう見込みでよろしいです

か。 

○総務課長 

 ただいまの高橋委員がおっしゃるとおりかと思

いますが、こちらの方で、実はこういった財政状

況厳しい中で、まだ公表できるような段階ではご

ざいませんが、税務課の方の税収の見込みだとか

いろんなものを加味しまして、今現在のと申し上

げますか、財政計画を尐し練りさせてもらいまし

た。その中で、平成21年度の財調の残高につきま

しては、委員のおっしゃるとおり大体14億円程度

ということで間違いございません。そういうふう

にうちの方も試算をさせていただいております。 

 あと、その後の一忚計画といたしましては、今

後、財調の方の取り崩しの方を同時にこの14億円

を全部切り崩しちゃいますと、もうこの卖年度で

終わっちゃいますので、今後、引き続き市として

財政を検討していく中で、約５億円ほど財調を取

り崩していくという考えで、今検討をさせていた

だきます。そうしますと、平成24年度には財調が

ゼロになります。マイナスになっちゃうというよ

うな形で今検討しております。といいますか、そ

ういった計画を今作成しております。 

○高橋委員 

 大体私の認識とイコールなんだけど、平成24年

度末になるとね、財調がゼロになると。財調がゼ

ロになるということは、何を意味してるんですか。 

○総務課長 

 これが簡卖に財政破綻といっていいかどうかわ

かりませんですが、一般財源、または特定財源を

今後どういう形で検討していくか、また、歳出を

特に今後の事業に関しましては、市民の生活を優

先にいろいろと事業の方を検討していかないけな

いんですが、今の実施計画を採択された業をその

まま計画していきますと、先ほど申し上げました

ように、平成24年度には財政調整基金がゼロにな

るということですので、市債といいますか、起債

の方の借り入れ等をまたさらに検討していくこと

になるのではないかなというふうに思います。 

○高橋委員 

 平成24年度で財調がゼロになると。今のような

テンポでやっていった場合ね。そうすると、今年

のような予算編成はできないということになりま

すね。14億円の財調を切り崩して歳入に当てると

いう予算編成はできなくなる。そこは一般財源と

して使える地方債、臨時財政対策債のような一般

財源として使える地方債を思い切り充当するとい

うようなことでフリーハンドをもたないと、とて

もじゃないがやれないということになるんですが、

平成24年度財調がゼロということについての内容

を含めて、来年度から個人市民税が減収になると。
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今50億円ですよ、今年度当初予算。税務課長、ど

れぐらい来年ぐらいから減っていくというふうに

見ておられるんですか、個人住民税あるいは法人

市民税。法人市民税は前年度比４割減ということ

なんですが、今後の見通し。 

○税務課長 

 市民税につきましては、予算ベースでいいます

とプラスで出ております、平成21年度につきまし

ては。法人税につきましては、４億4,000万円減

のマイナス40％ということでございます。 

 それで、これが平成21年度で、平成22年度にな

りますと、そこから個人市民税ですね、こちらの

方が46億7,000万円、94.34％になってしまう。そ

れから法人市民税５億2,081万2,000円で、平成21

年度対比でございますけど78.91％になると。 

 あと、固定資産税につきましては、若干伸びる

というように考えております。あとの税につきま

しては、ほぼ横ばいというような形で考えており

まして、トータルでは平成21年度で前年対比が

94.88％、平成22年度につきましては、その平成

21年度との対比になりますけど、96.7％というこ

とで、減額になっておるということで考えており

ます。 

○高橋委員 

 今後どういうふうになるかは必ずしも定かでは

ないけれども、個人市民税もことし50億円予定さ

れているんで46億7,000万円、３億円以上ね、４

億円近いことになるかもしれませんが減収になる。

それから法人も今６億6,000万円だけども、それ

がさらに１億数千万下がって５億2,000万円にな

っていくと、歳入はね。財調は先ほど言ったよう

な答弁があったような形で減っていく。地方債も

借り入れないとやっていけないと。これが平成21

年度以降、進んでいくんではないか。 

 もう一遍聞きたいんですが、財調はゼロになっ

たとき、平成24年度、これはどういう事態になる

んでしょうか。財調がゼロという。歴史的に知立

が財調がゼロになったことがあるのかないのか、

私よくわかりませんけども、しかも前提は大型事

業を控えてます。平成24年度から鉄道が３倍から

４倍とも言われてますよ。それから、駅周が毎年

４億円近く一般財源を掘り込んでおくわけでしょ

う。建設水道委員会でも答弁がありましたように、

平成24年度以降は３倍から５倍になって、基金を

入れていく、都市整備基金を。ところが土地に転

化したものが既にあるので、その分も充当するよ

うなことになると一般財源の支援を得なきゃなら

んと、こういう答弁があったんですね。 

もう一回そうした全体の大型事業と知立市を取

り巻く歳出の見通しの中で、財調がゼロになると

いうことはどういう状況になるのか、何を意味し

ているのか、もう一回、私たちにやかりやすく答

弁お願いします。 

○総務課長 

 財調がゼロになるということにると今後という

ことでございますが、実質、ちょっとお待ちくだ

さい。ちょっとお時間いただいていいですか。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後６時23分休憩 

――――――――――――――― 

午後６時25分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○総務部長 

 過去には9,300万円という財調になったときも

ございますが、現時点におきまして、そういう状

態になる前に基本的には実質赤字比率、財政健全

化比率の中で、これが知立市における早期健全化

基準を超えていくことになる。すなわち、昔の用

語でいいますと、準財政再建団体、そして財政再

生基準に達してしまうと、昔の言葉でいう再建団

体という形になってくわけですが、今、課長が答

弁いたしました中身は、まだまだショックアブソ

ーバー、基本的にそこまでの間に今は７億円とい

う赤字地方債でずっとシミュレーションしてます

ので、それは今回もこの前答弁しましたように、

８億5,000万円という試算がございます。これは

多分ふえてくるでしょう。 

 それから、普通建設事業費が現時点の実施計画
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をすべてやるという中身と、それから実施計画以

後の普通建設事業費もそれ相忚の額を全部入れた

中で行っておりますので、そこまではいかないと。

すなわち、平成25年になってくると、私としては、

本会議で申し上げたように、厳しい状況を踏まえ

なければいけないと、そういうことだと思ってお

ります。 

○高橋委員 

 これからそういう方向へだっと財政が負のシフ

トになっていくということですね。 

 それで、やはりこの事態を我々きちっと認識し

なきゃいかん。それはお金がないからやるべきこ

とはやらんでもいいというふうに話を転化すると

いうことはいけませんけども、そういう事態にな

ると。 

 それで、建設水道委員会あるいは本会議で、市

長なかなか苦しいんでね、責められますから、総

合グランドをどうするなと責められますから苦し

いもんだから、なるべく近い将来、なるべく早い

段階でこの財政をきちっと見直したいと、つかみ

たいという答弁をされて、そのときに可能であれ

ばということを言われたんですが、私ちょっとあ

の傍聴席からやじらせてもらったけども、今の答

弁で既にシミュレーションができとるんですよ。 

今後どういう財政状況になるかということは本

会議で既にその片りんと走りが総務部長からも答

弁されてるし、総務部長の言ってることが信用で

きんというならこれは話が別ですがね、そんなこ

とばかな試算をするんじゃないというんならこれ

別なんだが、そうでなくて今日までのお互いの認

識とお互いのつながりの中で、認識をお互いに深

めていくという立場で議論をやっとるわけだから、

そういうことでいうとね、準財政再建団体という

ようなことも視野に入れなきゃならんような状況

も言及されてると。これはオオカミ尐年という意

味じゃなくてね、そういう目で見ると、市長は苦

しからああいう答弁されたということは、その限

りでは政治的な発言として私、理解をしないわけ

ではないが、これは腹の中ではきちっと総合グラ

ンドの復活はできないと。むしろそれよりも他の

ニーズを切らざるを得ないというような事態、あ

なたの公約をも切らざるを得ないような事態がく

るのではないかという心配を私してるんですよね。 

市長、そういう点でいいんですか。そういう腹

構えと認識で。ちょっと基本的な点をお答えくだ

さいよ。 

○林市長 

 私ですね、一般質問等々から全然全く変わって

ないんですけれども、今回総合グランド凍結、そ

して見直しというなぜかという話の中で、やはり

今この大型事業、そして安心・安全、教育、子育

て支援、福祉、市民ニーズがたくさんある。そし

て大型事業もあると。そうした中で、一度ほんと

に財政状況をしっかり見定める、また市民ニーズ

もほんとに見定めないといかんという思いで、ほ

んとに断腸の思いで補正で総合公園の１億5,000

円切り、そして断腸の思いで今回は、ほんとは保

育施設整備基金だって積むような予定だったんで

すけれども、一度断腸の思いでカット。 

 そうした中で、なおかつ史上最大の14億円近く

の財政調整基金が知立市においてカットというか

繰り入れられたわけで予算の載るわけでございま

して、そうした中で、やはり大事なことは、今、

高橋委員、るるおっしゃれましたように、こうし

た財政状況を皆さんが認識することが第一歩かな

という思いを感じております。やはり市民の方々

も議員の皆様方も、そして執行部もそうでござい

ます。皆さんで認識を情報を共有化をして、そこ

から事業の選択をほんとに多くの皆様方とともに

していく、そんなことが必要であろうというふう

に思っております。 

 そうした中で、私なにもその総合公園に限らず、

ほんとに福祉も必要である。きのうの建設水道委

員会の中でも出ました。下水道、本来は10億円ず

つ繰り入れていく約束だったのに、これからどう

なのという話の中で、下水道も大事、しかし、福

祉も大事、教育も大事、その中で、やはり何遍で

も申しますけれども、財政状況をみんなで共有化

をして、そして皆さんで事業を選択をしていく、

そんなことをやっていかなければいけないという
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ふうに私は思っております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 がらがらぽんですよなんてことは言ってないで

すよ、私は。今の話は、がらがらぽんにするとい

う話だがね。そんないいかげんな答弁、私、認め

ませんよ。だってローリングプランがあり、議論

を積み重ねてきた経過があり、そして市民ニーズ

がそこに反映されてるんだから、それを財政危機

なんだという言葉でもってがらがらぽんにしよう

という答弁だ、今。そんな答弁、認められません、

私は。あなたの公約が凍結なんだから、その解除

に当たって財政検討をしっかりやりたいと、こう

おっしゃったからね、その回答は既に出てるんじ

ゃないのですかということを聞いただけの話です

よ、私は。だから、あなたの水道の繰入金を切っ

たことも保育園の整備基金を切ったことも免罪に

しようなんてことは私はとんでもない、思ってま

せんよ、そんなことは。それを市長言い始めたら

ね、あなたは、今までの市議会の到達点を全部な

いがしろにするということですよ。財政危機の名

を借りて。そして公約もそんなことはできないん

だと。林スタイルで公約とは違う林スタイルが前

で出てきてね、あなたが議員時代に言ってみえた

外部委託、職員の削減、そこへ走るんじゃないで

すか。そんなことは許せないですよ、私は。また、

そんなことを答弁を求めとるわけじゃない。あな

たが公人として市長になられたその公約を立脚点

にして議論が始まるわけですから、その点で、先

ほど私もね、なかなかあなたは政治的に苦しい立

場なんだということで理解を示してあげているん

ですよ。だからこの復活せよという要求がきのう

もかなりありました、各会派から。我々は公約を

守れという立場で論戦を張らせてもらった。それ

を何とかかわさなきゃいかんから市長はね、だか

ら財政検討しっかりやってというふうにお答えに

なった。ちょっと歯切れ悪かったけどお答えにな

ったけども、私から言われせれば、それは今のや

りとりで答えは出てるんじゃないのかということ

を申し上げたいわけですよ。答弁いただくと話が

くちゃくちゃになっちゃうんでね、もうやめとき

ますわ、これは。そういうことなんだということ

だけは、きょうの段階でしっかり認識をしておい

ていただきたい。副市長、いいですか。 

○清水副市長 

 財政状況の今後は、先ほど総務部長が御説明を

したとおりかな。私も大変厳しいというふうに認

識をしてるわけでございますけども、総合公園の

話も昨日も時間をかけて議論もありましたけども、

それにつきましても昨日、るる御説明を申し上げ

た中で、十分私どもの方としては努力をしていき

たいということでございます。 

 いずれにいたしましても、今の計画、いろんな

実施計画、それから財政計画、そういうものもき

ちっと今あるわけでございますけども、今後の状

況によっては、先ほどの今後の税収等の見込み、

そういったものが勘案しながら一定の見直しとい

うこともこれは避けざるを得ないのではないかと

いう認識でございます。 

○高橋委員 

 ちょっと副市長の方がまともな答弁かな。だか

らそのときの基準は、林市長の公約ですよ。やら

ないと言ったことについては財政が厳しいからや

れないんですよ。やりますといって公約されたこ

とについては全力を尽くしてもらいたい。保育園

の基金と学童保育の西小の基金、こんなものは、

あなたの子育て日本一の公約でやりますというベ

クトルだからね、やりますベクトルは努力せない

かん。やりませんベクトルは財政状況を勘案して

ね、よりやりませんという方向でシフトされる。

これが林市長と市議会の政治的な立脚点、ここを

間違えないようにひとつお願いしたいと。 

 あなたは裸の王様じゃないんだから、マニフェ

ストを持って堂々と負託にこたえられているんだ

から、そこを間違えてもらっては困るということ

は申し添えておきたいというふうに思います。 

 その上で、私、幾つか聞きたいんですがね、最

初にもう一回、退職金の問題についてお伺いしま

す。 

 私、本会議で聞きましたけども、75ページ、予
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算書、特別職退職手当組合負担金613万9,000円が

特別職の負担金だというふうに承りました。これ

は市長と副市長の分ということですか。市長の負

担金は、これ幾ら計上されていますか、教えてく

ださい。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後６時38分休憩 

――――――――――――――― 

午後６時39分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○秘書課長 

 負担金につきましては月額33万9,480円で、年

間407万3,760円の金額を見込んでおります。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 それはもう残りが副市長ということね、特別職

だからね。市長の分は407万円余の分担金が歳出

されてくると。 

 林市長にちょっと確認を求めたいんですが、本

会議で私はあなたの一般質問に対する答弁で、

月々の給料に読みかえたいんだと、2,000万円ぶ

んをと、こういう答弁に対して、副市長や教育長、

まことに申しわけないと思ったけども、想定され

る話としてああいう議論をさせていただきました。 

 現在、今、課長答弁のように分担金払うんです

が、現在あなたの退職金に対する公約についての

率直なこの思いというか、全額カットという公約

を断固としてそれが私の公約だと、迂回をしない

というふうにきちっとおっしゃられるかどうか、

もう一度あなたの見解を求めたいと思います。 

○林市長 

 退職手当のこの全額カットにつきましては、引

き続き退職手当組合にしっかりとお願いをさせて

いっていこうというふうに思っております。 

 また、そうした中で、今、岩倉市とともに文書

でやらせていただいております。いろいろなアプ

ローチの仕方も考えながら、一生懸命取り組んで

いきたいと思っております。 

○高橋委員 

 一生懸命取り組めばいいんだけど、給与に読み

かえて、月々の給料の削減で2,000万円相当額を

見出すというあの迂回は、あの答弁されましたけ

どね、あれは正しくないという認識を深めて、そ

の方針はとらないということでいいかどうかとい

うことを聞いておるわけです。 

○林市長 

 大切な市税を有効に使いたいという思いの中で、

一方で2,000万円のお金を早く有効活用したいな

という思いの中で、そういう月額のカットという

選択肢もあるわけでございます。決して私は、そ

れが自分自身で間違っているという感覚、自分自

身ないわけでございます。 

 しかしながら、今、全力で退職手当組合に何と

かこの退職手当カットができるような方向で頑張

ってまいりたいと思っております。 

○高橋委員 

 正確に答えてないだわ。そこがあなたのこすい

ところなんだわ。給料への迂回はないないと。あ

なたね、きのう建設水道委員会で何とおっしゃっ

たかといいますと、あの総合運動場の件でね。私

は選挙公報には凍結とは書いていないと。見直し

と書いてありますと、こうおっしゃいました。 

確かに選挙公報ね、林郁夫さんの選挙公報は凍

結とは書いてない。見直しなんですよ。見直しと

書いてあるのは、きぎの会発行の選管公認のここ

は一時凍結と書いてある。だけどあなたは、きの

うの答弁で、いや、私は一時凍結だけども選挙公

報ごらんいただきたいと。私は見直しと言ってお

るんで、一時凍結とは選挙公報では言ってないと

いうぐらいにあなたの公約の厳密さをアピールさ

れました、きのうね。だから白紙とも言っていな

いよと。だから私の公約は見直しと。この選挙公

報がより角度がいいのか、これが角度がいいのか、

それは私よくわかりません。同じ人が発行されて

いる、これが政治団体が、これがあなた自身の手

で書いたものだというふうに思うんでね、これ両

方とも一体のものとして強弱なく両方とも大事な

マニフェストである公約だと私は理解しています。 
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 あなたはきのう、私の選挙公報には凍結という

言葉はありませんと、見直しですと、あくまで。

より厳密にあなたの公約について、きのうは力説

されました。そういうことからいいいますと、総

合グランドは自分の公約に対してより厳密に鮮明

にみずからの公約の中身を精査しながら、退職金

はどうなっているかというと、退職金は１期４年

で2,000万円は庶民感覚とかけ離れており全額カ

ットします。だからこの給与に置きかえるとか、

大事な血税を私がもらう血税分を返上するとかは

書いてない。あなたが、あえてきのう強調された、

より正確なあなたの公約は、退職金の全額カット

なんですよ。しかもこれは選挙公報で初めて登場

しました。 

だから、きのう総合グランドではあれほどきち

っと自分の公約について精査される発言をされて

おりながら、なぜ御自分の全額カットについて責

任を持たれないのか、ここが大変疑問であります

し、市民も聞きたいところだと思いますよ。 

だから、きのうのあなたの立場を尊重すれば、

退職金は全額カットと。これ以上でも以下でもな

いというのがあなたの公約じゃないですか。そう

いう理解ではいけないんですか。 

○林市長 

 退職金の全額カットに向けて頑張ってまいりた

いというふうに思っております。 

○高橋委員 

 向けて頑張るとか、向けて頑張らないとかいう

行動指針を聞いておるわけじゃない。あなたの公

約は何なのかということをね、当選されて月日が

たつわけですから、実現しないマニフェストとい

うのはごまかしたいんだよ、それはお互いにね。

そういう心理が働いたって別に不思議ではないで

すよ。 

 だから、あなたの公約は、表も裏もなく退職金

の全額カット以外の何物でもないんだと。この点

で確認できますねということを聞いておるんです。 

○林市長 

 公約はごまかしたいという思いは、私はないで

す。退職金全額カットという公約であります。そ

れに向けて真剣に頑張ってまいります。 

○高橋委員 

 ということは、本会議で言われた給与への置き

かえは撤回だと、そういうことはあり得ないと。

それは公約ではないと。おやりになるかもしれん

けど、それは公約ではないと、こういう理解でい

いですね。 

○林市長 

 公約に向って今、全力投球しているわけでござ

います。高橋委員は、この退職金カット以外は公

約違反だということをおっしゃられるわけでござ

います。一方で、私はこの2,200万円、2,000万円

ですか、これの市税の有効活用という視点が私こ

れは大事に使いたいという思いがあるわけでござ

います。しかしながら、そういう思いはあるわけ

でございますけれども、やはり公約は退職金の全

額カットであります。これに向けて組合等に働き

かけていきたいと思っております。 

○高橋委員 

 よくわからんのですよ。働きかけるベクトルの

方向はいいんだわ。実現できるかできないかはこ

れから正念場で踏ん張ってもらわないかんけども、

あなたの公約は、本会議で公式におっしゃった。

中日新聞も書きました、ベタ記事で。林市長は、

退職金全額カットができない場合には、自分の給

料を2,000万円相当額を引き下げるということを

答弁したと、これが公約だと答弁されたというふ

うに書いてあるし、みんなそう認識しとるけども、

それは公約ではないんですよねと。きのうの建設

水道委員会では、私は凍結ではなくて見直しなん

だと、公報は。そこまであなた、一言一句を精査

したんですよ。だとしたら本日の答弁は、市長の

退職金全額カットは、まさにそれ以上でも以下で

もない。これが公約だということなんですよねと

いうことを承っておるだけの話だわ、私は。何も

嫌味を言おうということじゃない。あなたの公約

を再度確認しとるだけの話ですよ。何で難しいの、

林市長。 

○林市長 

 これは高橋委員とちょっと認識が違うのかなと
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いう思いがあるんですけれども、公約の文言を果

たすこと、そして公約が目的としているものは何

かということですね。まず公約が目的としている

もの、私は高橋委員がまたこれ違うじゃないかと

おっしゃられるかもしれないですけども、私が公

約を果たすことにしてどんな結果を得たいかとい

う一つは、やはり隠さず言いますと、いま一度心

に手を当てて考えますと、高橋委員は本会議の中

で、2,000万円ぐらいはどうのこうのとおっしゃ

られたんですけれども、この2,000円を何とか有

効活用できないものかという視点で考えると、や

はりこの2,000万円を歳費からカットすることも

あながち私はこの公約の目的とは違うじゃないか

とは私は言えないという認識であります。 

○高橋委員 

 だんだん林市長のほんとに姿が見えてきました

ね。きょうの中日新聞並びに朝日新聞で、名古屋

の市長の退職金が今度の市長選挙の大きな争点に

なると書いてあるんです。名古屋の市長は、

4,000万円でしたか、4,224万円いただかれるんで

すよ、退職金。２期目よりも900万円高くなると。

4,224万円が高過ぎるのか安過ぎるのか、民主党

の河村氏、あなたの選挙に忚援に来られた河村氏

は高いと、こんな退職金はね。だから私は、これ

は全額カットだということをおっしゃってる。私

たちが推薦することになっている太田さんという

方も登場して、私も4,224万円は庶民感覚からし

て高過ぎると。だからそういう公約をしますと、

こう言ってみえるわけね。自民党の推薦の方につ

いては、それは卖純にコメントできないというよ

うなことを言ってみえて、市の総務局長は、委員

会でその質問にあって、報酬審議会が適切な額だ

と判断しており、名古屋市のトップを担ってきた

市長として市民に理解してもらえるはずだと言っ

て退職金の正当性を述べたわけです。ここにはね、

給料の話は全然出てないですよ。何が争点かとい

ったら、4,200万円が高いのか安いのかと、庶民

の感覚からいって。そこれが選挙でまた試される

でしょうね、名古屋市は高いのか安いのか。 

あなたも書いてあるように、2,000万円の退職

金は庶民の面線からして高いんだと。だから私は

これ全額カットしますと。これがすかんと有権者

に入るわけですよ。それはまさに給料の問題であ

なたは言及したんじゃない。94万円が高いとか安

いとかということじゃないですよ。94万円が高い

とか安いとかなら別な議論が生まれるかもしれま

せん、これは。市長、別に94万円ぐらいもらった

っていいじゃないのかと。94万円を下げますとい

う公約をあなたされんかったし、そういう演説も

されんかったけども、もし94万円を尐し下げます

という公約で退職金の話がないとしたらね、市民

はそのことに共感してあなたに一票入れたかどう

かこれはわからない。あなたに一票入れた動機は、

名古屋の市長選挙で4,224万円が高いのか安いの

かというこの論点こそが、あなたが市民に問うた

選択肢だったんですよ。ここを間違えていただい

たら困る。市長がもらう分を尐しでも市の方へ返

還してくれということをみんなが頼んだわけでは

ない。第一、市が出す公費は、今あったように

407万円ですよね。４年間で1,600万円でしょう。

回り回ってそれは公費でしょうけどもくるという

という関係で2,000万円ですが、ここが公約の思

意味としては全然違うんだわね。林市長、そのこ

とをよく御承知だったんだ。退職手当組合は簡卖

には許してくれんだろうなと。そのことも100％

腹に承知した上で、あえてこの公約を出された。

そこに価値があるんですよ、あなたの公約の。名

古屋市は退職手当組合に入ってないからね、条例

変えればできるんですよ。ただ、河村氏をおした

場合に、自分の退職金だけならいいけども、自分

の歳費下げて議員の歳費を下げられてはいかんと

いう民主党の市議団の思いがあったからね、河村

さん推薦できんということがあったんだ。だから

全然違うということなんですよ。報酬を下げると

いうこととボーナスを下げるとことでは。そこを

あなたよく知ってみえるから、退職手当組合に申

し出たけども、そう簡卖にいかんから早くも迂回

をしてね、私の本心は、2,000万円の公費をどう

つかんだといって言われてるけど、どこにもそん

なことは書いてないじゃないですか。これが林流
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政治手法だとしたら、私は許しませんよ、あなた

は。職員だって許せないじゃないですか。そんな

市長についていけないじゃないですか、あなた。

それが林流の政治手法であるとしたら、ついてい

けないですよ、あなたには。悪いけども。どこで

うっちゃられて肩すかしになって、市長が土俵に

残って土俵の外へ職員がほり出されるかわからん

じゃないですか。そういうことを意味してるんで

すよ、今のあなたのやりとりと私の対忚はね。 

もう一度聞きたい。実現できるかどうかはこれ

からお互いに努力しましょう。私も忚援してあげ

ましょうよ。その点では。つまり、１期４年間で

2,000万円の退職金は全額カットする。これ以上

でも以下でもないのが林郁夫の公約であるという

ことをもう一遍、確認いただけますか。 

○林市長 

 まずは、100％腹におとしてですね、先ほど高

橋委員おっしゃられた、私この公約出させていた

だくときには、何遍も申しますけど、一色町のあ

のやり方でほんとできるという認識でありました。

確かに勉強不足だと言われると、それはちょっと

恐縮なんですけれども、あそこの附則でやれば対

忚できるという思いで出させていただいたという

ことだけは御理解いただきたいと思っております。 

 あと、公約、退職金全額カットのそれ以上でも

それ以下でもない。確かに公約ではそうです。 

○高橋委員 

 だからですよ、本会議で中日新聞が書いた私の

給料2,000万円をカットすることをもってこの公

約の置きかえをしたいというくだりは、あの発言

は撤回していただけますねということを聞いてお

るんです。 

○林市長 

 今、撤回と申しましても、今は公約に向って全

力投球させていただくわけでございます。撤回と

いうか、歳費をカットで対忚するかどうかという

ことは、今早急には言えないんですけども、やは

り今は全力投球で組合等に訴えていきますので、

また皆様方も御協力いただきたいなと思っており

ます。 

○高橋委員 

 あなた全力で何も投球してへんじゃないか。マ

ウンドに立っただけじゃあまだ。相手は強打者か

どうかわからんだがね。マウンドには立ったと、

一忚ね。マウンドに立って職員をして要望書を出

した。一色町議会、岩倉市長、知立市長でまず出

したと。ここまではいいですよ。これからウオー

ミグアップじゃない。第１球を投げるところでし

ょう。相手がどの程度のバッターなのかこれから

じゃないですか。そのやさきに、あなたはほこを

おさめて、私は退職金のかわりに給料を下げるこ

とがもって2,000万円の担保ができればそれでい

いとおっしゃったから私が言っておるんですよ。

そんなずるいことがあるのかと。まだ一人もバッ

ターとも対決してないでね、早くも舌を巻いてマ

ウンドをおりると。名古屋市の市長選挙の例もひ

きましたけど、その市長の姿勢は、有権者も厳し

い批判をされるだろうし、人事当局もやっちゃお

れないですよ、これ。全力投球してもらうのは当

然ですが、あのくだりは撤回してもらわないと話

は始りませんよ。どうですか、もう一回お答えく

ださい。 

○林市長 

 ほんとにこの給料カットをすると、高橋委員御

披瀝いただきましたように、副市長、そして教育

長との給与バランスですね、そういった問題も生

じると、そういう認識は立てております。そうし

た中で、私、この公約の例えば給与カットをする

ことがほんとに文言は退職金カットであるわけで

ございますが、先ほど申し上げましたように、退

職金カットが目的としとる一つが、税の有効活用

ということを果たせる。私、多くの有権者にもう

一度問いかけをさせていただいて、私のこれから

の選択の決定にさせていただきたいなと思ってお

ります。 

○高橋委員 

 それはね、有権者の厳正なる審判を甘く見てみ

える。もう一回聞くって、どうやって聞くんです

か。あなたはこれで十分聞かれました。私、本会

議でも申し上げたように、高橋さん、私は退職金
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もらわん市長に一票入れてくるでねと。それで政

治的な決着が着きました。市長は、一瀉千里にそ

れに向って頑張ると言ったけど、一色の町長、こ

れできるかできんか確信があるのかないのか知ら

んけど頑張ってござるがね。あなた、この間始め

たばかりだかね、このあきないを。一色の都築さ

んというのはね、国会もみえて、彼が甘いも酸い

も全部わかった上で公約に忠実でね、実現できる

かどうか知りませんよ。頑張ってみえる。あなた

がこの不条理な退職手当組合の条例を変えるとい

うことが、みずからの政治信念としてこの不条理

を変える。あなたが仮に今度は市長にならなくて

も、どなたが市長になってもこの不条理は続けて

はいかんのでしょう。それは公費の有効活用とか

そんな話ではないですよ。市長が１期４年間で

2,000万円も退職金を取っていくというこのシス

テムと仕組みをあなたはみずからの公約に掲げ、

市長に当選することによって、みずからの政治生

命をかけてこれを実現するということを約束され

たんでしょう。だからそれが実現しない限り、あ

なたの後任者が同じ待遇を受けるわけでしょう。

だから先人がよくないと思ったら特別職の退職金

は自治体が独自に決めればよいと。今、退職手当

組合に要望されているあの内容であなたが実現を

させてくだされば、あなた以降に続く市長は、

3,000万円ほしいというなら市の条例で決めれば

いいですよ、3,000万を。ゼロが妥当というなら

ゼロの条例を決めればいい。時の市議会と市民に

相談して決めればいい。その道をあなたは、あえ

て選んだんだかわ。いばらかもしれんけども、あ

えて選んで林郁夫、おそれをなさずにこれを進ん

でいきますと。皆さん、だからこそ私に声援をく

ださいといって、ついこの間、支援を受けたばか

りでしょう。 

 その信念を曲げるようではね、これから厳しい

財政状況のもとで、いろんな重要問題が山積して

くるだろうけども、それにほんとに市民の立場に

立って正面からぶつかれるんですか。私は、その

ことを心配しておるんですよ。2,000万円の出ど

ころの話をしておるんじゃない。困難だけども、

あなたがあなたの公約にぶつかっていこうという

その政治姿勢のとうとさに、あなたみずからが忠

実であるかどうかという、ここが問われていると

思うんです。そういう問題だというふうに私は思

います。いいですか、もう一回お答えください。 

○林市長 

 退職金カットに向って全力で邁進していきます

ので、よろしくお願いいたします。 

○高橋委員 

 これ時間のむだだけど、全力で邁進していきま

す答弁を私は求めてないですよ。あなたの迂回は

やめるということを聞きたいんだわ。迂回をやめ

ないということを担保しながら全力で投球すると

いったって、その裏には迂回に走ることを留保し

てないでしょう、あなた。そんなこと許されない

ですがね。時間もありますからね、林市長の姿は

そういう姿だということはお互いにきちっと認識

しておきたいと思いますよ、私は。村上委員、与

党議員でどんな心境だか知らんけども、私はそう

いう姿勢ではね、これから議会と市長は、あなた

は信頼関係で車の両輪とおっしゃるけれども、み

ずから脱輪をされるような行為は言に慎んでいた

だきたいというふうに思いますよ。 

 そこでもう一つ、具体的に聞きたいのは、100

人委員会ですよ。２月１日の広報、100人委員会

載りましたね。この広報を見て私びっくりしまし

た。まちづくり委員会委員を公募します。100人

だと。これ、２月１日ということは、もう１月の

中旪に原稿が仕上がっておる。まだ市長の所信も

聞いてない、これは無報酬なら予算を伴わないで

しょうけども、所信も聞いていないその瞬間に

100人だと、こうきた。 

 それで私、注目したいのは、水野議員の一般質

問です。何とおっしゃったかというと、公平性は

担保されるのかと、この100人委員会で。つまり、

現在まちづくり委員会に所属してみえる皆さん、

中心的に頑張ってみえる皆さんが、政治的に一定

の方向をお持ちの方ではないのかと。だからそう

いう方を100人集めたんではその渦が大きくなる

だけで、公正が保てるのかということを聞かれた
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と思うんです。 

市長に聞きたい。現在のまちづくり委員会の皆

さんは、水野議員御指摘のように、公正という点

ではどうなのかと、政治的に。これ、どういう認

識ですか。 

○林市長 

 まちづくり委員会のメンバーが政治的に公平か

ということでございます。 

私、まちづくり委員会のメンバー全員しっかり

とこの人とこの人がまちづくり委員会というのは

おぼろげでしっかりとつかめていないんですけれ

ども、そんな中で、政治的に公平かどうかという

ことは、ちょっとわからないですけれども。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後７時06分休憩 

――――――――――――――― 

午後７時14分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 まちづくり委員会に積極的に参加されている

方々が、どういう思想信条や政治信条をお持ちに

なっているのか、それは１人１人吟味する必要が

ありません。また、そのことが一つの条件になっ

て入ったり入らなかったりするということがある

のも好ましくないわけであります。 

 しかし、そういう大原則があるにもかかわらず、

与党会派の一般質問で公正を欠くんではないのか

と、今のまちづくり委員会が、こういう指摘があ

ったんですね。これは与党会派ばかりでなく、市

政会の会派からの質問者も同趣旨のことを言われ

た。これはやはり与党会派からもそういう意見が

出ておる限り耳を傾けて、どういうことが不公平

を生み出しているのかということについて、市長

は当然研究もし、事実をしっかりと認識されてい

なければいけないじゃないですか。どういう趣旨

で不公正を拡大するんではないかというふうにお

っしゃったのか、市長としてはどういう認識をお

持ちなんですか。 

○林市長 

 その政治的に不公正とかその辺はよくわからな

いんですけれども、ただ、そのまちづくり委員会

に所属していらっしゃる方で、私の選挙のときに

忚援に来てくださった方もいらっしゃいますので、

そうした意味で、そういった意見が出たのかなと

いうふうには考えております。 

○高橋委員 

 まさにそのとおりだと思いますね、私は。その

集団を100人にするのかと、こういうことなんで

す。その危惧なんですよ。 

担当課長、２月１日で広報で出されましたが、

あなたにはそういう認識っていうのは全くなかっ

たんですか。この広報は市長があなたをおして

100人募集しなさいという指示のもとで出したん

でしょう。違うんですか。 

○市民協働課長 

 私の方も広報自体は２月に出るということは、

校正の段階という状況ですけれども、確かにまち

づくり委員会自体が20人弱ということで、尐し委

員の方も継続委員の方もおみえになるということ

で、何とか人数はふやしたいということは私の方

も思っていたことでありまして、そこで市長から

のお話もいただいた中で、尐しでも多くの方が集

まっていただければということで今回広報に出さ

せていただいたという状況でございます。 

○高橋委員 

 だから市長の指示で２月の広報で100人という

名前が出たという理解でいいですね。原課の発想

ですか、この100人というのは。市長の指示でこ

ういう100人という募集の実態になったというこ

とでいいですね、理解は。 

○市民協働課長 

 市長と私の方で市長からお話を伺った中で、

100人規模の委員会ということで決めさせていた

だきました。 

○高橋委員 

 市長と私どもでとおっしゃるけども、あなたが

起案して市長のところへ持っていって市長が決裁

したのか、市長が担当原課へこういうことでいこ



- 75 - 

うといって指示があったのかということを聞いて

おるわけですよ。 

○市民協働課長 

 お話の方は、市長の方からありました。 

○高橋委員 

 それで担当としては、もうちょっと人をふやし

たいと。それはわかる話ですよ。まちづくり委員

会というのは、ここにまちづくり基本条例という

のがあるんだけども、地域の課題やそのあり方を

研究してね、そして、その成果を市長に提案し、

市政に参画していくんだと、自主的な組織だと。

だから無報酬でやりましょうという流れ、そうい

う流れで今までやってきたけども、さっき市長答

弁があったように、中心メンバーがたまたま市長

を推薦し、運動された母体といわばリンクしてい

たということに対して、与党会派がいいのかと、

公正さは、こう指摘があったけども、市民協働課

長はそういう認識は全くなかったということです

か。ちいとは持ってみえたんですか。 

○市民協働課長 

 私自身のことですけれども、私の考え方として

は、委員の中に確かに忚援はされた方はいたとい

うことは認識はしておりますけれども、皆さんが

という解釈はしておりませんので、確かにまちづ

くりのことに関しては皆さん熱心にやっていただ

いておりますので、中にはみえたということは認

識しております。 

○高橋委員 

 そうすると、与党会派からの公正な人選と、ま

ちづくり委員会そのものの公正さを訴えるくだり

があったんだけども、あなたはあれをどういうふ

うに理解されたんですか。その事実と違うなと、

与党会派の意見は。ぱらぱらとまざっておるとい

う程度なら与党会派の市長は事実と違うなと、こ

う思われたということですか。 

○市民協働課長 

 私自身は、委員皆さんがどういう関係だという

ことまでは承知しておりませんので、中にみえた

ということしか承知しておりません。 

○高橋委員 

 市長は、そのメンバーの中心的な人が市長の選

挙母体に入ったということは先ほど答弁されたわ

けですから、それを与党会派が、いいのかと。全

部ということをおっしゃってるわけじゃない。中

心メンバーがそういう役割を果たしていると。そ

れが100人拡大していくことについて、公平なま

ちづくり委員会、ここにあるようなまちづくり委

員会が担保できるのかと。市長の忚援団が100人

に拡大するんじゃないのかという危惧を持って訴

えられたというふうに私には映りました。それは

市政会の委員会からもそういう意見がありました。 

 それで100人集めるということなんですが、そ

ういう危惧が議会から出ました。今後どういう運

営をされようとしているんですか。 

○市民協働課長 

 まちづくり委員会自体が自主研究組織というこ

とですので、集まった皆様方、それから私たち職

員も一つそれぞれの役割分担のもとでまちづくり

について考えていくということですので、私たち

の方については、いろんな部会等をこれから諮っ

ていっていただく中で、市からの提案だとかいろ

んな意味で、まちづくりについての討論をしてい

ただくということで方向づけをしていきたいと思

っております。 

○高橋委員 

 そんなことは当たり前の話でね、まちづくりの

方向づけですよ。まちづくりの方向づけとしては、

ここに具体的に１から５方向づけがありますよ。

これについて各専門部会をつくって、ここで委員

会をつくって行動していこうじゃないかと。そう

いうことでやってきたけども、さっき言ったよう

に、結果的に不公平な内容が表へ出るような実態

があるんだという指摘については、これは真摯に

受けとめてもらわなきゃいかんですよ。 

 そういう点で真摯に受けとめていただくんです

が、この具体的に例えば調査・研究をすると。市

長に提案していく過程で、例えば当局にどんどん

質問状を出したり、あるいは議会人に質問を出し

たりというようなことも場合によってはあり得る、

そういう範囲の活動も含めてまちづくり委員会が
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許容していくというような流れもお考えになっと

るわけですか。 

○市民協働課長 

 まちづくり委員会は、例えば１年の任期ですけ

れども、その中で、いろんなことについて討論し

ていただいて市長に提言できるということになっ

ておりますけれども、私の方ではそれが１年の任

期ですけれども、その間にどうしても提言しなき

ゃいけないものだということは考えておりません

ので、例えば報告だとか、自分たちの研究をした

報告ということでも結構ですので、それについて

はやはり最初に提言というお話はありますけれど

も、提言ありきということではなくてもよろしん

じゃなですかというお話はさせていただいており

ます。 

○高橋委員 

 まちづくり基本条例第５条に市民の責務と。市

民はまちづくりの基本理念にのっとり、主体的に

まちづくりに取り組むよう努めなければならない。

市民は、まちづくりに取り組むに当たり、みずか

らの発言及び行動に責任を持たなければならない

となるということが市民の責務として書かれてい

ます。こういう大原則をもとに、先ほどちょっと

紹介しました亓つのまちづくりの方向性について

お互いに自主的に研究して報告書をまとめていく

ということだと思いますよね。そこに不公正があ

ったり、政治集団化してはいけないよという釘が

本会議で刺さったということはしっかり腹に受け

とめて運営に当たっていただきたい。 

 そういう点で、結果的に26人でしたか、忚募が

あったのは。 

○市民協働課長 

 現在25名です。 

○高橋委員 

 そうすると、100人というこの意味合いが４分

の１だということについては、どんな御所見でし

ょうか。 

○市民協働課長 

 まちづくり委員会自体が自主研究組織というこ

とでございますので、確かに広報では尐しでもた

くさんの方に御参加をいただいて、たくさんの方

からの御意見等をお聞きしたいということで載せ

させていただきましたけれども、25人ということ

で、今回新しい方もたくさんおみえになりますの

で、これはこれで素直にまちづくりについて考え

てる皆さんが公募していただいたということで進

めていきたいと思ってます。 

○高橋委員 

 これはね、たまたま100人じゃないんですよ。

市長があなたを原課に要求してつくった広報だと。

市長の公約には100人委員会をつくると。もう公

約実現の第一歩を早々と打たれたということです

よ。それはそれで別に悪くはない。だけどもそれ

が不公正の問題が指摘され、100人だとおっしゃ

ったけど二十何人しか集まらないということにつ

いては、こういう公約をされた市長の指示でやら

れた業務としてはいかがなものかなというふうに

私、言わざるを得ないと思うんですよ。どうです

か。市長、どんなふうにお思いですか。 

○林市長 

 この100人委員会というのは、条件は無報酬で

一般公募なんです。そうした中で、不公正が生ま

れてるとかという話でございます。やはり一般公

募でございますので、この前、高橋委員がおっし

ゃられましたように、政治信条がどういう方がお

集まりになられるかほんとにわからないわけでご

ざいます。そうした中でやってくわけでございま

す。 

 そして、25人で集まってどうだということでご

ざいます。私は100人ということは、できるだけ

多く集まるいいなという、たくさん集まりますと

いろんな意見があり、いろんな思いや信条があり、

いろんな方々がお集まりになられるわけでござい

まして、できるだけ多く集まっていただければい

いなという思いであります。 

 そうした中で、今25名でスタートさせていただ

くわけでございますが、随時これは勧誘と申しま

すか、できるだけ多くの方がこれに御参加いただ

けるそんな空気をつくっていきたいなというふう

に思っております。 
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○高橋委員 

 よろしいですけども、あんたを支援したグルー

プの皆さんが、100人委員会に入ってよ、入って

よといって誘っておられる姿も見聞きするんです

よね。そうなると、100人集めることが、一体ま

ちづくり委員会を活性化させてくということと、

どういう関係にあるのか。もともとまちづくり委

員会って何だったのかということからしてね、も

う一回たださないと、これは多ければ多いという

ことで100人出したんだと。それはそういうこと

かもしれんけどれども、マニフェストに100人委

員会があり、そして中心メンバー、市長答弁のよ

うな実態になっており、そういうことで25人が集

まったということについてどう評価するのかとい

うことは、これはこれで先行的にやられた公約の

第一歩なんだから、これはこれできちっと意思統

一というか区切りを、区切りというかね、きちっ

とされないと、これはちょっとまずいじゃないの

かなというぐあいに私は思っております。 

 せっかくつくった神聖なまちづくり委員会が、

こういうものとリンクすることによって、まちづ

くり委員会とは別に市長が100人委員会というの

を提案されたらね、これはこれで私、価値を見出

しますよ。だけど、100人委員会がまちづくり基

本条例という最もまちづくりの基本にかかわると

ころへ乗っかかってね、やってみたら25人だった

というのはね、まちづくり基本条例の権威を落と

すことになるじゃないかのかと、逆に。そんな中

途半端なまちづくりに委員会にだれがしたんだと。

だれがまちづくり基本条例をそんなふうに使うよ

うに指示したんだと。市長が100人委員会つくり

がければ別途につくればいいんですよ、これは。

100人委員会というのをつくってね、任務はこう

こうだと、こういう仕事やるんだと。まちづくり

とは別といってつくられてね、そして25人しか集

まらんかったならそれはそれでいいんです、総括

すれば。だけど、まちづくり基本条例というね、

これは議会、市民、市の最も基本的なことを定め

た基本条例でしょう。それの住民参加の形態とし

てまちづくり委員会というのがあるんだから、そ

こへ市長の公約を無理からはめ込んで、担当課長

もさっき言ったように、よろしゅうございますと

いってがんとやったと。そうしたら、不公平なや

り方はないだろうなといってまちづくり基本条例

の根幹にかかわるような疑問が出ておる、与党会

派から。そして集まらんかったと、人間が。これ

が結末だとすればね、まちづくり基本条例の崇高

な精神を結果的に汚すことになるんじゃないのか

と、ちょっと言葉悪いけど。私ね、担当課長、そ

の辺を市長から指示があったからね、あなたには

罪はないんだけども、その辺は担当課長としてき

ちっと押さえておかないと、これはいけないです

よ。どうですか、ちょっと考え方聞かせてくださ

い。 

○市民協働課長 

 今おっしゃいましたことをほんとに理解をさせ

ていただいて、この４月からまた委員会始まりま

すけれども、そういうところで委員の皆様にいろ

いろお話をさせていただき、努力してまいりたい

と思います。 

○高橋委員 

 私は、今からでも遅くない。まちづくり委員会

と切り離してほしい、この100人公募は。今から

でも遅くないですよ。だれが定員を決めたんです

か、まちづくり委員会に。定員なんてありません

よ、条例で。もっと無数に入ってきてもらわない

かん。もっと草の根でね、100人とか200人もっと

草の根で支える崇高な理念がうたわれておるんじ

ゃないですか、これはまちづくり委員会というの

は。もっと草の根で名もなき人々が協働の仕事に

参画していこうという大きな呼びかけがまちづく

り基本条例なんですよ。それを100人委員会なん

ていうて極めて矮小化してやったら25人だったと。

まちづくりそこで壊滅だがね。あれが市民の協働

の参画の仕方だと。あとの人は参画してないよと。

こんなふうにまちづくり基本条例を私は逸脱した

ような運営されたんではね、まちづくり基本条例

の崇高な精神が泣いてしまう。 

知立の実はまちづくり基本条例というのは、全

国的にも高く評価されておるんです。おつくりに
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なった先生、今は愛知学専大学でしたかね、その

先生も全国で講演されておるんですよ。知立のま

ちづくり条例はすばらしいといって。私たちもそ

れで手を揚げた。林市長が100人委員会をそこに

リンクしたために極めて矮小化した。そういう中

身に変身してしまったんじゃないですか。私は、

大変不愉快だし、市長の識見とはいって、その程

度のものなのかいうことを言いたいですよ。市民

の共同参加の仕方というのは、100人でいいんで

すか。100人で限定して。そんなばかなことはど

こに書いてあるんですか。広く市民に草の根から

参加しようと自主的に、それぞれのテーマを持っ

て参加していこうじゃないかと。そしてグループ

が集まれば、それが市長に私たちはこう思います

といって提言していけばいいでしょう。それを７

万人市民の総がかりでやっていこうじゃないかと

いう壮大な絵巻物がだから進めておると言われて

おるんですよ。私は、この点で市長の反省を求め

たいと思うんですが、いかがですか。あなたは矮

小化しちゃったんじゃないですか、これ。 

○林市長 

 今の高橋委員のこの草の根でより多くの人を集

めるということを私、全く同じでございますので、

そうした意味で、この100人委員会を切り離して

という話でございます。ちょっと私、まだその辺

の理解がですね、思いはほんとに高橋委員と同じ

思いでございます。ですので、どういう形にした

らいいかというのを改めてみたいなという思いが

あります。 

○高橋委員 

 担当課長、市長もああやってみえるんだよね。

私はリンクして卖純にまちづくり委員会26人が、

100人集めたけど26人しか集まらんかったと。だ

からこれを分科会に振ってやりましょうなんてい

うふうにしないでほしい。どうやって位置づける

かというのはちょっと別なんだけども、私は、そ

の組織のあり方を含めて、まちづくり委員会の任

務と役割と目指す方向を矮小化するような内容に

ついては、断固として是正してほしい。ちょっと

担当課長。 

○市民協働課長 

 改めて私の方も勉強させていただいて、認識を

また再度考え直して研究してまいりたいと思いま

す。 

○高橋委員 

 ぜひそのようにしてね、基本条例のさんぜんと

輝く精神をしっかり継承していっていただきたい

なと思います。 

 もう一つお聞きしたいことがあります。それは、

市長が当選後の機会に何とおっしゃったかね。し

がらみ打破と。しがらみ打破とは何だと私は聞き

ました。そしたら補助金の話だとおっしゃいまし

たね。これは本会議でいろいろやりとりがあって、

議場の発言は撤回されましたが、体育協会、文化

協会等補助金の適正な支払いがどうなのか、民主

的に行われてるのか。たまたま体育協会、文化協

会は本所管委員会でしょう。補助金としがらみの

ことを市長は言われた。今度の当初予算で、その

補助金がそういう視点から見直されて是正された

り、あるいは増額されたりというような事実関係

の補助金があったら、ちょっと紹介してください。 

○教育部長 

 教育委員会内の補助金については変更はござい

ません。 

 以上です。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

午後７時37分休憩 

――――――――――――――― 

午後７時38分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 時間も回ってるんでね、時間の浪費は特策では

ないのでちょっと聞かせてもらいますが、町内活

動事業補助金というのが93ページにあります。平

成20年度が1,100万8,000円、平成21年度は1,115

万円、こういうものですが、市民協働課長名で平

成21年１月21日付の知市協号外というやつで町内

活動補助金の市ホームページ公表についてと、こ
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ういう通知ね、これが出ておりますが、御承知で

すか。 

○市民協働課長 

 町内活動の補助金について、区長会の方でホー

ムページ等に掲載をさせていただきたいというよ

うなお話をさせていただいております。その中で

のホームページ、今の例だと思いますけど、これ

については、来年度以降ということで町内活動の

補助金については、それぞれの町内会員の活動費

についてホームページで公表させていただくとい

うことで今お話を進めさせていただいております。 

○高橋委員 

 1,000万円を超える町内会補助金が出てること

は予算書で御承知のとおりです。平成21年度補助

金からとすると、公表期間は。平成20年度分の実

績報告について、実績報告書あるいは必要な総会

資料等を添付してくださいと。そして、それをホ

ームページに掲載するというわけだね。これは区

長会どういう反忚があったんですか、これに対し

て。 

○市民協働課長 

 区長会の方で平成20年度というようなお話を最

初、実は差し上げました。ところが、やはりなか

なか町内の中での総会資料等いろいろございます

ので、平成21年度新たに記載要領等を改めてつく

りまして、皆さんに同じような形で公表できるよ

うなことでお願いをしたいということで、平成21

年度から改めて平成21年度にいろんな事業計画等

出していただきますので、そこのところでも新し

い区長に変わりますので、そこで周知をしていく

ということでお話をさせていただいております。 

○高橋委員 

 これはホームページに町内会の会計報告を載せ

ようということを意味してみえるんですか。これ

は平成19年度の私の住んでる新林町の総会資料で

すよ。総会は委任状何人で設置されると書いてあ

るけど、ここにかなりのページ数ですよ、平成19

年度事業報告書、町内行事としては何やったか、

市の委託事業として土木工事はどういうことをや

ったのか、この町内の世帯数や活動状況が書いて

あって、ここに収支報告書があります。区費の歳

入から支出項目まで。ここに会計の名前がある。

そのあとの会計監査報告、そして神社の報告まで

ある。この裏面、表面を使ってかなりの立派なも

のが出てる。これが今までも市の方へ当然出てい

たと思うんですが、これは立派な報告じゃないで

すか、これで。なおこれをインターネットでホー

ムページにして公表するということなんですか。

こんな立派なものが出ておって、何のためにまた

町内に大変面倒かけてやるんですか。これは林市

長がね、しがらみ一掃という言葉の中で出てきた

一つの出口ということでしょう、この通知は、ホ

ームページは一つの出口でしょう。しがらみをな

くしていくためにこういう措置をとろうじゃない

かということとは違うんですか。 

○企画課長 

 今の補助金の公表につきましては、これはうち

の方の企画の方が再度やっておりまして、行政改

革の中で補助金の専門部会で一忚そういったよう

な検討をしたような形になっております。 

 前からこの市長は関係なくして企画の方で、と

にかく補助金については一般の市民に公募をオー

プンしようと、公表しようと、これは平成18年、

平成19年度、卖価がどのぐらい変わったんだとか、

この団体だけこういった形でふえたとか、そうい

ったことがすぐわかるような格好にしようと。公

費がどういったことで使われてるかということを

一回明らかにしようということで、町内会の補助

金だけじゃなくて、すべての補助金を対象にして

今年度公表するために各課の方に通知をしたとい

うふうに覚えております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 そうすると、この市民協働課長が出された町内

会補助金のネット上の公表というのは、たまたま

私が手にしたのは区長会だから所管課長はあなた

なんですが、ほかも体育協会、文化協会、皆こう

いうことでやっておるんですか。ちょっと明らか

にしてください。 

○生涯学習課長 
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 企画課からそういった指示がありましたので、

そういった内容で今年度決算は出してくださいと

いうことで通知は出しております。 

○スポーツ課長 

 私どもの方も企画課からの指示がありまして、

体育協会の方に文書を出させていただいておりま

す。それからスポーツ尐年団の方にも文書を出さ

せていただきましたけども、ホームページで公表

するという文言は入れておりません。 

○高橋委員 

 これはホームページで公表するんでしょう、町

内会のやつは。それをちょっと平成20年度は待っ

てくれと。だけど体協だって文協だって、それは

いろいろ問題あるにしたって補助金の使途を明ら

かにするような町内会でいうと町内会の総会資料

みたいなものは皆さんいただいてみえないんです

か。いただいていないとしたら、それはとんでも

ない話だわね。いただいていないの、いただいて

るの、どっちですか。 

○生涯学習課長 

 毎年度決算はいただいております。 

○スポーツ課長 

 私どもの方も毎年いただいております。 

○高橋委員 

 いただいていると。企画課長、そのいただいた

やつをネット上で公表しようというわけですか。 

○企画課長 

 まだその中身をどういう形で公表するかという

ことは、まだ企画の方に話をしてないんですけど、

打ち合わせに最終段階はしておりませんけど、う

ちの担当課の方に通知を出したことについては、

とにかく補助金についてはオープンにしようと。

補助金でここの団体だけが補助金が上がったと。

上がったことについてはきちんとした理由の説明

をつければそういうものが上がった形でも結構だ

と思うんですけど、中身については、今、高橋委

員が言われたとおりに、まだどこまでのものをつ

けるかということは、うちの方の企画の方では煮

詰まっておりません。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 補助金交付要綱というのがあって、補助金の使

われ方、実績報告というのは、きのうきょう始ま

ったことじゃない。それがより正確か、多尐のず

くずくがあったか、これはちょっと置いといて、

皆もらってみえるんでしょう。そのもらった内容

の精査が十分できないようなものについては、も

っとこういうふうにきちっと書いてほしいといっ

て行政がただすのは何もきのうきょう始まったも

のじゃなくて、今までもやらないかん話でしょう。

今までも当然やらないかん。むしろフォームが決

めれるようだったらフォームを決めて、見る方も

書く方もマニュアル化すればね、それはなおいい

かもしれん。 

 問題はね、それをネットで発表するということ

ですか。そこが最終的なねらいなんですか。 

○企画課長 

 ホームページで公表するというような形で公費

がどういうようなきちんとして使われておるとい

うことを市民の方に見ていただきたいというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 この通知はホームページ公表についてというの

が通知の頭ですよ。別に秘密にせんでもいいもん

でね、それは公表すればいいかもしれんけど、そ

れは団体の皆さんの意思も十分確認して、これが

やれん団体だってあるんじゃないの。手書きでい

いですか、それじゃあ。 

○企画課長 

 その通知につきましては、ちょっといつに出し

たかというのは覚えておりませんけど、もう前か

らうちの方が通知を出しております。再度担当課

の方が各団体、今、委員言われたとおりに、これ

は公表するよと、そういったことは言ってない場

合が多々ありますので、もう再度企画の方から約

束どおりに公表させていただきますよと、そうい

う通知を出したということです。 

○企画部長 

 今、企画課長の方から御説明をさせていただき
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まいたが、補助金については、行政改革の審議の

中で、いつまででも補助金が出ておるとか、ある

いは団体によって多いところ尐ないところいろん

なことがあるわけですけども、ここら辺を一度市

民の皆様によく知っていただくと。公表をしてほ

んとにこれでいいのかどうか、こんなようなとこ

ろを目的に一度オープンにしようということでホ

ームページ上で横一列といいますかね、そんな形

で出していこうと。そして、その補助金のあり方

それでいいのかどうか、そういうところを一遍み

んなで検証していただこうと、そんな趣旨から載

せていこうというふうにしたものでございます。 

○高橋委員 

 それは行政側が必要じゃない補助金については

必要でないといって言えばいいじゃないですか。

何でそれをさらすということをもって淘汰して、

さらして淘汰しようという作戦ですか、その今の

話は。 

 私は、行政情報の公開は大いに進めないかん。

補助金ということになると、各団体の事情があり

ますよ。これは隠したくないとかそういうことじ

ゃなくてね。だって補助金の使い方を公表するに

は、その団体の活動を全部さらさないかんと。さ

らしたくな団体だってあるんじゃないですか、極

端なことをいったら。あるいは中にはプライバシ

ーにかかるような記述や記載もあるかもしれない。

それを団体の意思や団体の実態を十分そしゃくし

てやっていかれるということについては方向性を

私は否定してるわけじゃないけども、たまたま市

民協働課長で申しわけないけども、全部公表しま

すよと。だけど私たちはこういう立派なものを区

長つくって、総会の場に発表して、これを回覧な

んだけど全部の組に回覧していると。見てない人

だって新林の町内会は3,600円月々出しておるけ

ども、何に使ってるやという人があるかもしれな

い。だけどそれは手段の方法において若干検討す

ることはあるかもしれんけど、こういう立派なも

のを出してやってござる。これをさらすことによ

って町内会補助金がいいのか悪いのか検証しても

らうというけども、これを見たって市から幾ら入

ったなんてのはそう簡卖にわからんですよ。だか

ら私は、行政情報を公開することにちゅうちょす

るつもりは全くないが、団体の経理内容というの

はまた尐しニュアンスが違うんではないかと。補

助金が入ってるということは事実だけども、その

補助が団体の事業費の何％入っておるか知らんけ

どね、仮にその１％でも入ったら団体の事業全体

を明らかにせよと、こういうことにもなるわけで

しょう。ここはね、もうちょっと慎重にやらない

と、これは何もいいかげんな報告にとどめておけ

と言ってるじゃなくてね、団体の事情だってある

だろうし、私は、そのケース・バイ・ケースでい

ろんな検証をしないとまずいなと、一律じゃあ、

そんな思いなんですがね、いかがですか。 

○清水副市長 

 私も企画部を所管しておりまして関係がござい

ますので、これは言いわけではございませんけど

も、かねてから市の補助金いろんな団体、いろん

な形でたくさんの補助金が出ておりまして、そう

いったものの見直しですとか、そういったことも

過去に何回もやってきたという経緯があるわけで

す。そういった行革の取り組みの中でも補助金の

適正な執行ということの中で、それぞれの例えば

今、話題になっておりますのは、各団体、町内会

等に対する補助金の件でございますけども、私ど

もの方もその補助金を交付したからそれぞれの対

象となる団体のすべてのものを皆さんに出すとい

うことじゃなくて、その市の補助金がそういった

目的できちっと執行されてるんだよということを

市民の皆様にお知らせすればですね、そういった

逆にそういうことで補助金が適正に執行されてる

んだということで、それぞれの交付を受けた団体

についてもそういった補助金を受ける中で、きち

っとその目的に沿ったそれぞれの団体の活動をや

っているんだということを市民の皆様に知ってい

ただければ、その補助金の適正ということがおの

ずと御理解がいただけるんじゃないか、そういっ

た意味も含めて今回やるというふうに私は理解を

しております。 

○高橋委員 
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 その補助金の額を含めて適正かどうかというの

は行政的な検討ですよ、そんなことは。行政がそ

こを検討せずにして市民にさらしてね、こうやっ

て使われておるけど皆さん意見どうですかなんて

う一般論で意見を求めるような正確ではないと私

は思いますと。体育協会に幾ら入っておるか知り

ませんが、こんだけ入ってると。あるいは事業ご

とに委託費も入っておると。ほんとにこれが適正

かどうかというのは、行政そのものが検証すべき

事案じゃないですか。それをさらしてですよ、こ

うやって使われておるのか、そうかそうかという

ことは効果があるかもしれんが、補助金の金額、

使途いかほど適正かというようなことは、そこか

ら生み出してくるものとしては、私は尐し方向性

が違うなというぐあいに思います。 

 もちろん補助金が適正にきちっと使われてなき

ゃなりませんからね。それはきちっと報告書を求

めて対忚すると、必要な指導もやると、こんなこ

とは当たり前なんだわ。そこにより行政的な光を

当ててね、補助団体にそういうことを言うために

は、皆さん方の姿勢がぴちっとしなかったら補助

団体には言えないですよ。補助団体から特定な議

員や市長や何かからをちょっと補助金をふやして

やってくれんかと、例えばね。あり得る話でしょ

うが。それでふやしたと。ずくずくでふやしちゃ

ったと。自分でふやしておいて、さらして市民の

検証を得るなんていったって、そんなことはでき

るんですか。皆さん自身が厳しい目で補助金の査

定をする。皆さん自身が厳しい目で補助事業をな

がめるという姿勢が大前提じゃないですか。そこ

のところをね、明確にせずに、ネットでさらせば

事態が済むということは、ちょっと私、向きが違

えへんかなというぐあいに思います。これは私の

意見ですからね、ぜひそういうふうに踏まえてい

ただいて。 

 時間もありますので、具体的に93ページ、ボラ

ンティア市民活動センター運営費補助金479万

9,000円、50万円増額ですが、この増額の理由、

この補助金の使途明らかにしてください。 

○市民協働課長 

 ボランティア市民活動センターの補助金ですけ

れども、今までボランティア、市民活動センター

のコーディネーターと相談員、臨時職員の人件費

相当分を補助金として交付をしておりました。平

成21年度については、それにプラス市民活動団体

の事業、設立等の補助ということで50万円を増額

させていただいたものです。 

○高橋委員 

 従来は429万9,000円ですね。これはボランティ

アの福祉の里にあるコーディネーター、福岡さん

ですか、ずっとパートの人の人件費だと。だから

これでおりてきたと。 

 今の答弁は、そのほかに市民活動団体、ボラン

ティア団体に補助をするというために50万円ふや

したと、こういうことですか。 

○市民協働課長 

 そのボランティア団体の中には、当然福祉協議

会にある活動センターですので、市民活動団体と

福祉ボランティア団体というような意味合いもあ

りますけれども、そのボランティア団体がありま

すので、そのボランティアに対する支援というこ

とでございます。 

○高橋委員 

 そうすると、さっきの議論じゃありませんけど、

50万円のお金を今度は福岡さんたちが決めて出す

わけでしょう。そうするとここでいう公費が福岡

さんところへ行ってだね、ボランティアセンター

へ行って、ボランティアセンターの目線で今度は

補助金を出す団体を決めていくということは、こ

れからいうと極めて変則的じゃないの。何で直接

市が補助しないの。市がダイレクトで補助すれば

いいじゃないの。ボランティアセンターは人件費

補助しますとよ、コーディネーター分を。福祉の

里が、さらにコーディネーターとして自分たちで

もっとやりたいというなら、それは社会福祉協議

会が自分ところの財源でおやりになるならこれは

自由ですよ。だけど今の話では、ボランティアの

団体に補助するというなら、何であなた方が直接

補助しないの。おかしいじゃないのか。何で明確

に基準をつくってやるというなら補助金が適正か



- 83 - 

どうかというのを検証するというなら、何であな

たたちの目で検証しないですか。何でボランティ

アセンターにその選択をゆだねるんですか。私は

わからない。答弁お願いします。 

○市民協働課長 

 ボランティアセンターは、市の方の補助金と福

祉協議会の方からも事業費ということで出てると

思いますけれども、実際に社会福祉協議会の中に

ボランティア市民活動センターが設置されており

ます。そこの中には市民活動の団体と福祉ボラン

ティアの団体がありますけれども、私の方では実

際に拠点がどうしても私の方にございませんので、

ボランティアセンターが拠点ということで一番そ

ういう活動の団体等の活動内容等も承知しており

ますので、ボランティアセンターに補助金という

ことで交付をさせていただいて事業をお願いする

という形でとらさせていただいてます。 

○高橋委員 

 だからボランティアセンターに丸投げしとるわ

けだね、50万円というのが。ボランティアセンタ

ーが社会福祉協議会の財源で、要するに福祉ボラ

ンティアにみずから補助金を出したいというなら

これはいいですよ。財源は福祉協議会がつくられ

た財源でボランティアセンターが出すのはこれは

ボランティアセンターの才覚でやってもらえばい

い。 

 ところが、今出そうというのは、福祉ボランテ

ィアではないボランティアに、ないというとちょ

っと語弊があるけども、リンクとしるかもしれん

けど、そこへ直接補助をしたいわけだから、何で

市民協働課が報告を受け、事業内容を理解して、

コーディネーターとも相談して、市が直接補助を

出さないの。 

 先ほど言われてきた補助の適正からいうと、ま

さにおかいじゃないの。補助の適正化ということ

と相反すること。間接補助でボランティアセンタ

ーに補助額を、あるいは補助対象、補助の相手先

を決めさせるということでしょう。そんないいか

げんなことは、これと反するじゃないですか。何

で直接補助をしないのよ。私はわからない、あな

たちのやり方が。なぜ直接補助をしないの。直接

補助して報告書をもらって、これでどういう活動

をされているのか金額多いのか尐ないのかという

ことをやって、それを議会で我々が検証する場が

あった方が明確じゃないですか。 

○市民協働課長 

 私の方は、やはり拠点がボランティア市民活動

センターにあるということと、そこに一番ボラン

ティア団体が集うというところもございまして、

活動の内容が一番よく理解してるということで、

確かに委員おっしゃいますように、丸投げという

言葉も言われるかもしれませんけども、活動の内

容と、それからボランティア団体自体が申請等す

るについてもいろんな窓口の一本化というところ

を考えた中で、これでいいのではないかというこ

とで進めさせていただいたものです。 

○高橋委員 

 だったらその団体、今50万円とおっしゃったけ

ど、何団体どこへ出させるやしらんよ。出させる

かしらんけど、そこの出す金額と団体の相手が適

正かどうかってどうやって判断するの。今は文化

協会へ出す、婦人会へが出す、体協へ出す、あな

た方は直接采配ふるって報告書を出してね、しが

らみ団体があると。だからしがらみ打破するんだ

といって市長も頑張る。それで初めて淘汰されて

いくんじゃないですか。淘汰という言い方おかし

いけど、適正化されていくんじゃないですか。そ

れをボランティア団体という、いわば社会福祉協

議会の懐のもとで活動しているところが、ボラン

ティアに精通しとるからといってそこに対象者や

金額の妥当性をゆだねるというのは、先ほどから

議論している補助金のより公正妥当さを欠くこと

をみずからやろうとしてることじゃないですか。

ちがうんですか。 

なぜ自分たちで判断して、自分たちが直接補助

して、その上で連携すればいいじゃないですか、

ボランティア団体と。社福協の財源で補助できる

ところは社福協がやればいい。そのときに市がわ

ざわざこんなところへ団体へ寄附するなんてこと

は言う必要ない。だけど公費でボランティアを育
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てるというならね、協力しながら市が直接補助す

べきじゃないの。私はわからんな。やっておられ

ることが。 

○市民協働課長 

 この補助金については、窓口はボランティア市

民活動センターで申請を受け付けていただいて、

それを社会福祉協議会の方で審査していただいて、

私の方は社会福祉協議会の方にコーディネーター

等の補助金等についても社会福祉協議会に補助金

を出して、その実績報告に基づいて補助金の交付

をしておりますので、流れとしてはそれと同じ流

れで進めさせていただきたいということを思って

います。 

○高橋委員 

 いや、それは違いますよ。直接補助して、皆さ

んが皆さんの目で、ボランティアセンターの目じ

ゃなくて皆さんの目で知立の財政との関係を含め

て、この団体これだけ出すことがいいのかどうか。

だってボランティアセンターというのは、市の一

般的な補助規定も補助金をどこへどの程度出して

おるのかということも一般的にはわからないわけ

でしょう。たまたま福岡さんがやってみえるんで

ね、承知しているといえば承知しとるけども、そ

れはかつて彼がそういうきねづかをとったという

ことにおいて言えることであって、これから財政

が厳しくなるときにあなたたちは、さらしてきれ

いにしていきたいとおっしゃるなら、何で直接補

助にしないのよ。窓口はいいじゃないですか。福

祉の里を通じてあがってきてもいいがね、あがり

方は、その手続は。だけど決裁は本庁で、決裁は

市民協働課できちっきちっとやって、ルートは福

祉の里からあがってきても決定権、あるいは指導、

これは市民協働課でやると。こうじゃなきゃいか

んのじゃないの。 

だったら補助金のことを余り言えないじゃない

ですか、皆さん、一方でそういうことをやってお

られたら。体育協会の下部組織に体協を通じて補

助金を出すようなものでしょう。なぜなら体協が

体育の運動について詳しいから。体協を通じて体

育協会の傘下の運動団体に補助金を出すとしたら、

体協に補助金を出して、体協の裁量で補助金を出

させるのと同じことやろうとされておるんじゃな

いですか。おかしいですよ、それは。 

何で市民協働課長が直接お目通りをされて、そ

してこの団体はこういう活動をしているんだと。

ボランティアの活動ですから、それは行政の複雑

な活動ではなくてね、ちょこっと報告してもらっ

たり現場を見ればお互いに確認できる。わからな

ければボランティアセンターのコーディネーター

に聞かれればいいですよ。そしてこの団体に幾ら

を補助するのが妥当か、また、補助すべき団体な

のかそうでないのかということをきちっと検証し

て直接ここから団体に歳出される。50万円という

のは、どこへ幾ら出すのかというのはわからんで

しょう、我々。わからんがね、50万円というのが

出ておるけど、金額が。あとは福祉のコーディネ

ーターの方が、おまえ幾ら出したんだと、どこへ

出したんだと、一遍教えてくれと言わなきゃわか

らんでしょう。体育協会の傘下の運動団体に体協

を通じて補助金出すようなもの。まさに伏魔殿の

道を歩もうとしてみえるんじゃないですか。ちが

うんですか、これ。私は補助金の明確化と補助金

の適正化をうたわれとる限り今の道はそれに反す

ると思いますが、どうですか。直していただきた

い。 

 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後８時08分休憩 

――――――――――――――― 

午後８時15分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○市民協働課長 

尐し説明をさせていただきます。 

まず、平成20年度から社会福祉協議会が地域福

祉活動の助成金ということで新たにボランティア

団体等に対する事業について補助をしております。

平成20年度から始めた補助ということで、それが

補助金が１万円と３万円という二つの区別がござ
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いました。その中で、実際にまだ年度末にはなっ

ておりませんけれども、現在のところの補助金の

申請があった団体が14団体ということで、なかな

かその補助金要綱はつくったんですけれども、や

はり金額が尐ないというところも多分原因がある

だろうと。それから、ＰＲがなかなかできなかっ

たということも原因があろうだろうということで、

こういう状況であったという話の中から、私の方

も市民活動を福祉ボランティアというよりも市民

活動を充実させたいというところがありまして、

福祉協議会にこの補助金のところに市が乗っかる

というんですかね、50万円を補助する中で、社会

福祉協議会と市との間で協議をさせていただきま

して、３分の２市もち、３分の１を福祉協議会が

もつということで、その１万円、３万円というの

を４万円、６万円という形に変えさせて、福祉協

議会の要綱が変わったということでございますけ

れども、そういう形で３分の２が市で３分の１が

福祉協議会という中で、これはお互いにＰＲにつ

いても私の方で市民活動のＰＲはこちらの方でで

きますし、団体についてもこの補助金を設置する

に当たっては、申請も一つの窓口で済みますし、

そういう総合的なことを考えた中で、委員おっし

ゃる間接補助というようなことは言われますけれ

ども、市民のことを考える中では、これで一番申

請しやすいのではないかということと、それから、

社会福祉協議会の方から実績報告書はいただきま

すので、その実績に基づいて私の方も確認がとれ

ます。 

それと条件としては、ボランティア登録という

ことで、今支援サイトありますけども、社会福祉

協議会の中のボランティアセンターにボランティ

ア登録をしていただいている団体に限るというこ

とで条件をつけさせていただいて、市の方は市民

活動の設立というところで強くその補助金という

ところで福祉協議会に協議をさせていただいたと

いう経過の中で、こういう状況になったというこ

とでございます。 

○高橋委員 

社会福祉協議会がね、いわば社会福祉団体にみ

ずからの財源で補助されることを前からいうよう

いに、私は全然否定してません。 

それから、市が市民団体、市民活動を行われる

皆さん方にその活動を推進するためにこの補助金

を差し上げることについてね、それがいけないと

いうぐあいに言っているわけではありません。そ

こを誤解のないように。 

問題は、さっきから言っとるように、しがらみ

のあるような補助金の交付はいけないということ

でしょう。しがらみの中できちっとした精査がで

きないような補助金交付はよろしくないというこ

とで先ほどから、るる町内会の活動費を含めては

っきりさせようじゃないかと。報告書もマニュア

ルをつくろうじゃないかと。場合にはネット上に

報告して市民の検証を受けようじゃないかという

ことをやっておられる。だとしたら、市民活動団

体については、直接あなたたちが補助をされて、

育成をしていかりゃあいいじゃないですかと。 

もちろんその活動の拠点が、あるいは活動の流

れの中で福祉ボランティアセンターを使われる。

その活動が円滑になるようにコーディネーターの

数が必要ならもっとふやす。パートの人が必要な

らふやす。それは人件費は出していきましょうと。

こうやればいい話であって、何でボランティアセ

ンターの補助要綱に市が乗っかって、より複雑な

３分の１とか補助分布をつくってやる必要がある

んですかということを聞いておるんですよ。経過

はわかりましたけどね。それは福祉ボランティア

は引き続き皆さんが育成していってくださいと。

どうしてもお金が足りんようでしたら、それは一

般的な社福協の補助金をふやす中で使ってくださ

ればいいですよと。予算要求してくださいと。だ

けどそれは福祉ボランティアがあなたたちの守備

範囲なんだから、そこで頑張ってほしいと。市民

活動団体については、前から副市長がおっしゃる

私たちが育成してきますと。市民協働課が育成し

ていきますと。だから市民協働課が直接補助いた

しますと。もちろんリンクと連携はしていきまし

ょうねと、これが本当じゃないですか。そうでな

かったらチェックできないじゃないですか、市民
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活動団体は。どうですか、直してください。 

○市民協働課長 

私の方は、やはり市民活動団体の育成というこ

とがなかなかできていなかったのが現状にありま

して、ボランティアの登録団体というのも平成18

年に43団体から今72団体ということにはなってお

るんですけれども、その中で、市民活動の団体と

いうのが実際に８団体ぐらいだということを聞い

ておりまして、やはりその市民活動の育成充実を

図りたいということで、なかなか拠点がどうして

もボランティアセンターにあるというところでの

私の方もなかなか目が届かないというところもご

ざいましたけれども、そういうところで今回のよ

うなふうに尐しでもよくわかっているところと利

用者が一番むだなことをせずに一回の申請で済む

というような形で考えたものでございますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○企画部長 

 この補助金につきましては、今、市民協働課長

の方からお話をさせていただきましたように、あ

そこのボランティア市民活動センターに登録をし

ている団体、この団体につきましては、なるべく

活動を活発にしていっていただこうということで

活動の内容もホームページ等で公開をして、今い

ろんな市民の方の募集をしとっていただけます。 

そうした中で、尐しでも活動を広げていってい

ただくにはどうしたらいいのかということで、今

回補助金ということにつながってきておるわけで

すが、これも市民協働課長の方からお話をさせて

いただきましたように、社会福祉協議会が団体へ

の補助をし始めたということですが、額が小さい

ということで、なかなか忚募も尐ないようでござ

いますので、市の方は社会福祉協議会がやられる

補助金に、もう尐し額をふやしていただいた中で

活動を活発にしていっていただこうということで

ございます。 

したがって、団体の方は社会福祉協議会へ申請

をしていただければ額的には社会福祉協議会のも

ともとの補助金と市の補助金と合わせた額が交付

が受けられるというようなことがございまして、

なるべく簡卖に補助を受けていただいた方のがい

いんではなかろうかということで、市は団体へは

間接的な補助ということにはなりますが、社会福

祉協議会の方へ補助をさせていただいて、社会福

祉協議会にもきちっと助成金の交付要綱がござい

ますので、それに基づいてやっていただくならば、

きちっと税金が使われるというふうな思いでござ

います。 

○高橋委員 

だからそういう複雑な補助金交付を直していこ

うというのがもともとのあなた方の趣旨じゃなか

ったんですか。より公明正大に、よりわかるとこ

ろでみんなにオープンにして、よりシンプルに、

より明確にしていこうというのがあなた方の補助

団体に対するスタンスじゃなかったんですか。何

でそれと逆にするような間接補助で、じゃあその

補助金団体が適正かどうかというのは、だれが決

めるんですか。ボランティアセンターが決めるん

でしょう。そんなボランティアセンターにゆだね

ちゃっていいんですか。金額も含めて。 

そういう補助金の二重構造化が実は問題なんじ

ゃないんですか。何でそれ、企画部長わからんの。

何でそんな複雑な補助金制度にするの。ボランテ

ィア活動センターが福祉協議会の枠の中で、みず

からの決裁で決めるべき補助金はやってもらえば

いいんですよ、その団体に、ボランティアに。と

ころが、市民活動団体は知立市が育成していくべ

き人々、それがたまたまリンクしておるだけの話。

その人々には直接市が補助金を出す。市民協働課

長はよくつかんでないというならつかんでくださ

いよ。そして育成していってくださいよ。育成を

ボランティアセンターにお任せして、補助金のさ

じかげんもお任せして、そしてこちらはお金を出

して、あとはお任せということですから、じゃあ

その補助金交付が適正なのかきちっと使われてお

るのかどうか、そういうふうになったら、より複

雑になってわからなくなるじゃないですか。何で

そこがわからないんですか。市は手を抜けるかも

しれんよ、ボランティアセンターに任せばいいん

だから。ちょこっとお金を50万円横に積んであげ
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ればいい。それは補助金交付の原則的な流れとは

違うのではないかということを私は申し上げてお

るんですが、皆さん方が申し上げないかんぐらい

で、この話は、私にかわって。間接補助はだめで

すと。それはかなわんわ、この議論をやっとっち

ゃあ、皆さんを相手に。皆さんが気づいてやって

くれなかったら。だれもボランティア団体に補助

するなと言ってないんですよ。補助の仕方が複雑

怪奇で、よりしがらみが拡大するような補助金の

的確さ、金額の妥当性、活動にどう生かされてい

るかきちっとチェックできない関係にしようとさ

れてるんじゃないかということを聞いておるわけ。 

これ、総務部長、こんなのはいいの、あなた財

政担当で。ようからんけども、あなたの所管じゃ

ないけども、こんな補助がふえていくということ

は好ましいことじゃないでしょうが。ちょっと聞

かせてください。 

○総務部長 

 委員の御指摘の部分につきましては、この要綱

につきましても例規審の方にあげさせていただき

ました。 

 例規審の中では、やはり委員の発言の趣旨と同

様な意見が出されまして、すなわち原課の方で対

忚を差し戻し審議するという形で所属の方と上司

で決断をしていってくれという中身になっており

ます。 

○高橋委員 

 だから今私、初めてほんとのことを知った。ほ

んとのことというか政策決定の過程がわかったけ

ど、例規審ではいいのかと、そんなことでという

意見が出たというんでしょう。何でそれ皆さん、

耳傾けないんですか。これは市長の御意向ですか、

こういう形で出すということは。ちょっと聞かせ

てください。 

○林市長 

 この補助金については、やはり市民活動をもっ

と促進させたいという思いで、できるだけ市民の

方が申請しやすいということにするならどれとい

ったらいいのかなという思いはあったということ

は事実であります。 

○高橋委員 

 それは市長の指示だという理解でいいですね。

お答えいただきたい。 

○林市長 

 予算の出し方については、私が最終的に決裁を

しておりますので、私が提出させていただいてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○高橋委員 

 そんな一般論を聞いておるわけじゃない。この

予算は全部あなたが決裁しておるんだわ。 

 例えば例規審で問題になったけども、それでい

くんだというのは市長の指示かどうかということ

を聞いておるんです。話が端的じゃない。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

午後８時30分休憩 

――――――――――――――― 

午後８時32分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○林市長 

 私がそのようにさせていただきました。 

○高橋委員 

 例規審が、それは間接補助をどういうふうにい

わしたかしらんよ。間接補助はまずいじゃないの

と。ダイレクトで市民活動団体に市が直接補助さ

れたらどうですかという趣旨のことを言われたと。

だからその要綱はだめだと。あとは所属長とで決

めなさいということですか、今の話では。それで

市長が指示したと。 

 これ、市長はしがらみ問題と補助金をダブらせ

てね、民主的に運営されていない団体もあるんだ

と。そこは撤回されたけども、私は、だからそう

いう団体からの推薦はいただいてないと。私はき

れいなんだと、こういうことをおっしゃった。 

 しかし、今の話を聞きますと、だれが見たって

直接補助で行うべきものを、あえて間接補助をし

て市長が、よしいけと。例規審で異論が出たにも

かかわらずいけということは、これは市長、正論

じゃないじゃないですか。私は、ボランティア団
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体を育て、市民活動団体を育てることを否定して

るんじゃないですよ。ここを間違ってもらっちゃ

困るんですよ。高橋憲二がちゃちゃ入れたという

ことじゃない。補助金のあり方、補助の仕方につ

いて聞いとるわけですよ。何でこんな複雑にする

のかと。例規審のおっしゃるとおりです。今、答

弁を聞いとる限り。何で例規審が言うように直接

補助にしないんですか。何でですか。私は納得で

きない。企画部長、直してくださいよ、これ。 

○企画部長 

 今、例規審という話が出ましたですけども、多

分その結果については市長御存じないというふう

に思います。 

 間接補助なわけですけども、これにつきまして

は、先ほど申しましたように、団体が補助金を受

けるについて、社会福祉協議会にも申請をしなき

ゃいなん。それから市の方へも申請をしなきゃい

かんということをより簡卖に申請をしていただく

ためには、１カ所に申請をすることによってそれ

ができるんであれば、それも社会福祉協議会の方

へ申請をしていただくことによってそれが今、可

能にしようというふうに思っとるわけですが、社

会福祉協議会の方も先ほど申しましたように、交

付要綱を定めて、その要綱に基づいてやられると

いうことですので、市もその要綱に沿ってやられ

るんであれば、間違いなく税金が使われるという

ふうな思いからこのようにさせていただいたとい

うことです。 

○高橋委員 

 それはね、社協が３分の１、市が３分の２とい

う補助の体系をつくったからそうなるんだわね。

補助の体系をつくったからね、いやいや、別です

よ。社協３分の１分は社協で申請してくださいと。

３分の２の分は市役所で市民協働課長のところで

申請してくださいと、そういう補助のドッキング

をやったから二つ窓ができただけのことで、私が

言っておるのは、その二つ窓をつくれとは言って

ない。窓は一つにしてくれと。この民生関係の福

祉ボランティアは福祉の里のボランティアセンタ

ーで直接受けてやってもらえばいいじゃないです

か。向こうの財源で。だけど市民活動団体は、も

ともと市の直轄事業でしょう。直営事業でしょう

が。何でそれをボランティア団体の迂回をあえて

させるんですか。市民協働課長のところが直接受

けやればいい話だわね。 

 それで福祉ボランティアの財源が足りない、お

金が足りないというならね、社福協とよく相談を

する。岩堀氏とよく相談をする。それでも足らん

というなら市が一般的な補助として補助金の中に

込んで出してあげればいい話で、そこでリンクす

るから話がややこしくなる。リンクするから二方

向に申請が要るようになるんじゃないですか。私

が言っておるのは、シンプルに切り離して、その

かわり市民活動団体はあなたたちが直接目で見、

事業内も聞き、具体的実践経過も検証して、あな

たたちが補助要綱に沿って妥当で適正な補助金を

出せばいい。そういうふうにしようとされておる

でしょう、今。ネットも含めて。何でそこで複雑

な関係にしてよしとするんですか。おかしいです

よ、私に言わせれば。 

 結果的に間接補助をふやすということでしょう。

ことは50万円だけど。何で間接補助をふやさない

かんの。話が複雑になってわからんくなるだけの

話じゃないですか。シンプルでダイレクトでじか

に、そして成果をはっきりさせる。それが補助金

の本旨じゃないですか。何で複雑にするのよ。こ

れは直接補助にしてください50万円は。市民活動

団体の分が50万円ではないとしたら、その市民活

動団体の分だけで結構です。直接補助、そして市

議会が１つ１つの団体に幾ら出しておるのか検証

できる仕組みこと必要じゃないですか。ネットで

やるというのもいいけども、市議会にこの団体に

幾ら出しておるのかということを検証する仕組み

こそ大事じゃないですか。何でそこをはっきりさ

せるような方法を選択しないんですか、改善を求

めたい。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

午後８時37分休憩 

――――――――――――――― 
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午後８時39分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○清水副市長 

 いろいろ補助金の交付の方法についての議論が

今あったわけですが、ちょっと私がここで話をす

ると議論をそらすなというふうにおしかりを受け

るかもしれませんが、もともとボランティア市民

活動センターという形であの場所でスタートをし

たというのは、これは市の方がそういう市民活動

を支援をしたい、そういう環境づくりをしたい。

また、福祉協議会も今求められている福祉協議会

の役目は、いわゆる過去の福祉ボランティアとい

われるそういう分野だけでなく、広く市民活動を

やっていくということも、支援していくというこ

とも社会福祉協議会の仕事の中身だということの

双方の理解のもとにですね、一つの場所でこうい

った活動センターを立ち上げようということで始

まったということの中で、活動の目的はいろいろ

福祉であったり、いわゆる純粋な、純粋なという

か市民活動である方たちも、これは同じ市民とし

ての活動だというとらえ方の中で、それを全体で

支援していこうということで始まったものでござ

いまして、それを今回のボランティアと市民活動

という両分野について支援をしていこうというこ

との趣旨については、御質問者も十分御理解をい

ただいているということでございますので、私の

方もそういった趣旨で今後進めたいというふうに

思っております。 

 ただ、今も出ております補助金の執行の方法に

ついては、御指摘のような結果的に不明朗な形も

懸念をされるということでございますので、この

全体の中で、今回のボランティア市民活動のため

のそういう活動を支援するということについては

御理解をいただけたというふうに理解をしており

ますので、この執行については、この中で一度十

分考えさせていただいて明確な形で執行するよう

に考えていきたいというふうに思っております。 

○高橋委員 

 市民ボランティアはなかなか育たないとさっき

からおっしゃってます。もちろんこれは育てなき

ゃいかんけども、だれが育てるのかといったらね、

それはボランティアセンターも一翼を担うことは

事実なんだけども、あそこが育てるんじゃないで

すよ。一翼を担うのはいいんだ。そうじゃなくて、

あそこと連携しながら市民協働課長のところがほ

んとに手をかけね、そして議論しながら育ててい

くところなんだから、その育っていく過程で水の

やり方、肥料のやり方というのは、あなたたち自

身が補助金という形で直接交付することによって

成長の度合いや肥えのかけ過ぎがないようにやる

んがほんとの姿じゃないですか。その結果がどう

いうふうに成長していくのかということが補助金

の意味するところのその役割について検証できて

いくというふうに私は考えます。 

 結果的にいろいろあったけども、二重補助にな

るような補助金の複雑化を招くような補助の制度

についてはただしていただきたい、直していただ

きたい。 

 今、副市長の答弁は、その私の言っている趣旨

を理解していただいて、執行の段階では私の指摘

を受けた執行にする。つまり市の直接補助にする

というふうに言われたというふうに理解をしたい

ですが、そういう向きでいいですか。 

○清水副市長 

 先ほど明確な形で執行していくということは、

今、御質問者がおっしゃった内容でございます。 

○高橋委員 

 わかりました。ちょっと時間食っちゃって済み

ませんでしたね。 

 それから、もう一つ、ほんと申しわけない、時

間があれですが、防犯灯の問題をこれちょっと聞

かないかんです。 

 ずっと議論を聞いておりますと、もし100基上

乗せして町内会の申請でやるとするならば、申請

時期に間に合う段階で補助額を示すというのが当

たり前じゃないですか。防犯灯の申請はいつです

か、締め切りは。 

○市民協働課長 

 防犯灯、ほかのものも一緒ですけれども、当初
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予算に間に合う時期ということで、例年９月の末

までに町内会の区長から要望をいただいておる状

況です。 

○高橋委員 

 だから町内会が９月末までに要求してくると。

その要求に間に合うように来年度予算は補助枠を

従来の倍にしましたと。そこを御高配の上、補助

申請してくださいという形でこの事業がスタート

していくならね、それは一つの考え方ですよ。 

 ところが、きょうの話を聞くと、もう申請は受

付られて、もう114カ所でしたか、大体担保に入

ったと、予算化されたと。だけど市長の一声で、

あと100基ふやしたいので、悪いけども追加申請

してくれという話をするというわけでしょう、こ

れから。議会が議決したあと。これはね、私はこ

んな補助金の仕方ってあるのかなと。私は、ほん

とに防犯灯をつけて明るくすることが今まちの中

心課題であるとすれば、来年度の補助申請に間に

合うように、設置申請に間に合うように予算を取

って、つまり平成22年度からこういうふうにしま

すので、平成20年度は平成21年度の９月までに申

請してくださいと、こうやらなきゃいかんでしょ

う、これ。こんな話、私、初めて聞きますがね。

土木申請が１億円乗せましたと。追加申請してく

ださいと、１億円分。どうするだどうするだと、

こういう話だがね。何でそこまでして補助枠をふ

やさないかんのか。これは林市長の指示だったで

すね、間違いないですか、ちょっと確認してくだ

さいよ。 

○林市長 

 私の明確な指示であります。 

○高橋委員 

 それで町内会間もなく話がくると。おい、倍ぐ

らいいぞと。倍出すがね、仮に。そうすると100

基埋まりますがね。再来年もこの次も続けるんで

すか、この倍額は。 

○林市長 

 平成21年度こうやってつけさせていただいて、

やはり状況を見て判断をさせていただきたいと思

っております。 

○高橋委員 

 そうすると平成22年度になると、またちょっと

狭まったと。昔の100基になったと。来年は100基

らしいぞと。もとへ戻ったらしいぞと。住民は、

去年ぱんぱんつけてもらって、何でことし私のと

ころの脇につけてもらえんだねと、こういう声が

出ますがね。ちがいますか。現場はそういうこと

になるじゃないですか。来年もやります、再来年

もやりますといってずっとおやりになるならね、

それは矛盾はなくなる。しかし今、自治区が長年

の勘と住民要求を上手に調整されて、大体100基

分もってござる。もうちょっとつけてほしいかも

しれんけど100基分もってござる。満額回答する。

それは１年こっきりじゃない。来年も再来年もそ

の次もそういう形で続いていく。尐しずつではあ

るが、まちの電灯が100本ずつふえていく。そし

て、それが全体として財政とのバランスを取った

全体という形の中でまちが明るくなっていくとい

うことで、十分行政の担保はできるじゃないです

か。 

例えば極端に暗いところがあると、現在。なか

なか町内会がつけてくれん極端に暗いところがあ

る。だったら集中ゲリラ的に、町内会とも相談す

るけども、上からのトップダウンで、よしこれを

つける。この地域で100本つけよ、市民協働課長

やれというなら、それは一つの手法でしょう。た

だ、それは卖発一遍限りと。来年度以降は、例え

ば全体で100本が足らんというならね、来年度は

120本、２割増しでどうだろうかとかね、この瀬

踏みは要求はやった方がいいと思いますよ。しか

し、申請が終わったこの時期にね、100本ぽんと

枠を出してね、これが林の安心・安全のまちだと

おっしゃってもね、ほんとなのと。じゃあ来年も

再来年もその次も続けてくれるのと、この100本

アップは。100本アップ続けてくれるならちょっ

ことは考えていいわね、これ。ことしちょっと無

理してでも。だけど今、状況を見てとおっしゃる

わけでしょう。 

私はね、この種の補助金は、さっきのあれと一

緒。２次補助と、間接補助と一緒。つかみがない
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でばんと配っただけの話だわね、これ。財政の専

門家だとおっしゃったけども、この手法見とると、

もう情けなくなってくる、林市長。あなたは一日

も早く公約をやりたいという思いはいいですよ。

だけども、だとしても踏むべき手順と段取りを踏

んでいってくださいよ。これ、振り回されとるだ

けなんだわ。きょうの論議ね、ずっとやってきま

したが、振り回されとる、あなたの手法に。さっ

きのボランティアも含めてというふうに言わざる

を得ませんが、どうでしょうか、お答えをちょう

だいしたい。 

○林市長 

どうも振り回しているということで申しわけな

い、そういう思いがあると思いますが、私は、安

心・安全のまちづくりをしたいという中で、自分

の思いとして、また公約にもしっかり書かせてい

ただいたんですが、防犯灯など中途半端にするこ

となくやっていきますって明確にさせていただい

ております。 

そうした中で、この100基ということでござい

ますけれども、今度、区長会議が４月早々あるわ

けでございますけれども、この100基どんどんつ

けてというこの100基という数字にこだわること

なく、今まで以上に今回暗いところ等危ないよう

なところはどんどんと要求をしてくださいという

ようなそんな言い方をさせていただくんですけれ

ども、これも一般質問で申し上げたんですけれど

も、まだまだ遠慮がちに町内要望出されてるとこ

ろもあるというふうにお聞きいたしますし、まだ

まだ一般町民の方からも、あそこをつけてほしい

な、ここをつけてほしいなという声を聞くわけで

ございまして、そうした中で、先ほど提案してい

ただいたんですけれども、行政が気づいたところ

を区長にお願いしていくという部分も出てこよう

かと、これからはですね、今まで以上に前向きに

行政が気づいたところを区長に、ここどうかねと

いうことでお願いをさせていただきたい。 

というのは、やはり電気をつけることによって、

先ほどこれも出てたんですけども、まぶしいから

やめてくれとか、あと、苗が育たんからやめてく

れとか、やはりこれは町内の事情があるわけでご

ざいまして、なかなか行政として一気にというこ

ともやりにくいところがあるわけでございます。 

そうした中で、行政が気づいたところを区長に

お願いをして、そして区長がやっていただくとい

うそういうことをしてきたい。そうして、そうす

ることによって区長が改めて自分のまちで暗いと

ころはどこかなということを探していただく、そ

んなことにもなろうかと思うわけでございます。

こうやって改めて４月早々新しい区長になられる

わけでございまして、そのときに今回は防犯灯は

ようけたくさん予算をつけてますので、もうちょ

っと暗いところとか危険なところがありましたら

積極的に要望を出してくださいと申し上げること

によって区長が、暗いところはどこかなとか、あ

と、危険なところはどこかなということをみずか

らまた探し始めていただく。そうしたことでこの

町内をよくしていきたいというそうした思いが区

長の思いの中で出てくるんじゃないかということ

も期待させていただきたいと思っております。 

○高橋委員 

私へ、まちを明るくすることを反対しとるんじ

ゃないですよ。全然違いますよ。まちをもっと明

るくすることはほんとんせないかんと思ってる。

ただ、手法がおかしいんじゃなか。 

つまりね、区長は区長で苦労があるんですよ。

だって要求全部もっていって、全部丸にしてもら

えば問題ないけども、今までの実績がある。区長

なりに心の中で設置基準というのがあるんじゃな

いですか。区長は区長で設置基準みたいなものが

自分の心の中に申しおくれたものが。その線に沿

ってつけていこうやと、こうなるわけでしょう。

今回それが崩れるわけですよ、平成21年度は。申

請から後づけで暗いところあったら言ってくださ

いと。そういう目でまちをもう一遍見てください

と。それじゃあ、あそこもつけよう、ここもつけ

よう。今亓つのところが10個になるわけですから

ね。倍返しでつくわけでしょう。その目が育った

と。来年また平成22年も同じようにやってくださ

るのと、平成23年も同じようにやってくださるの
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といったら、いや、平成22年は絞るかもしれんと

いうことになったら、そこで設置基準がだれてく

るじゃないですか。林市長がおっしゃるように、

まちをそういう目でみようと思って平成23年もっ

ていったら、それはだめですと、平成22年は。そ

ういうことが現場で起きますよということを言っ

てるわけです。まちを明るくすることは結構だか

らね、そういう点では区長申請が行われるときに

枠広げをやって、この枠を広げました、２割方広

げましたと、ことしは。３割方広げましたので、

その趣旨に沿って御要望をいただきたいと。そし

てあがってきた。それを見ながら予算編成をやっ

て満額回答ができるように努力すると。これが本

来の予算計上と予算査定の内容じゃないですか。

それが市長おわかりにならずに、まちを明るくす

ることは大事だと言って素人のようなことをおっ

しゃってね、ここでどんと積まれることはいかが

なものかと。そういう予算編成が正義だとすれば、

また切ることもまた正義ということになるんじゃ

ないですか。そういうことだけはしっかり申し上

げておきたい。 

そこで今、市長は、いやいや、これは市が気づ

いたことがあればやるんだということもおっしゃ

った。極端なことをいうと、林のところへ来いと。

防犯灯つけてほしかったら。支援団体に人に言え

と、おれがつけてやるわいと、100基分ぐらいは

どんと任せよと、こういっていらっしゃるのと同

じだなと思うんですよ、私は。これ、新しいしが

らみを市長の権限と特権でつくろうという話じゃ

ないですか、これ。そんなふうに聞こえてくるん

ですよ、私には。だって別枠だもん、これ。林、

行ってくれと。今までの答弁は区長、区長だった

けど、今は答弁変わりましたよ。市がそうだと思

ったところへは積極的につけていくことも考えた

いと。林に言ってくればつけてやるということで

すよ。私はね、どうかなと、そういう手法やテク

ニックは、そういう姿勢はというふうに思わざる

を得ませんね。 

そこでね、一つ申し上げておきたい。せっかく

100本当初予算でついたんだからね、これは有効

に活用しましょうよ。新林に立野公園というのが

あります。立野公園というのは、農振農用地区の

八ツ田に面した一番西側の東側の公園ですよ。公

園は、まちの町内の連たんした民家に接していま

すが、東側は田んぼに接してます。そこを子供た

ちが塾帰りその他で通うんですね。真っ暗なんで

すよ。どうしたかというと、区長が大変骨を折ら

れて、さっきもありました支柱を立てて、それで

５本の防犯灯をつくられました。さんぜんと輝い

ていますよ、今。だけどそこは電柱もない。東側

には民家がない。田んぼですから今まではついて

なかった。今、５本ついてますよ。なかなか苦労

が要るんですよ、区長もね。 

そこで提案したいのは、前から私どもが指摘し

ている例えば学校周辺、東小学校の周辺、あの立

派な団地の中でも東小学校の周辺は暗い。一遍歩

いてくださいよ。竜北中学校の周辺、名鉄三河線、

そしてクランク状の道路、名鉄沿線に沿った、あ

ちらには民家がありませんね。それから木がうっ

そうと茂りかえしてくる。暗い。例えばそういう

ところが随所にあります。これは町内会が町内区

民の声を聞くにしても、ちょっとつけにくいとこ

ろなんだよ、これは。山屋敷がやるのか、昭和地

区からはほとんど要望がない。だって柱が要るか

ら。３分の２しか見てくださらないわけだから、

柱が要る。私は、この300万円を市民協働課長、

そういうところを重点的につけたらどうかという

ふうに提案したいんですよ、区長にばらまくんじ

ゃなくて。そういうところで100本活用する。そ

れは水銀灯に変えて30本でもいいですよ。あるい

は支柱をつくるということだから100本予算が40

本になるかもしれない。私は、そうやって活用さ

れるならね、行政のリーダーシップで町内会が申

請しにくいところ、盲点になっているところ、公

共施設の脇、こういうところを一度検証されて、

この100本分300万円をそういうところへ行政指導

で使う、こういうふうに使われたら、これは補助

金として生きるでしょう、これは。そう思うんで

すが、どうですか、担当課長。そう思われません

か。 
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○市民協働課長 

 確かに委員おっしゃいますように、暗いところ

に防犯灯ということはもう基本でございます。や

はり今の防犯灯の設置要綱の中で、補助金交付を

区長ということにしておりますので、そこのとこ

ろの結局は手法というところになると思いますけ

れども、暗いところについて、例えば私の方で今

言ったようなところを一度調べさせてもらって、

暗いようであれば、区長にこんなところが暗いと

いうような区長との話をしないことには多分難し

い話かもしれませんが、そういうことは協議でき

るかなということは思っております。 

○高橋委員 

 暗いところがあってもなぜ防犯灯がつかないの

か。電柱がないんですよ、これ。電柱がないから

つかないんですよ。さっきの論議で、１本10万円

ですか、あれ。幾らでしたか。３分の２でしょう。

持ち出しがあるわね。たまらんがね、小さい町内

は。大きいところはいいですよ。新林なんか比較

的大きくて、この決算書見てもらえばいいけどね。

財政調整基金を持ってみえるんですよ。そういう

ところはちょこっとぐらいそのときの区長がどえ

らい使いやがったなと、そうなるに決まってます

がね。だから繰越金をだいたいほどほどにして皆

さん翌年度へ送られますわね、そんなことは。そ

ういう中で、支柱を立てながら防犯灯をつくって

いくというのはなかなかのことですよ。そういう

苦労は行政当局はわからないかもしれない。そん

なところが暗くて今も防犯灯がついてないんです

よ。だからこれも補助金にはなっとるけども、そ

の組み替えも含めて、そういうところを市民協働

課長、徹底的に調査して、東小学校の周りが暗い

じゃないかというのは前から議会で指摘されてま

すがね。やってもらっとらだけで。だって防犯灯

をつけるのは区の申請からしかつかないでしょう。

だから区の申請ができにくい隘路のところは引き

続き暗いですがね。昔、竜北中学校とその八橋を

結ぶ豆腐屋の一本きちっとした大きな道がありま

すよね。あれ真っ暗だったんですよ。区もあんな

暗いところへつけないですよ、民家がないから電

柱がない。私どもこれ質問して、通学路なんだと。

市教委のリーダーシップでつけてくれということ

をやってね、結果的につきました。そういうとこ

ろが残っとるんですよ。だから私は、この300万

円を活用されて、行政主導でいいですよ、300万

円は。暗いところを一遍検証して、一般的に町内

会へ枠がふえましたなんてこと言わずに、きちっ

とそこで対忚すると。それで対忚し切れなかった

ら削減されればいいじゃないですか。あるいはそ

の枠の中で、なおかつ余裕があるなら新たに生ま

れてくる要求に対して町内会が申請してやっても

らうということも可能だと思うんですが、そうい

う方向へウイングをちょっと切りかえていただき

たいと思うんですが、林市長どうですか。そうす

れば、あなたのメンツも多尐立つ。このままじゃ

あ、あなた愚策中の愚策ですよ、こんなことは。 

○林市長 

 私のこの施策の思いというのは、何編も申しま

すが、安心・安全なまちづくりでありまして、そ

の手法はほんとにいろいろ今の高橋委員の手法と

申しますか、それもいいなという思いを感じてお

ります。 

 先ほど山﨑委員がおっしゃられたですね、行政

が気づいたところを区長にお願いしていくという

全く同じことを私、申し上げておるつもりである

わけでございまして、そうした中で、もう一つは、

先ほども申し上げましたけれども、区長が自分の

まちで暗いところはどこかなというのを再度改め

て洗い直しというそういうことが今回防犯灯よう

けつけたで、どうぞ探してくださいということが

言いたいな。そうすることによって再度区長がそ

ういう思いを強くしていただけることもねらって

いるという部分があるんですけれども、でも一番

の目的は、やはり今申し上げましたように、暗い

ところがまだまだありますので、それを明るくし

て安心・安全なまちをつくりたいという思いでご

ざいますので、そうした中で、一度よりよいあり

方を検討してみたいなと思っております。 

○高橋委員 

 林市長になったら、えらい防犯灯大変つけても
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らえると。いい市長だと。それは瞬間的にはそう

やってよいしょがあるかもしれない。来年も再来

年も続けなきゃいかんでしょう、そうなったら。

だけど、まちの要求は現在の100本程度プラスア

ルファで２割か３割ふえるかもしれないけども、

そういう範囲で皆さんが合意できるなら、それも

一つの大事な行政のかじ取りじゃないですか。私

はそう思いますよ。だからそういう点ではね、補

助ができる環境とシステムと補助の効果、さっき

から出ておりますがね、効果がきちっと担保でき

るような方法でやらないといけないことは、もう

明瞭です。 

市民協働課長ね、市長、今そういう発言ですか

ら、今たまたま申し上げたのはね、前から要求が

あるのは東小学校ですよ。周辺。ポールと立てな

いとつかないと思いますよ。それから竜北中学校

のあの三河線のあたり、暗いですよ。こういうと

ころをひとつ集中的に一遍調査されて、支柱の設

置も含めて、市のイニシアチブで一遍暗い箇所総

点検やって、この上乗せ300万円とのかかわり合

いを含めて、一遍きちっと報告してもらいたい、

市議会にその使い方について。114本はいいです

よ。これはもう従来どおりやってくださいよ、区

長申請のやつはね。その他の上乗せ分については、

そういう検証した上で、きちっと報告していただ

きたいと思うんですが、いかがですか。 

○市民協働課長 

まず一回、現場を見に行かせていただいて、ま

ずそこから一回行ってきますので。 

○高橋委員 

ぜひやっていただいて、報告をするということ

は担保していただきたいんですが、どうですか。 

○市民協働課長 

報告というのは、現場を見た後の使い方までと

いうことでしょうか。それはまた一度ちょっと私

の判断で今、話ができませんので、協議させてい

ただいてということでお願いしたいと思います。 

○高橋委員 

ちょっと担当課長ね、その点の答弁は部長にお

任せしたいということだと思います。どうですか、

上乗せ分については、その使途についてきちっと

御報告くださいますか、これお答えください。 

○企画部長 

 調べさせていただいて、その結果は御報告をさ

せていただきます。 

○高橋委員 

 給食センターをほんとはやりたいんだけどね、

９時だもんね、議長もうなずいとるし、給食セン

ター委託やりたいんですよ。資料もらいましたけ

ども、あの４人のパートが抜けとったという資料

だわね、あれは。したがって、もともとの前提が

市の持ち分が小さくみておるので、実際には

3,200万円じゃなくて2,900万円になりましたとい

う要旨だね。 

 それでね、今度洗浄機が自分で取り、自分で洗

って数を数えるということになったので、最終的

には資料いただきましたように、常勤が何人です

か。常勤とパート、委託業者の。あんたたちが想

定しとる。 

○教育庶務課長 

 管理責任者兼調理師が１名、それから副責任者

兼調理師が１名、管理栄養士が１名、正規調理員

６名、パート調理員、これは１日の通しで22名と

いう算定で考えております。 

○高橋委員 

 今までは正職員11名、１日換算のパートで19名

ですか。この体制でやってきたものが、新いセン

ターでは正規８人と22人のパートでやれると。ほ

んとにやれるんですね、これで。だったら市の職

員でこの数でやってみたらどうですか。委託業者

にせんで。市の職員で正規８人、パート22人、正

規はやめさせるわけにはいかんから、じっくり雇

用を続けながらこの体制でやれるかどうか一遍検

証したらどうですか。そうしたら人件費はほとん

どとんとんですよ。私、計算してみたけど。これ

で委託業者がやれるなら直営でできるんじゃない

ですか。つかみながら洗い、つかみながら数える

すぐれものの３点セットが中西から入ったからこ

のような合理化がでできたということでしょう。

ちがうんですか。 
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○教育庶務課長 

 今、委員からお話がありましたように、機械の

洗浄機のみならず他の方も最新のものを修能力が

高いものを入れさせていただいています。 

 コンテナそのものも今、両開き、片開き、片側

だけの両開きですが、今度のものは両面のスライ

ド式でコンテナごと食器を入れて消毒ができると

いうことで大幅な省力化ができるというふうに期

待しております。 

○高橋委員 

 だったらその省力化を正職員に使わせればいい

じゃないですか。あの人件費ほとんど変わりませ

んよ。私、試算してみたけど、おたくのやつを。

ちょっと時間がないんで言いませんけど。何でそ

ういう省力機械が入って、そして営々としてあそ

こで勤めてきておる市の直営の人、パートの人が

いるにもかかわらず、それで挑戦しようとしない

ですか。やればいいじゃないですか。そしたら当

面2,900万円、保育園のその人たちを振って、新

しい試算ではやっぱり10年だがね。10年後に黒字

になると、総事業費が。こんなことやらんでも直

営で省力化された機械で仕事をしてもらえば、10

年間こんなに赤字を出さんでも十分やれるじゃな

いですか。どうですか。そういう計算でしょう、

これ。やれてしょうがないがね。一遍やってみた

らどうですか。 

○教育部長 

 私どもの試算では、先ほど言いました、これ新

しいので平成31年には一忚黒字になるという計算

でございますけども、正職員でやっていきますと、

退職者がこれ予定の退職者ですので何とも言えま

せんけども、平成23年、平成24年、平成26年と退

職者が出てきますけども、ここら辺をまた正規で

やっていこうと思うと高くなるというふうに思っ

ております。 

○高橋委員 

 そんなこと全然言ってないがね。今、正規11人

でしょう。パートが19人。これが省力化によって

正規８人、パート22人でできるというんでしょう。

だったらそれでやればいいじゃないか、直営で。

余ったところは保育所置けばいい。その分は増加

になるわね。だけど11人正規がいらっしゃるんだ

から、パート22名に対して19人だからね、現在は。

だから正職員が８名が11人になることは、あえて

目をつぶっていただいてね、そして、８名に下が

るまで、そういうすぐれものを入れたんだから、

高い銭払って。８名に下がるまで現体制でいけば

いいじゃないんだわ。８名を割るような退職者が

出たら補充すると。だってこれは委託だって８名

常勤を雇うというわけだから。そういうことでや

れば初年度から10年間赤字が生まれるなんていう

絶対ならんですよ、そんなことは。あなたたちが

試算し直したやつでも初年度2,900万円、次年度

2,900万円、次々年度2,300万円、３年間で１億円

とは言わんけども、その歳出ががっとくるじゃな

いですか、一番えらいときに。財調がゼロになる

というときまでにこんなにお金を先食いしてつぎ

込もうというわけでしょう。ナンセンスじゃない

ですか、先ほどから議論してきた大きな財政の流

れから言えば。すぐれもので８名と22名でできる

なら、そのすぐれものを活用して直営でやれば

2,900万円なんていう赤字は出ないですよ。そう

思いませんか、お答えください。 

○教育部長 

 最終的に保育園と給食センターの調理員、これ

きますと、これは11人、保育園の正規職員がなく

なるまで線が書いてありますけども、将来的に黒

字になるということで、これで進めさせていただ

きたいと思います。 

○高橋委員 

 そんなことはわかって議論しとるじゃないです

か。今そのレベルの議論じゃないでしょう。将来

的に黒字になればいいなんていうことが許される

のかという議論なんでね。初年度2,900万円、次

年度2,900万円、３年度2,300万円、４年度2,000

万円、これで１億円ですがね。これずっとたどっ

ていくと平成24年と書いてある。財調がゼロにな

るときに、今の職員でやっておかれればこの赤字

は出ませんよ。わかりますよね、教育庶務課長。

委託をして、委託に金を使って、その金を使った
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分減ればいいけども、パートは減りますよ。とこ

ろが、一番の人件費の11人の常勤は保育所へ回る

んだから。保育所へ11人回すんだけど、実際の保

育園のパートが15人いるもんだから、４名は留保

せないかんというのが今度の財政計画ですよ。そ

こで二重投資になっとるわけ。何も保育園に正規

の調理員回さんでもいいわけ。今のままでいいん

だわ。だから正規の11人がそのまますぐれものの

機械を使ってもらうと。委託は22人ですから、パ

ートが。うちの方が19人ですからね、そこに差が

あるでしょう、３人ばかり。だからそれは11人と

８人の差で置きかえていただいて、それだけの人

材があるんだから、それで泳いでいただくと。そ

うしますと、給食センターが平成23年に１人退職

ですがね。そして、その次は、平成32年ですよ、

次の退職者が。この定年でいえば。そのときには

不補充で正職員８人、パート22人まではこの試算

にあるように、直営でおやりになったらどうです

か。そうしたらこの一番右の累計の手前の増減Ａ

マイナスＩのこの減額は全くなくなるんです。当

初から。何でそういうことができないんですか。

その方が当市の財政にとってもすぐれものを使う

使い手にとってもベターじゃないですか。何でこ

ういう判断ができないんですか。私は全くわから

ない、やりようが。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後９時18分休憩 

――――――――――――――― 

午後９時19分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育部長 

 何遍も同じことを言いますけれども、給食セン

ターだけ見ますと職員が11人おりますので、８人

でやるならこの２名退職の平成32年までならでき

るじゃないかと、そのとおりでございますけども、

今現在それ以外にこれから平成22年の４月からア

レルギーの除去食とかそういうものが入ってきま

すけれども、アレルギーの除去食とかですね、そ

れで現在市の今の学校給食センターの市の職員は

補佐と担当係長と３人の方がみえますけども、こ

んな事態でやっておりますので、これが委託によ

って向こうも管理者がみえますし、栄養士もみえ

るということで、学校給食の市の職員も楽になる

と。ですので、調理員だけじゃなくて、いろいろ

なこれからのことを考えていくと、学校給食セン

ターの一般職も含め活用できるというふうに思っ

ております。 

 ただ、言われますように、人数でいきますとそ

ういうことでございますけども、保育園と給食セ

ンター、これが一緒になりまして将来的に人件費

が安くなるということでございますので、今のま

まやっていけばまた同じような正職員がやめた平

成32年にはまた採用しなきゃいけない。保育園の

方は保育園でまた採用していなければいけないと

いうような数字が今持っておりませんけれども、

この表で見る限りですね、将来的には人件費が安

くなるというようなことで４月から民間委託をや

っていきたいということでございます。 

○高橋委員 

 全然答弁になってないですよ。きょう私、新し

い提案してます。あなた方が、委託業者は正職員

８名とパート22名でやれるとおっしゃった。なぜ

やれるんですかといったら、すぐれものの機械が

入ったとおっしゃった。だったらその恩恵を受け

ない手はないじゃないですか。そのすぐれものの

機械で正職員８名、パート22名。多尐の換算はい

いわね。だとしたら、現在11名と１日換算19名の

パートが要るんでしょう。大体８と22と合うじゃ

ないですか、１日換算で。そうしたら保育所の方

へ正職員玉突きにせんでも、今のままの体制で委

託されやいいんだ。そうすれば2,900万円なんて

赤字は出ないの。そしてしばらくいくと、平成23

年にはセンターで１人正職員やめられますがね。

これは補充しない。そして、平成32年になると、

これもやめられます。そうすると９人補充しない。

だって８人と22人でできるとおっしゃっとるんだ

から。そうしたら全く人件費のこの10年間の右か

ら二つ目の赤字のマイナスは、このマイナスはな
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しでいけますがね。先ほど読み上げたように、頭

から４年ぐらいは１億円かかるんですよ、負担増

が。そして、さっき言った食器、そして配送セン

ター6,400万円じゃないですか。そして1,200万円

ずつ配送は毎年プラス増ですよ。そして、その上

に2,900万円の負担増。いくらなんでもね、ここ

が知恵を出さなかったらいかんのじゃないですか。

こんなことが許されていったら。こんなことが給

食センターだけ許されると。新しい施設にしたん

だから食器も当たり前だと。配送だって６台にせ

ないかんと。6,400万円ですから、卖年度、平成

21年度。そしてスリムになるどころか、委託した

ためにその職員を向こうに追い出せるためには逆

に人件費がふえる。委託料と人件費両方もたない

かんでしょう。そういう計画をスリムにするため

に８の22でいこうじゃないかと、直営で。やれる

かやれんか知りませんよ、それは。調理員と相談

し、スタッフと相談して、すぐれものを使えばで

きるというならやりましょうよ、これ。そしたら

１億円を超える赤字は解消できますがね。 

 市長、どう思われますか。非常事態的この財政

のときに、こんな市の財政をスリム化しないよう

な二重投資を認めるんですか、あなたは。全く二

重投資じゃないか。どうですか。そのように対忚

できませんか。それをやれずしてね、財政危機だ

とか金がなくなったなんていうことは言わせない

ですよ、私は。 

○教育部長 

 一忚給食センターだけを見れば、今の高橋委員

の平成32年で２人やめるからそれまでは給食セン

ターはいいということですけども、ここには保育

園の方も平成32年までには６人の退職者がござい

ますので、ここも保育園については新規採用して

いかなければいけないということが１件と、それ

から、先ほど6,400万円と言われましたが、食器

等でいろいろ御迷惑をおかけしておりますけれど

も、卖年度、平成21年度が6,400万円の増加と思

いますけれども、翌年からは配送車の今の予算で

いくと３台のみの計上になりますので、上乗せに

なりますので御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○高橋委員 

 保育園はあなたの所管外だし、保育園はこの人

数がふえるわけじゃないですよ。定年になったら

若手が入るわけだから人数は変わらないんですよ。

保育園の調理員の正規調理員の数はね。やめたら

正規職員の数がプラスでふえるわけじゃない。今、

何ですか、これ10人ですか。ちょっと数わかりま

せんがね、何人かみえますよね。この数で現状を

キープするだけの話ですが。スタッフが変わりま

すよ、それは定年になられりゃあ。だから保育所

の方は現状維持ですよ。だから給食センターから

人を回す必要ない、直営続ければ。給食センター

の方は、平成23年に正職員１人やめる。これは別

に補充しなくていいですよ、極端なことを言えば

ね。で、平成32年に１人やめるでしょう。これは

補充しなくていいですよ。 

 つまり、正規８人、臨時22人の体制ですぐれも

のを使えばできるとおっしゃってるんだから、一

遍直営でやってみたらどうですかという提案しと

るんです。どうしてもあごが上がるというなら、

これは採用しなければいかんわね。だけど11名今

あるんだから、11名を超えるような採用をする必

要ないですよ、全然。だとしたら下がるじゃない

ですか。これが行革じゃないですか。そして配送

車を含めて6,400万円、平成21年度。平成22年度

以降は1,200万円。まだずっと続きますよ。こん

なことが許されるのかということだわ。 

市長、どう思われますか、あなた。ここで決断

しなかったらね、そんなものはうそですがね。 

○林市長 

 新しい給食センターができるに当たって、その

運営体制のあり方というのをですね、やはり長期

的なビジョンに立って給食センターの民営化とい

うのが、今この表を出させていただいたやつを見

ましても長期的にやはり財源が出てくるわけでご

ざいまして、この計画については、私は進めさせ

ていただきたいというふうに思ってます。 

○高橋委員 

 話になりません、これは。だってね、これから
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きょう議論しましたがね。平成30年まで１億

8,000万円の累計になるんですよ、赤字が。それ

はなぜ赤字になるかといえば、委託するから委託

料払いながら正職員を抱えよという話だから１億

8,000万円になるんですよ。私は、委託料を払わ

ずに正職員ですぐれものに立ち向ってもらおうじ

ゃないかと。人をふやせとは言わない。だったら

平成20年までの１億8,000万円、これは全然負担

増になりませんよ。何でその道が選択できんのか。

市長を含めて。これじゃあね、とてもじゃないが

大変だわ。財政当局苦労されるだろうけども。こ

んなものが一方で通用しとってですよ、そして財

政危機だと。教育委員会だけ別格ですか、失礼で

すが。何でこんなものが許されるんですか。教育

長、どうですか。教育長の見識を問いたい、私は。 

○教育長 

 経費の考え方はいろいろあると思いますけども、

当面かなりの累積赤字です。ただ、給食センター

というのは40年ぐらい使うと思うんです。そうい

う長い目で見ればプラスになっていくという考え

もあります。 

 それと今、経費の話もありますけども、今、食

育の問題を考えていきますと、栄養教諭の配置が

ありまして、栄養教諭というのは給食センターの

業務と学校の食育ということを兼務しているわけ

であります。今年度県は５名の栄養教諭を配置し

ております。学校栄養職員の採用はゼロでありま

す。今後の流れを見ていきますと、栄養教諭の配

置が非常に多くなってくる。そうした中で、私た

ちは定数の増をやろうとしているわけであります

けども、なかなかそれが実現できないという現状

もございます。そうしますと、そこの調理業務と

いうのがそこに管理栄養士がおり、ある程度学校

栄養職員と栄養教諭がそちらの業務が若干身軽に

なるんです。その分だけ学校への食育の指導、そ

れに入れると、こういうメリットもあるわけであ

ります。現に現在１名西小学校に栄養教諭が配置

されているわけでありますけども、センターの業

務はかなりふえている。それから、学校の業務も

ふえているということで頑張っていただいておる

わけでありますけども、そんな現状もあります。

そういった意味で、調理業務の方がそういう委託

になれば、その辺のところがバランスよくできる

のではないか、そんな考えを持っております。 

○高橋委員 

 教育長ね、話題をそらした上にね、栄養職員が

すごく手が空いて食育にももっと力が発揮できる

なんておっしゃるけども、私、碧单市を見てきま

したよ。第１調理場、第２給食センター、両方と

も委託ですよ。何ておっしゃってるか知ってます

か、現場の人は。最終的に給食の責任は市がもつ

んだから、市の管理栄養士は工程ごとに味見をす

ると。工程ごとに味見をしなかったら最終的にお

いしい給食が献立どおりできているかチェックで

きないからね、工程ごとに味見をする。そんなも

のはね、むしろ忙しくなっている。あなたおっし

ゃるように、食育に時間を割いてベストなところ

で活動できるなんて騒ぎじゃないと。朝から晩ま

で汗みどろで働いてやっとのものだと。碧单二つ

あるでしょう、学校給食センターが。両方とも委

託されて、その結果そういうコメントですよ。 

 それで、将来はプラスになるとおっしゃるけど

も、11人と19人体制なら将来はプラスになるかも

しれない。８人と22人でね。人件費の差なんだか

ら。８人と22人で委託はずっとやるとおっしゃる。

ところが知立は11人と19人だから、常勤が尐し多

いから、この差はつきますよ。だけど私が言っと

るのは、８人と22人の体制でやってみたらどうだ

というとるんだ、市で直営で。だったらあとは給

料の差だけですよ。私、計算してみたら、そんな

に差はない。だったら何でここで委託なんだと、

１億8,000万円も赤字を出しといて、当初。将来

的には８の22人で直営でやれば浮きませんよ、ほ

とんど。人数の差はないわけですから、ほとんど

浮かない。そして直営は続けられる。教育長のお

っしゃった管理栄養士の話は、もう一遍あなた勉

強してきてくださいよ。あなたは本会議でずっと

おっしゃるから、私、検証に行ってきましたよ。

これは一面しか見てないなと、教育長は。そして

その上にこういう今、実態ですよ。こんなこと許
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してていいですか。これが許されるならね、それ

は知立の財政崩壊のときには学校給食センターの

責任は大きいですよ、失礼だけど。直営を放棄し

た上に、余った人員を保育園の方へ回して、そし

てその10年後に１億8,000万円累計赤字を出すよ

うなことをする必要ありません。直営ですぐれも

のを使って現状の体制で現状の経費でやりましょ

うよ。そのことが私は力説したい。わかってもら

えないとしたら極めて残念です。これで本当に知

立市の財政のことを考えていらっしゃるのかと、

市長をはじめ。 

 副市長、どうですか。ちょっと意見聞かせてく

ださいよ、あなた。 

○清水副市長 

 今、御質問者が御説明、御提案をいただきまし

たけども、私も先ほどの教育部長、あるいは教育

長、あるいは市長そういったことでお話をさせて

いただいておりますけども、そういった方向で御

理解をいただきたいというふうに考えております。 

○高橋委員 

 いい方に転化するなら理解しましょうよ、これ。

だけど、あなた方が出してくださった資料によっ

てはっきりしてることは、１億8,000万円累積赤

字になるんでしょう。これはっきりしとるじゃな

いですか。１億8,000万、平成30年に。こんなこ

とがいいのかというこの問いに対する回答はどこ

にあるんですか。将来へこみますと。８対22でや

れば将来は今のままでいいですよ。何の回答にも

なってない。ただ突っ張ってね、現状方針を。し

かも１億8,000万円赤字になる方針を突っ張って

走ろうという話でしょう。そんなこと許されます

か。私は、そのことを重ねて申し上げておきたい。

あとであのときの選択は、財政的に大変な失敗だ

ったということをおっしゃいますな。私は責任と

ってもらいますよ。そんなことでいいのかと。人

の金だけどね、そんなことでいいのかということ

ですよ。 

 総務部長、あなたに振る場面じゃないけど、こ

の１億8,000万円、何と考えますか。 

○総務部長 

 私、今、資料も持っておりませんし、委員のお

話と当局の答弁を聞いているだけの中身でござい

ますので、今まで議会の方で長年かけてこの委託

という問題について議論をしてきた。その中で、

原課の方で試算をされたという中身で、若干の期

間についてはダブる部分があるけれども、将来的

な市の財政の上では確かに減っていくだろうとい

うことが厳しい数年間の財政状況ではありますけ

れども、全体の中ではそういう方向性だというこ

とで私は現時点では認識させていただいておりま

す。 

○高橋委員 

 ことことさようにね、それはちょっとお手挙げ

状態ですわ。最大のポイントはね、中西から莫大

な費用をかけてメーカー指定で入れた洗浄機を含

めた機器がすぐれもので、つかみながら洗い、洗

いながら数える、こういうすぐれものが入ったと。

だからコストは高かったと。すぐれものだから人

が今ほどじゃなくても十分できる。委託業者は正

規８名、パートが22名でいいというなら知立市で

そのスタッフでやってみようじゃないかというの

が私の提案ですよ。今までの経験者。そうすれば

１億8,000万円という赤字は全く出ません。しか

も11名でこだわると８名の委託には尐しお金的に

マイナスになるけども、ふえるけども、８名でい

こうじゃないかと、やってみようじゃないかとい

うんだから、実はそれぐらいのことは考えてもら

わないかんのじゃないですか、行政当局で。結果

的にスリムを言いながら過大な費用の増大、これ

ははっきりしましたよ。この資料ときょうの論議

でね。私は、そのことを改めて強く申しておきた

い。そのことが理解できる幹部団がいらっしゃら

ないのかということを重ねて申し上げておきたい

と思います。 

委員長、ありがとうございました。 

○川合委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第17号について、挙手により採決します。 

議案第17号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

挙手多数です。したがって、議案第17号 平成

21度知立市一般会計予算の件は、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第20号 平成21年度知立市土地取得

特別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第20号について、挙手により採決します。 

議案第20号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

挙手全員です。したがって、議案第20号 平成

21度知立市土地取得特別会計予算の件は、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第25号 知立市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例等の一部を改正する条例の件を

議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。 

○村上委員 

 25号について、かなり時間押してますので、私

の意図するところが通じないかもわかりませんが、

尐しはしょって質問させていただきたいなという

ふうに思います。 

 この議案第25号につきましては、以前にもこの

時間の問題というふうについては本会議質疑の中

で御質問させていただいて、そのときには所定内

労働時間の中で休暇が取られておったということ

で、昼時間が１時間であったと。それを今45分に

変えたという話の中で、今回は15分間、要するに

所定内が減って、今までの時間内の中で昼休みが

恐らく１時間になるという提案かと思いますが、

この条例を上程された経緯だとか、時間、休暇に

どういうふうに今、私が言ったような形なのか、

その説明をお願いしたいと思います。 

○秘書課長 

 今回の議案第25号の職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部改正ということで、経緯として

は、今おっしゃった今までの経緯があります。そ

んな中、昨年国の方で人事院勧告で民間との１日

当たりの勤務時間が公務員の労働時間が１日当た

り15分長いということから人事院勧告が出されま

した。それに基づきまして、今回改正条例を出さ

せていただいたものであります。 

 委員御指摘のとおり、１日当たりの勤務時間７

時間45分になります。そうしますと、今までお昼

の休憩が12時15分から１時までの45分でありまし

た。それを午後１時までという１時間というもの

を定めていくものであります。 

 以上であります。 

○村上委員 

 今、私の思ったとおりなんですが、１日の所定

内の労働時間が８時間から７時間45分になったと

いうことで、昼休みの15分がふえたと。卖にここ

で休暇がふえたなということで、ここでよっしゃ

よっしゃということではね、尐し違うのかなとい

うふうに思うわけです。 

 この条例は15分が休憩がふえる。今言ったとお

りなんですが、基本的には事実上15分間、１日に

減るという部分については、実際には賃率が上が

って賃上げということになると思うんですね。先

ほど課長の方に、１時間当たりのアワーレート、

知立市の平均でどのぐらいかなというふうに聞い
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たんですが、１日１時間当たりのアワーレートが

約2,000円というふうにお答えになりました。 

 それで、１日当たり15分とはいうものの、これ、

１週間の１時間15分と。月にざっと計算して５時

間ぐらいあるんですね。これ、だめだということ

を言っておるんじゃないですよ。職員の働き方に

ついてはいいことなのかなということで賛成の立

場ではいるんですが、ただし、この辺のところを

しっかりと押さえといていただきたいなという観

点で物を言っておるんですが、１カ月当たりのこ

の賃上げ率でいきますと１万円、１人当たり年間

12万円のこれ賃上げになるんですね。賃金アップ

と。 

今こういった御時世の中で、１年当たり１人当

たり12万円、市の職員がざっと500人、これ6,000

万円の年間の賃金ベースアップになるんですね。

いろんなことで世間の中では、どちらかというと

休暇も取らされて、１日当たりの賃金も減らされ

て、１カ月当たりの賃金がかなり減っとるという

状況の中での月額１万円のベースアップというこ

とになります。 

この辺のところで、今回知立市はこういった取

り組みで所定の労働時間が15分減るんですが、近

隣市も同じようにこの県内どういうふうに取り組

まれておるのかなということをちょっとわかる程

度で結構ですので、教えていただきたいと思いま

す。 

○秘書課長 

 近隣市におきましては、県内の34市ありますけ

ども、豊田市が１月１日から実施しております。

そのほか27市において、この３月議会で上程を予

定しているということをお聞きしております。 

 以上でございます。 

○村上委員 

 これでずっと話ていきますと、長くなっちゃう

んですが、ということは、今回これ取り入れてな

いところもあるということですか。 

○秘書課長 

 今回のこの３月議会においては、まだそれぞれ

職員組合とか、あと、勤務場所ですね、24時間勤

務とかそういうところの状況もありまして、まだ

その辺が煮詰まっていないという準備不足という

面もちょっとお話はお聞きしております。 

 以上でございます。 

○村上委員 

 今ね、すべての市町村で取り組むということな

のかな、ちょっとわかりませんけど、またそれは

後で、時間長くなっちゃいますので、先にいきま

すが、そこの部分をお答え願いたいなと。 

 私自身その15分休息がふえるということについ

ては、確かに職員が昼の休憩をしっかり取ってリ

フレッシュができて、ここでお願いしたいのが、

能率の向上ということで昼休みが長くなることに

よってありがたみというのかね、そういうものを

しっかり受けとめて、その密度の濃い仕事、要す

るに、年間6,000万円使うだけの価値のある仕事

ができていくんであれば、それはこういった財政

難の中でもそれをもう尐し市民サービスの方向に

しっかりと向けれるということであれば、これは

いいことなのかなということで、そういった指導

という部分、人事担当しとる企画部長というとこ

ろでお答え願いたいんですが、よろしいでしょう

か。 

 それから、もう一点お願いしたいというのは、

本来これは副市長の方にもちょっとお聞きしたい

んですが、もともとこの辺の担当をやられておっ

たということもございまして、例えば年間に

6,000万円あった場合に、どれだけの人が雇用で

きるのか。また、新規の事業としてどういったと

ころに人が向けられるのかという部分について、

この6,000万円って非常に大きいと思うんですね。 

 この休暇がふえると。昼の休み１日15分がふえ

るという部分について、これを職員の皆さんにし

っかりと認識していただいた上であるんですよと

いうことを副市長並びに企画部長の方がしっかり

と伝えていただいて、この15分のあり方という部

分をしっかり認識した上でこれを職場の中に、職

域の中に展開していっていただきたいなというふ

うに思いますが、その意気込みというのか、心構

えというのかね、どういうふうに伝えていくのか。
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ありがたいなということでやはりこの15分間をも

つのか、ただ卖に昼休みの休憩がふえたんだから

というだけのことなのかというこの6,000万円で

すね、その価値という分を職員の方にしっかり伝

えていただきたいなというふうに思います。よろ

しくお願いします。 

○清水副市長 

 私、過去に、過去にというか企画部長を担当し

ておりますときに、休息時間の見直し等々の中で

現状の勤務時間、そういったものを提案させてい

ただいたときに担当させていただいておりまして、

その時点ではそういった国等の指導、流れの中で

そういったことでお願いをしてまいりましたけど

も、その後の話の中では、やはり職員も今の45分

のお昼の休憩というのはなかなか窮屈だなという

話も聞いております。そういった意味では、今回

のこういう形になるということで、職員も今御質

問者おっしゃったようなそういった気持で十分に

リフレッシュをし、午後の仕事に取り組むと、そ

ういうようなことが十分やっていただけるのでは

ないか。また、そういったことも皆さんに機会が

あればお話をさせていただきたいというふうに思

います。 

 また、この御質問者が御披瀝いただきました15

分短縮での年間約6,000万円というお話につきま

しても、非常に多額なものでございますので、そ

ういった意識も十分持って今後、業務に取り組み

たいというふうに思っております。 

○企画部長 

 今回の勤務時間の短縮につきましては、先ほど

秘書課長が申しましたように、人事院勧告に基づ

いて行うということでございますが、人事院勧告

におきましても、この勤務時間の短縮に当たって

は、これまでの行政サービスを維持し、かつ行政

コストの増加を招かないことが基本であると、公

務能率の一層の向上に努める必要があると、こう

いうようなコメントもついておるわけでございま

す。 

 したがって、お昼の休みが15分伸びるというこ

とでございますが、職員にもこのことをよく伝え

ながら勤務に励んでいただくという指導もしてま

いりたいというふうに思います。 

○村上委員 

 今、副市長、そして企画部長答えていただきま

したが、やはり基本的な労働法の関係からいって

も８時間の中の所定外の休憩が60分、１時間と、

これはどちらかというと働き方としては最適な状

況にあります。最適な状況になった以上は、やは

り先ほどの市民サービスの向上という観点で、ぜ

ひともその辺のところをしっかり職員に伝えてい

ただき、有効な活用をしていただきたいと思いま

す。答弁要りません。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○川合委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第25号について、挙手により採決します。 

議案第25号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

挙手全員です。したがって、議案第25号 知立

市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部

を改正する条例の件は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、議案第27号 平成20年度知立市一般会計

補正予算（第６号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 



- 103 - 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第27号について、挙手により採決します。 

議案第27号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

挙手全員です。したがって、議案第27号 平成

20度知立市一般会計補正予算（第６号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

以上で、本委員会に付託された案件の審査はす

べて終了しました。 

なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては正副委員長に御一任願いたいと思います

が、御異議はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

御異議なしと認め、そのように決定しました。 

以上で、企画文教委員会を閉会します。 

ありがとうございました。 

午後９時56分閉会 

――――――――――――――― 
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